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報告書の見方 

 報告書の構成としては、評価項目のチェック項目ごとに、下の①～④をとりまとめたものとなっていま

す。なお、②④について、該当するものがない場合には省略しています。 

①ページ左端を青色で強調した《確認・検証結果の取りまとめ》とその評価結果

②ページ左端を黄色で強調した《強く評価できる点》

③ページ左端を緑色で強調した《全学的な観点から見た改善指示案》

⇒主に全学自己点検・評価委員会から各部署への改善指示

④ページ左端を緑色で強調した《機関レベルとして改善すべき事項について》

⇒主に全学自己点検・評価委員会で改善すべき事項

  または、学内理事会・協議会への提案事項 

① 

② 

③ 

④ 

評価項目 

チェック項目

各記入欄の【 】内は根 拠資料（p.55～56に掲載）を示しています。 



「機関レベル︓チェックシート︓全学⾃⼰点検・評価委員会＿Ⅰ〜Ⅶ（学部）Ⅷ〜Ⅹ（全学）」について、

検証結果まとめ、評価結果、強く評価できる点、改善箇所の指摘等を抽出して整理した内容を、
全学⾃⼰点検・評価報告書（学部）としてとりまとめた。

★★★ ⼯学部、⼈間社会学部 ＝ 学位【学⼠】 ★★★

Ⅰ．学位授与⽅針（DP）と学習成果について＿４①⑥
---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■
全学的な観点から、学⼠課程の学位授与⽅針（DP）は、学⽣が修得することが求められる知識、技能、態

度等、当該学位にふさわしい学習成果を明⽰したものとなっている、と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科等への改善指⽰）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

《各学科・学部のDPの適切性、学習成果の明⽰》

《学習成果の把握、分析・評価、教育改善への結び付け》

各学科での⾃⼰点検・評価においては、全ての学科が、DPが授与する学位にふさわしい、またはある程度ふさわしいものとなっていると判断しており
【別シートⅠ表２－１、表２－２】、DP本⽂中に学⼠⼒に基づく学習成果を明⽰している割合についても、すべての学科において８割以上であると判断
している【別シートⅠ表１－１】。全学⾃⼰点検・評価においても、各学科のDPが学習成果を適切に明⽰している内容となっていることを確認した【資
料学⼠１】。また、全学⾃⼰点検・評価において確認した学部のDPについても、各学部学科のDPとの連関・整合を認めることができ、学⼠⼒に基づく
学習成果を適切に明⽰しているものであると判断した。
なお、⼯学部３学科の⾃⼰点検・評価において、学習成果を適切に明⽰している、とした⼤きな根拠は、「（⼈間社会学部２学科とは違い）DP内に学⼠
⼒を４項⽬として明記している」ことであると判断でき、全学的な観点から、⼈間社会学部２学科においても、学⼠⼒４項⽬を⼯学部と共通した形で明
記・明⽰するように改善することが望ましいと判断した【資料学⼠１】。

各学科での⾃⼰点検・評価において、DPを学⽣が⾝に付けたかどうかの把握については、単位修得状況、成績評価、卒研・ゼミや実験科⽬等での取り組
み状況、レポート・論⽂等の提出物等で把握し、把握したデータをどのような⼿法・指標で分析・評価しているかについては、主にGPA、その他単位取
得状況や授業アンケート等で分析・評価し、分析・評価の結果をどのように教育改善に結びつけているかについては、GPA1.0未満あるいは学科が定めた
GPAの値未満の学⽣への指導により、学⽣がDPを⾝に付けることができるようなフィードバックを⾏うほか、授業アンケート結果に基づく授業担当教員
の指導法の改善等に結び付けている、という点が共通している【別シートⅠ表１－２】。
全学⾃⼰点検・評価においては、各学科に共通して、学習成果の把握、分析・評価、教育改善への利⽤に努めていることは確認できたものの、それらの
実際については不確定・不明瞭な部分も多いことから、各学科において、学習成果を学⽣がどのように⾝に付けたかの把握、把握データをどのような⼿
法・指標で分析・評価するか、分析・評価結果をどのように教育改善に結びつけているか、という点について、具体的な内容をより明確にし、明⽰・明
記して、学科間・学部間で共有していくように改善することが望ましいと判断した。

ア．各学科で明⽰している学習成果について、主に、単位修得状況、成績評価によって把握し、GPAを指標として分析・評価、その結果をもとに成績不
振学⽣への指導を⾏い教育改善に結びつけている、としているが、具体的に把握するデータの内容や、GPAを使ってどのように分析・評価するのかが明
確ではない（唯⼀、1.0以下を成績不振者とすることが明⽰されているのみ）。
イ．この他、学習成果の把握⽅法として、アンケート結果、⼝頭試問、授業への参加度、中間・卒研発表会、ゼミ、アクティブラーニング授業、等を挙
げている学科があるが、明確に把握しているデータの内容や、そのデータをどのように分析・評価するかの指標の有無、分析・評価結果に基づく教育改
善の内容、等については明記されていない。
情報社会学科及び⼼理学科による⾃⼰点検・評価においては、学習成果について追記の検討が望ましいものや、明⽰されていないものがあるとされてい
る。【別シートⅠ表１－１、表１－２、表２－２】

ア．主に、成績評価状況、単位修得状況による学習成果の把握、GPAによる分析・評価⽅法について、具体的な内容を明確にすることを⽬標とする。
イ．ア．と同様に、学習成果の把握⽅法・内容、その把握データをどのように分析して、どのような指標を使って評価するか、それらの分析・評価結果
をどのように教育改善に結び付けていくか（結び付けているか）について、具体的な内容を明確にし、共有することを⽬標とする。
⼯学部３学科の⾃⼰点検・評価において、学習成果を適切に明⽰している、と判断できる⼤きな根拠は、「（⼈間社会学部２学科とは違い）DP内に学⼠
⼒を４項⽬として明記している」ことであると判断できる。このことから、⼈間社会学部２学科においても、学⼠⼒４項⽬を⼯学部と共通した形で明
記・明⽰することを⽬標とする。

全５学科︓次回の⾃⼰点検・評価実施時までにある程度改善していることが望ましい。
⼈間社会学部２学科︓次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせ
て改善してもよい）。

 改善を実施して、適切なものとすることができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰されていること。

 学科間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、教育課程レベル（各学部・学科等）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ①複数学科共通または固有の問題点 ②学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

①

②

①

②

①

②

1



Ⅱ．教育課程の編成・実施⽅針（CP）について＿４②
---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■
 全学的な観点から、学⼠課程の教育課程の編成・実施⽅針（CP）は、教育課程の体系、教育内容、教育課
程を構成する授業科⽬区分、授業形態など、教育についての基本的な考え⽅を明⽰したものとなっている、
と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

強く評価できる点

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科等への改善指⽰）

機関レベルとして改善すべき事項について （全学⾃⼰点検・評価委員会が実施する改善案）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

⽣命環境化学科:
情報システム学科:
情報社会学科:
⼼理学科:

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

《各学科のCPの適切性》

《各学部のCPの適切性、各学科のCPとの連関性・整合性》

各学科での⾃⼰点検・評価においては、全ての学科のCPにおいて、＜教育内容＞、＜教育⽅法＞、＜学習成果の評価＞を明⽰していると判断している
【別シートⅡ表１－１、表１－２】。全学⾃⼰点検・評価においても、各学科のCPが、＜教育内容＞、＜教育⽅法＞、＜学習成果の評価＞をある程度適
切に明⽰していることを確認した【資料学⼠１】。特に機械⼯学科については、学⽣が⾝に付ける学習成果と学科カリキュラムにおける教育内容とを連
関させ、教育内容と教育⽅法との整合性を明確にすることで、学科における教育についての基本的な考え⽅を明⽰することができており、強く評価でき
ると判断した。また、⼈間社会学部２学科のCPについては、⼯学部３学科と同様の構成（CPの記載内容を＜教育内容＞＜教育⽅法＞＜学習成果の評価
＞等の項⽬ごとにはっきりと分ける）とすることで、より伝わりやすいものとなることが推察されるため、そのための改善が望ましいと判断した。

全学⾃⼰点検・評価において確認した各学部のCPについては、＜学習成果の評価＞は明⽰していないが、＜教育内容＞、＜教育⽅法＞を明⽰する構成と
なっていて、これは各学部学科のCPの構成要素（＜教育内容＞、＜教育⽅法＞、＜学習成果の評価＞）とほぼ共通するものとなっており、また、記載内
容についても共通していることから、ある程度、各学部のCPと各学部学科のCPとの連関性・整合性があると判断できる。また、各学部のCPの適切性に
ついては、＜教育⽅法＞の記載内容を充実させ、＜学習成果の評価＞の記載内容を新しく追加することで、改善することが⾒込まれると判断した。

機械⼯学科: CP内に明⽰した＜教育内容＞において、箇条書きした項⽬ごとに関連したDPを明⽰（例えば、1.CP箇条書き１（DP-A2）、2.CP箇条書き
２（DP-C4）、3.CP箇条書き３・・・）、また、＜教育⽅法＞において、箇条書きした項⽬ごとに関連した教育内容を明⽰（例えば、〇CP箇条書き１（
CP-A4）、〇CP箇条書き２（CP-B3）、〇CP箇条書き３・・・）しており、学⽣が⾝に付ける学習成果と学科カリキュラムにおける教育内容とを連関
させ、教育内容と教育⽅法との整合性を明確にすることで、学科における教育についての基本的な考え⽅を明⽰することができており、強く評価できる
【資料学⼠１、別シートⅡ表１－２】。

CPの構成について、⼯学部３学科と⼈間社会学２学科とで違いがある（例えば、⼯学部では＜教育内容＞＜教育⽅法＞等の項⽬に分けて記載してい
る）。

⼯学部３学科と⼈間社会学部２学科のCPの構成について、（無理に揃える必要はないが、）他学部のものと⽐較しながら、CPの構成⽅法や内容につい
てあらためて検討し、学部間で⼤きな違いのないCPの構成とすることを⽬標とする。

⼯学部３学科、⼈間社会学部２学科︓次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましいが、CPとして適切なものであれば、両学部のCPの構
成を無理に揃える必要はないので、期限は柔軟に設定してよい。

⼯学部のCPについては、＜教育内容＞「21 世紀のキーテクノロジーである，機械・ロボット，バイオ・環境，応⽤化学，IT・AI・電気電⼦などのスペ
シャリストを育成するため，それぞれの分野で教養科⽬と専⾨科⽬，および講義科⽬と実験・実習・演習などの体験型科⽬といった科⽬間のバランスを
配慮したカリキュラム体系」「基礎から応⽤にいたるまで⼗分な知識を教授」、＜教育⽅法＞「講義科⽬と実験・実習・演習などの体験型科⽬」が明⽰
されている⼀⽅、＜学習成果の評価や測定⽅法等＞については明⽰されていないが、⼯学部各学科のCPの構成要素＜教育内容＞＜教育⽅法＞と共通する
構成となっており、記載内容についても共通していることから、⼯学部のCPと⼯学部各学科のCPとの間にある程度の連関性・整合性があると判断でき
る。

より適切に連関・整合させるための改善案としては、＜教育⽅法＞に関する内容を増やして、＜学習成果の評価や測定⽅法等＞に関する内容を新しく追
加することが提案できる。

 改善を実施して、適切なものとすることができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰されていること。

なし
なし
なし
なし

なし

なし

なし

 学科間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、教育課程レベル（各学部・学科等）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ①複数学科共通または固有の問題点 ②学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

 学部のCP確認の結果から、連関性・適合性の改善が必要と判断した場合には、下の記⼊欄に⼊⼒。

①

②

①

②

①

②

③

改善案
③⼯学部のCPと同学部各学科のCPとの連関性・整合性の改善案 ④⼈間社会学部のCPと同学部各学科のCPとの連関性・整合性の改善案
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④

③

④

③
④

①

②

①
②

2022年度には⼈間社会学部のCPは設定していなかったが、2023年度からは、以下のとおり、⼈間社会学部のCPを公表して周知している。ここではこの
CPとの連関性・整合性を確認する。

【2023年度⼈間社会学部CP】
経営、情報、⽂化、メディアコンテンツ、⼼理学などの分野におけるスペシャリストを育成するため、教養科⽬と専⾨科⽬、および講義科⽬と実験、実
習、演習などの科⽬間バランスを考慮したカリキュラム体系の下、基礎から応⽤にいたるまで⼗分な知識を教授する。

⼈間社会学部のCPについては、＜教育内容＞「経営、情報、⽂化、メディアコンテンツ、⼼理学などの分野におけるスペシャリストを育成するため、教
養科⽬と専⾨科⽬、および講義科⽬と実験、実習、演習などの科⽬間バランスを考慮したカリキュラム体系」「基礎から応⽤にいたるまで⼗分な知識を
教授」、＜教育⽅法＞「講義科⽬と実験、実習、演習など」が明⽰されている⼀⽅、＜学習成果の評価や測定⽅法等＞については明⽰されていないが、
⼈間社会学部各学科のCPの構成要素＜教育内容＞＜教育⽅法＞と共通する構成となっており、記載内容についても共通していることから、⼈間社会学部
のCPと⼈間社会学部各学科のCPとの間にある程度の連関性・整合性があると判断できる。

より適切に連関・整合させるための改善案としては、＜教育⽅法＞に関する内容を増やして、＜学習成果の評価や測定⽅法等＞に関する内容を新しく追
加することが提案できる。

⼯学部各学科のCPについて、＜教育⽅法＞の記載内容から共通するものを抽出して学部の＜教育⽅法＞としてまとめ直し、同様に＜学習成果の評価や測
定⽅法等＞の記載内容から共通するものを抽出して学部の＜学習成果の評価や測定⽅法等＞としてまとめ直したものを⼯学部のCPに追加して、適切に＜
教育内容＞＜教育⽅法＞＜学習成果の評価＞を明⽰しつつ、⼯学部各学科のCPともより連関・整合するようなものとすることを⽬標とする。なお、改善
後においても、⼈間社会学部のCPと共通した構成とすることが望ましい。
⼈間社会学部各学科のCPについて、＜教育⽅法＞の記載内容から共通するものを抽出して学部の＜教育⽅法＞としてまとめ直し、同様に＜学習成果の評
価や測定⽅法等＞の記載内容から共通するものを抽出して学部の＜学習成果の評価や測定⽅法等＞としてまとめ直したものを⼈間社会学部のCPに追加し
て、適切に＜教育内容＞＜教育⽅法＞＜学習成果の評価＞を明⽰しつつ、⼈間社会学部各学科のCPともより連関・整合するようなものとすることを⽬標
とする。なお、改善後においても、⼯学部のCPと共通した構成とすることが望ましい。

⼯学部︓次回の⾃⼰点検・評価実施時までにある程度改善していることが望ましい。
⼈間社会学部︓次回の⾃⼰点検・評価実施時までにある程度改善していることが望ましい。

各学科での⾃⼰点検・評価においては、全ての学科が、各学科のCPとDPが適切にまたはある程度連関し、整合性があると判断している【別シートⅡ表
２－１、表２－２】。
全学⾃⼰点検・評価においても、各学科のCPとDPが、ある程度連関し、整合性があることを確認した【資料学⼠１】。特に機械⼯学科については、CP
内に明⽰した＜教育内容＞において、箇条書きした項⽬ごとに関連したDPを簡潔に明⽰（例えば、1.CP箇条書き１（DP-A2）、2.CP箇条書き２（
DP-C4）、3.CP箇条書き３・・・）しており、強く評価できると判断した。また、機械⼯学以外の学科においても、DPを簡潔に明記したCPとすること
が望ましいと判断した。
なお、⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、⼼理学科のDP要件四を達成するための教育内容がCPに明⽰されていないとしており、学科としての改善
策も⽰していることから、全学⾃⼰点検・評価においても、その改善策のとおりに改善することが望ましいと判断した。

全学⾃⼰点検・評価において確認した各学部のCPとDPとの連関性・整合性については、両学部ともに、CPに明⽰している＜教育内容＞とDPに明⽰して
いる＜知識・理解＞との間に、明確な連関性・整合性を確認できるが、DPに明⽰しているその他の項⽬との連関性・整合性を確認することが難しいた
め、DPに明⽰している＜汎⽤的技能＞＜態度・志向性＞等に連関・整合する内容をCPに追加することが望ましいと判断した。

機械⼯学科: CP内に明⽰した＜教育内容＞において、箇条書きした項⽬ごとに関連したDPを明⽰（例えば、1.CP箇条書き１（DP-A2）、2.CP箇条書き
２（DP-C4）、3.CP箇条書き３・・・）、また、＜教育⽅法＞において、箇条書きした項⽬ごとに関連した教育内容を明⽰（例えば、〇CP箇条書き１（
CP-A4）、〇CP箇条書き２（CP-B3）、〇CP箇条書き３・・・）しており、学⽣が⾝に付ける学習成果と学科カリキュラムにおける教育内容とを連関
させ、教育内容と教育⽅法との整合性を明確にすることで、学科における教育についての基本的な考え⽅を明⽰することができており、強く評価できる
【資料学⼠１、別シートⅡ表１－２】。

⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、⼼理学科のDP要件四を達成するための教育内容がCPに明⽰されていないとしている【別シートⅡ表２－２】。
機械⼯学科以外の４学科︓CPとDPとが連関して整合していることは、CP・DP本⽂の内容からある程度確認できるが、機械⼯学科のCPのように、CPの
本⽂中に対応するDPを簡潔に明記はしていない【資料学⼠１】。

⼼理学科のDP要件四を達成するための教育内容をCPに明⽰することを⽬標とする。
機械⼯学科以外の４学科︓機械⼯学科のCPのように、DPとの連関性・整合性を簡潔に⽰すようなCPとすることを⽬標とする。

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を設定）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を設定）

 学科間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、教育課程レベル（各学部・学科等）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ①複数学科共通または固有の問題点 ②学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

⽣命環境化学科:
情報システム学科:
情報社会学科:
⼼理学科:

[記⼊欄]

[記⼊欄]

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬２ ■
 全学的な観点から、学⼠課程の教育課程の編成・実施⽅針（CP）と学⼠課程の学位授与⽅針（DP）とは
適切な連関性をもっており、整合している、と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

強く評価できる点

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科等への改善指⽰）

《各学科のCPとDPの連関性・整合性》

《各学部のCPとDPとの連関性・整合性》

 改善を実施して、適切な連関・整合とすることができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰されていること。

なし
なし
なし
なし
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具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

 学部のCP・DP確認の結果から、連関性・適合性の改善が必要と判断した場合には、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善案 ③⼯学部のCPと同学部のDPとの連関性・整合性の改善案 ④⼈間社会学部のCPと同学部のDPとの連関性・整合性の改善案

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を設定）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を設定）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

①

②

③

④

③

④

③
④

⼼理学科︓次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善して
もよい）。
機械⼯学科以外の４学科︓次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合
わせて改善してもよい）。

⼯学部のCPに明⽰している項⽬︓
＜教育内容＞「21 世紀のキーテクノロジーである，機械・ロボット，バイオ・環境，応⽤化学，IT・AI・電気電⼦などのスペシャリストを育成するため
，それぞれの分野で教養科⽬と専⾨科⽬，および講義科⽬と実験・実習・演習などの体験型科⽬といった科⽬間のバランスを配慮したカリキュラム体
系」「基礎から応⽤にいたるまで⼗分な知識を教授」、
＜教育⽅法＞「講義科⽬と実験・実習・演習などの体験型科⽬」
＜学習成果の評価や測定⽅法等＞明⽰されていない

⼯学部のDPに明⽰している項⽬︓
＜知識・理解＞「それぞれの専⾨分野において活躍する上で基礎となる知識を修得し」、
＜汎⽤的技能＞＜総合的な学習経験と創造的思考⼒＞「問題解決⼒，プレゼンテーション⼒，探究⼼」、
＜態度・志向性＞「倫理観など社会で要求される⼒」

以上の内容から、⼯学部のCP＜教育内容＞と⼯学部のDP＜知識・理解＞との間に、明確な連関性・整合性を確認できるが、⼯学部のDPに明⽰している
その他の項⽬との連関性・整合性を確認することは難しいため、⼯学部のDP＜汎⽤的技能＞＜態度・志向性＞等に連関・整合する内容を⼯学部のCPに
追加することが望ましい。

⼈間社会学部のCP（2023）に明⽰している項⽬︓
＜教育内容＞「経営、情報、⽂化、メディアコンテンツ、⼼理学などの分野におけるスペシャリストを育成するため、教養科⽬と専⾨科⽬、および講義
科⽬と実験、実習、演習などの科⽬間バランスを考慮したカリキュラム体系」「基礎から応⽤にいたるまで⼗分な知識を教授」、
＜教育⽅法＞「講義科⽬と実験、実習、演習など」
＜学習成果の評価や測定⽅法等＞明⽰されていない

⼈間社会学部のDP（2023）に明⽰している項⽬︓
＜知識・理解＞「それぞれの専⾨分野において活躍する上で基礎となる知識を修得し」、
＜汎⽤的技能＞＜総合的な学習経験と創造的思考⼒＞「問題解決⼒，プレゼンテーション⼒，探究⼼」、
＜態度・志向性＞「倫理観など社会で要求される⼒」

以上の内容から、⼈間社会学部のCP＜教育内容＞と⼈間社会学部のDP＜知識・理解＞との間に、明確な連関性・整合性を確認できるが、⼈間社会学部
のDPに明⽰しているその他の項⽬との連関性・整合性を確認することは難しいため、⼈間社会学部のDP＜汎⽤的技能＞＜態度・志向性＞等に連関・整
合する内容を⼈間社会学部のCPに追加することが望ましい。

⼯学部のCP＜教育内容＞と⼯学部のDP＜知識・理解＞との間に、明確な連関性・整合性を確認できるが、⼯学部のDPに明⽰しているその他の項⽬との
連関性・整合性を確認することは難しいため、⼯学部のDP＜汎⽤的技能＞＜態度・志向性＞等に連関・整合する内容を⼯学部のCPに追加することを⽬
標とする。
⼈間社会学部のCP＜教育内容＞と⼈間社会学部のDP＜知識・理解＞との間に、ある程度の連関性・整合性を確認できるが、⼈間社会学部のDPに明⽰し
ているその他の項⽬との連関性・整合性を確認することは難しいため、⼈間社会学部のDP＜汎⽤的技能＞＜態度・志向性＞等に連関・整合する内容を⼈
間社会学部のCPに追加することを⽬標とする。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。

機関レベルとして改善すべき事項について 
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Ⅲ．教育課程の編成・実施⽅針（CP）に基づき、各学位課程にふさわしい授業科⽬を
開設し、教育課程を体系的に編成しているか。 学⽣の学習を活性化し、効果的に教育
を⾏うための様々な措置を講じているか。 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に
⾏っているか。＿４③④⑤
---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■
 全学的な観点から、学部の教育課程を適切に編成し、これに基づいた教育を実際に⾏っている、と判断で
きるか。
確認・検証結果の取りまとめ
[記⼊欄]

各学科での⾃⼰点検・評価においては、「教育課程を適切に編成し、これに基づいた教育を実際に⾏っているかどうか」の点検・評価項⽬（項⽬１〜１
２）のほとんどの項⽬について、全学科が適切またはある程度適切と判断している【別シートⅢ表１】。

全学⾃⼰点検・評価においては、学科間の⽐較により検証を⾏った【別シートⅢ＿２表１】。 ※以下、この記⼊欄中においては、【別シートⅢ＿２表
１】を根拠とする場合は【別Ⅲ21】と省略して記す。

各学科のCPと各学科（専攻）カリキュラムツリーに基づき、各学科の⾃⼰点検・評価結果についての確認を⾏い【資料学⼠１、資料学⼠２】、⼗分に整
合していると判断した。また、情報社会学科において、カリキュラムビジョン（CPをコンセプト図化したもの）に基づき科⽬を配当している点や、⼼理
学科において、CPに実際の科⽬名を多く含むことで、実際の教育課程との整合性の確認を容易にしている点、などについては、他学科に推奨できる取り
組みであると判断した【別Ⅲ21】。

各学科のCPに明⽰している教育内容については、各学科DPに明⽰している学⼠⼒を踏まえた内容となっていることもあり、学⼠課程にふさわしいもの
であると判断した。各学科の⾃⼰点検・評価結果については、「学⼠課程にふさわしい」と具体的に⽰していなかったこともあり、各学科での⾃⼰点
検・評価の内容に⼤きく差が出てしまった【別Ⅲ21】。これを改善するため、次回の⾃⼰点検・評価までに、この項⽬の内容・⽂章等を修正する必要が
あると判断した。

各学科のCPに⽰されている教育内容と、各学科が連携している博⼠前期課程・修⼠課程の教育研究分野や教育内容との⽐較検証を⾏い【資料学⼠３、
１】、学⼠課程と博⼠前期課程・修⼠課程間での教育内容の連携・連続については、ある程度配慮していると判断した。例えば、⽣命環境化学科のCPの
教育内容に⽰されている「２年次以降は各専攻の⽅向性に沿ったカリキュラムにより，⽣命科学・環境科学・材料科学各分野の専⾨知識を体系的に習得
する」という内容について、博⼠前期課程⽣命環境化学専攻の教育分野「材料化学教育研究分野、環境化学教育研究分野、⽣命化学教育研究分野」への
連携・連続を配慮した内容であると判断した。同様に、他学科のCPの教育内容についても、博⼠前期課程・修⼠課程への連携・連続にある程度配慮して
いるものと判断したが、唯⼀、⼼理学科ビジネス⼼理専攻に関する教育内容については、修⼠課程⼼理学専攻の教育研究分野（実験⼼理学、臨床⼼理
学）と連携・連続していないと判断した。差異が明らかどうかについては、各学科のCPに⽰されている教育内容と、各学科が連携している博⼠前期課
程・修⼠課程の教育内容との⽐較検証を⾏い【資料学⼠１】、⼗分に差異が明らかであると判断した。
各学科の⾃⼰点検・評価結果については、「配慮する」「差異がある」の内容を具体的に⽰していなかったこともあり、各学科での⾃⼰点検・評価の内
容に⼤きく差が出てしまった【別Ⅲ21】。これを改善するため、次回の⾃⼰点検・評価までに、この項⽬の内容・⽂章等を修正する必要があると判断し
た。

各学科（専攻）カリキュラムツリーに基づき、各学科の⾃⼰点検・評価結果についての確認を⾏い【資料学⼠２】、ある程度考慮していると判断した。
また、情報社会学科において、カリキュラムツリー等とは別に「科⽬履修ガイド」を履修ガイダンス時に配付しており、その中で、専⾨分野を含む科⽬
の体系、履修推奨順序等を⽰して、専⾨分野の学問体系が考慮された教育課程の内容を分かりやすく学⽣に伝えている点、については、他学科に推奨で
きる取り組みであると判断した【別Ⅲ21、資料学⼠４】。

各学科の再履修に関する授業科⽬読替対応表に基づき確認を⾏った結果、2019年度〜2023年度の間に教育課程に新規追加または⼤きく名称変更となった
科⽬は次のとおりとなり、各学科において、社会の趨勢や要請、学問の発展等を⾒据えた教育課程とするために適宜対応していると判断した【資料学⼠
５】。

【全学科】 異⽂化コミュニケーション（海外研修）、⼈⼯知能⼊⾨、ICTリテラシー
【機械・⽣命・情社・⼼理】 データサイエンス、ICT概論
【機械】知能化⼯作機械、伝熱⼯学、シミュレーション基礎、シミュレーション応⽤、スマートマニュファクチャリング、IoTデバイス、交通機械、ス
マートエネルギー、熱⼒学及び演習Ⅱ、流体⼒学及び演習Ⅱ、情報処理特講
【情シ】基礎AIプログラム⾔語、展開AIプログラム⾔語、基礎AIプログラミング演習、展開AIプログラミング演習、応⽤AIプログラム⾔語、応⽤AIプロ
グラミング演習、AI・モビリティ、機械学習、機械学習と深層学習、深層学習基礎、深層学習応⽤
【情社・⼼理】IT特講、コンピュータ・ネットワーク、⾃然⾔語処理、ものづくり経営、経営データ分析、webビジネス、システム設計概論、観光ビジ
ネス
【情社】スポーツビジネス、商品企画開発、会社法、プロモーション戦略、ベンチャービジネス

各学科CP及び各学科（専攻）カリキュラムツリーに基づき、各学科の⾃⼰点検・評価結果についての確認を⾏い【資料学⼠１、２】、順次性及び体系性
に配慮していると判断した。

⼯学部各学科（専攻）カリキュラムツリー及び⼈間社会学部各学科（専攻）科⽬配当表に基づき、各学科の⾃⼰点検・評価結果についての確認を⾏い
【資料学⼠２】、各学科においては、「必ず⾝に付けるべき学習成果を修得するための科⽬」を必修に位置づけ、「各学科の専⾨分野の中から選択して
（必ず）⾝に付けるべき学習成果を修得するための科⽬」を選択必修に位置づけ、「各学科の専⾨分野及び関連分野⼜は教養分野において⾃由に選択し
て、広く⾝に付けることが望まれる学習成果を修得するための科⽬」を選択に位置づけており、授業科⽬の位置づけは適切なものとなっていると判断し
た。

⼯学部各学科（専攻）カリキュラムツリー及び⼈間社会学部各学科（専攻）科⽬配当表に基づき、各学科の⾃⼰点検・評価結果についての確認を⾏い
【資料学⼠２】、各学科においては、主に専⾨分野において概論科⽬や演習・実験・ゼミ・研究科⽬を必修とし、教養や専⾨知識を広く⾝に付けるため
の科⽬を選択とし、また、⼯学部においては各学科における基礎知識等を⾝に付けるための科⽬を選択必修としており、これらの授業科⽬の位置づけに
ついては、各学科のCPに⽰している教育内容・教育⽅法等を実施するものとして適切であると判断した【資料学⼠１】。

・項⽬１︓CPに⽰されている内容と実際の教育課程とは整合しているか。

・項⽬２︓CPに⽰されている教育内容は、各学位課程にふさわしいものとなっているか。

・項⽬３︓CPに⽰されている教育内容は、学位課程間の連携・連続（学⼠→修⼠、博⼠前期→博⼠後期等）に配慮し、かつ、差異が明らかなものとなっ
ているか。

・項⽬︓４．教育課程は、専⾨分野の学問体系を考慮したものとなっているか。

・項⽬︓５．教育課程は、社会の趨勢や学問の発展、ステークホルダーからの要望等を⾒据えたものとなっているか。

・項⽬︓６．教育課程の編成にあたって、授業科⽬間や年次配当における順次性及び体系性に配慮しているか。

・項⽬︓７．授業科⽬の位置づけ（必修、選択、⾃由等）は、DPに⽰した学習成果を修得するためのものとして、適切なものとなっているか。

・項⽬︓８．授業科⽬の位置づけ（必修、選択、⾃由等）は、CPに⽰した教育内容・教育⽅法等を実施するためのものとして、適切なものとなっている
か。
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・項⽬︓９．教養教育と専⾨教育の適切な配置に配慮しているか。全体的な科⽬区分（⼀般共通、共通基礎、専⾨等）の割合や、年次進⾏に伴う（開講
科⽬の）科⽬区分割合の推移等は、DPに⽰した学習成果を修得するためのものとして、適切なものとなっているか。

・項⽬︓10．教養教育と専⾨教育の適切な配置に配慮しているか。全体的な科⽬区分（⼀般共通、共通基礎、専⾨等）の割合や、年次進⾏に伴う（開講
科⽬の）科⽬区分割合の推移等は、CPに⽰した教育内容・教育⽅法等を実施するためのものとして、適切なものとなっているか。

・項⽬︓11．学⽣の社会的及び職業的⾃⽴を図るために必要な能⼒を育成する教育（キャリア教育）を適切に実施しているか（キャリア・デザイン科⽬
の開講・必修化・受講のサポート等）。

・項⽬︓12．初年次教育、⾼⼤接続を意識した教育の実施に配慮しているか。

各学科カリキュラムについて、全開講科⽬の科⽬区分割合及び年次進⾏に伴う開講科⽬の科⽬区分割合の推移を確認した結果【資料学⼠６】、各学科に
おいて、全開講科⽬の科⽬区分割合は、おおよそ⼀般・基礎・教養科⽬が４〜５割、専⾨科⽬が４〜５割となっており、教養教育と専⾨教育とをバラン
スよく配置していることが確認できた。この点と各学科の⾃⼰点検・評価結果の内容とに基づき、各学科のDPに⽰した学習成果（教養・基礎知識、専⾨
知識とその応⽤、等）を修得するためのものとして、教養教育と専⾨教育の配置がある程度適切なものとなっていると判断した【別Ⅲ21、資料学⼠
２】。

各学科カリキュラムについて、全開講科⽬の科⽬区分割合及び年次進⾏に伴う開講科⽬の科⽬区分割合の推移を確認した結果【資料学⼠６】、各学科に
おいて、年次進⾏に伴う開講科⽬の科⽬区分割合の推移をみると、⼀般・基礎・教養科⽬は１年次で開講している割合が⼀番⾼く、年次が上がっていく
ごとにその割合が低くなっていく傾向が共通しており、専⾨科⽬は年次が上がっていくごとに開講している割合が⾼くなっていく傾向が共通しているこ
とが確認できた。また、２年次において、⼀般・基礎・教養科⽬の開講割合と専⾨科⽬の開講割合とが逆転していることも確認ができ、各学科のCPに⽰
した教育内容・教育⽅法の順次性をよく⽰すような科⽬の配置となっていると判断できる。この点と各学科の⾃⼰点検・評価結果の内容とに基づき、各
学科のCPに⽰した教育内容・教育⽅法等を実施するためのものとして、教養教育と専⾨教育の配置がある程度適切なものとなっていると判断した【別
Ⅲ21、資料学⼠２】

各学科（専攻）カリキュラムツリー及び⼈間社会学部各学科（専攻）科⽬配当表に基づき、各学科の⾃⼰点検・評価結果についての確認を⾏い【資料学
⼠２】、キャリア⽀援センター教員によるキャリア・デザイン科⽬の開講や⼀部必修化、各学科の専⾨性に関連した資格取得のための対策講座科⽬の開
講等を実施している状況から、全学科においてキャリア教育を適切に実施していると判断した。

各学科の⾃⼰点検・評価結果から、⼯学部においては、⼊学時の基礎学⼒確認テスト結果によって、英語・数学・物理・化学・⽣物・情報の科⽬につい
て成績順でクラス分けを⾏う（すべての科⽬ではない）こと【資料学⼠７】で、特に⾼⼤接続を意識した教育を実施していること、⼈間社会学部におい
ては全専任教員が担当するアカデミック・リテラシー科⽬を開講しており、特に初年次教育に注⼒していること【別Ⅲ21】から、全学科において初年次
教育、⾼⼤接続を意識した教育の実施に配慮していると判断した。

情報社会学科:
「項⽬１︓CPに⽰されている内容と実際の教育課程とは整合しているか。」について、カリキュラムビジョン（CPをコンセプト図化したもの）に基づ
き科⽬を配当している点
「項⽬︓４．教育課程は、専⾨分野の学問体系を考慮したものとなっているか。」について、カリキュラムツリー等とは別に「科⽬履修ガイド」を履修
ガイダンス時に配付しており、その中で、専⾨分野を含む科⽬の体系、履修推奨順序等を⽰して、専⾨分野の学問体系が考慮された教育課程の内容を分
かりやすく学⽣に伝えている点
【別シートⅢ＿２表１】
⼼理学科:
「項⽬１︓CPに⽰されている内容と実際の教育課程とは整合しているか。」について、CPに実際の科⽬名を多く含むことで、実際の教育課程との整合
性の確認を容易にしている点
【別シートⅢ＿２表１】

各学科での⾃⼰点検・評価においては、「適切な措置・⽅法により、学⽣の学習を活性化し、効果的に教育を⾏っているかどうか」の点検・評価項⽬
（項⽬１３〜１４、１８〜１９、２１〜２２）のほとんどの項⽬について、全学科が適切またはある程度適切と判断している【別シートⅢ表２】。ま
た、学⽣の主体的参加を促す授業等の実施についての点検・評価項⽬（項⽬１５）においては、全学科が実施していると判断しており、ICTを活⽤した情
報リテラシー授業等の実施についての点検・評価項⽬（項⽬１６）においては、５学科中４学科が実施していると判断している。なお、ICTを活⽤した双
⽅向授業等の実施についての点検・評価項⽬（項⽬１７）においては、５学科中３学科が実施していないと判断している【別シートⅢ表３】。

全学⾃⼰点検・評価においては、学科間の⽐較により検証を⾏った【別シートⅢ＿２表２、別シートⅢ＿２表３】。 ※以下、この記⼊欄中において
は、例えば、【別シートⅢ＿２表２】を根拠とする場合は【別Ⅲ22】と省略して記し、この他の場合においても同様とする。

評価結果

強く評価できる点

確認・検証結果の取りまとめ

 適切に編成し、これに基づく教育を実施できていると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。

[記⼊欄]
⼯学部:
機械⼯学科:
⽣命環境化学科:
情報システム学科:
⼈間社会学部:

[記⼊欄]

なし
なし
なし
なし
なし

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬２ ■
 全学的な観点から、適切な措置・⽅法により、学⽣の学習を活性化し、効果的に教育を⾏っている、と判
断できるか。
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◆◆◆「適切な措置・⽅法により、学⽣の学習を活性化し、効果的に教育を⾏っているかどうか」の点検・評価項⽬（項⽬１３〜１４、１８〜１９、２
１〜２２）◆◆◆

・項⽬13︓シラバスの内容（授業の⽬的、学習到達⽬標、達成度評価基準、授業内容及び⽅法、授業計画、授業準備のための指⽰、成績評価⽅法及び基
準等の明⽰）は、CPに⽰されている教育内容や実際の教育課程に照らし合わせて、適切なものとなっているか。

・項⽬14︓シラバスの内容（授業の⽬的、学習到達⽬標、達成度評価基準、授業内容及び⽅法、授業計画、授業準備のための指⽰、成績評価⽅法及び基
準等の明⽰）は、実施された授業内容と整合性を保っているか（実際に、シラバスに基づいた授業の実施となっているか）。

・項⽬18︓1授業あたりの履修登録者数は、授業形態（講義、実験・実習・演習、グループワーク、フィールドワーク等）に配慮したものとなっている
か。

・項⽬19︓授業の履修に関する指導、その他効果的な学習のための指導は適切に実施できているか。

・項⽬21︓学⽣の学習の進捗管理や理解度の確認等を適切に実施できているか。

・項⽬22︓授業外学習をサポートするフィードバックや量的・質的に適当な学習課題の提⽰を、適切に実施できているか。

◆◆◆ 学⽣の主体的参加を促す授業、ICTを活⽤した情報リテラシー授業、ICTを活⽤した双⽅向授業等の実施についての点検・評価項⽬（項⽬１５〜
１７）◆◆◆

・項⽬15︓学⽣の主体的参加を促す授業形態・内容・⽅法等をシラバスに記載して、実際に実施した授業があるか。

・項⽬16︓ICTを活⽤することをシラバスに明記して、実際に実施した情報リテラシーに関する授業があるか。

・項⽬17︓ICT（クリッカーやタブレット端末等）を活⽤することをシラバスに明記して、実際に実施した双⽅向型授業等があるか。

シラバスの作成においては必須項⽬が設定されており、例えば、必須項⽬「概要（⽬的・内容）」では教育内容を、必須項⽬「授業⽅針」では教育内容
に沿った授業⽅針等を、必須項⽬「学習内容（授業スケジュール）」では具体的な学習内容等を、必須項⽬「学習到達⽬標」では具体的な学習成果等
を、必須項⽬「達成度評価基準」では学習到達⽬標の達成度の確認⽅法・評価⽅法等を、必須項⽬「成績評価⽅法」では達成度評価基準に基づき評価し
た結果について、どのように成績評価を⾏うか等、を必ず明⽰するような構成としている【資料学⽣８】。これに従い作成されたシラバスには、各学科
のCPに⽰されている教育内容・⽅針、教育⽅法、評価等の内容を含むこととなると判断でき【別Ⅲ22】、これらのシラバスに従って実施された授業につ
いても、⼯学部で実施する授業評価アンケートの設問「この授業はシラバス通りに⾏われていましたか。」に対する回答「⾮常にそう思う」と「ややそ
う思う」の割合が2022年度前期約80％、2021年度後期約80％、2021年度前期約78％、⼈間社会学部で実施する授業アンケートの設問「この授業は授業
計画（シラバス）に沿っていましたか︖」に対する回答「よく沿っていた」と「だいたい沿っていた」の割合が2022年度前期約81％、2021年度後期約
90％、2021年度前期約91％と学⽣から評価されていることから、実際の教育課程に照らし合わせても、適切な内容のシラバスとなっていると判断した
【資料学⼠９】。

⼯学部で実施する授業評価アンケートの設問「この授業はシラバス通りに⾏われていましたか。」に対する回答「⾮常にそう思う」と「ややそう思う」
の割合が2022年度前期約80％、2021年度後期約80％、2021年度前期約78％、⼈間社会学部で実施する授業アンケートの設問「この授業は授業計画（シ
ラバス）に沿っていましたか︖」に対する回答「よく沿っていた」と「だいたい沿っていた」の割合が2022年度前期約81％、2021年度後期約90％、
2021年度前期約91％と学⽣から評価されていることから、シラバスの内容が実施された授業内容と整合性を保っていると判断した【資料学⼠９】。

各学科での⾃⼰点検・評価において確認された履修登録者数への具体的な配慮の例【別Ⅲ22】や、毎年度、教務委員会及び学科会議等で審議の上で決定
される次年度クラス分けルール（⼯学部）【資料学⼠７】の内容、各学科で開講する実験・実習科⽬の班分け【資料学⼠10】の内容等から、授業形態に
配慮した履修登録者数とすることができていると判断した。

各学科において前期・後期授業期間開始の前に⾏う履修ガイダンスにおいて、授業の履修に関する指導を⼊学年度毎に内容を変えて実施しており、効果
的な学習のための指導としては、成績不振学⽣（GPA1.0未満あるいは学科が定めたGPAの値未満）への個別⾯談・履修指導や学習⽀援センター所属
チューターによるセミナーの実施等を実施していることから、授業の履修に関する指導、その他効果的な学習のための指導は適切に実施できていると判
断した【別Ⅲ22、資料学⼠11】。

各学科において、１年次にはクラス担任（教員）・副担任（職員）による授業出席確認や個別⾯談により、学⽣の就学状況を確認し、３年次のゼミ科⽬
や４年次の卒業研究科⽬等においては、指導教員により学習・研究の進捗管理や理解度の確認等を適切に実施している。また、学期ごとにGPAを算出
し、その値が1.0未満の学⽣については、学習の理解度が低い成績不振学⽣として把握し、クラス担任あるいは指導教員から個別指導を実施している。各
学科での⾃⼰点検・評価において、情報社会学科では、１・２年次の英語必修科⽬について共通テキストを使⽤した上で「学期・学年の変わり⽬におい
て、クラス毎にその進捗状況と引継ぎ箇所の申し送り」を実施、１年⽣後期必修科⽬「基礎演習Ⅱ」においては「学⽣の要約原稿やレポート等に対し、
添削指導」を実施、いくつかの科⽬については「授業全回において⼩テストを実施し、理解度の確認を⾏うとともに、成績評価の⼀部と」する等を実施
しており、学⽣の学習の進捗管理や理解度の確認に努めていると判断した【別Ⅲ22】。

各学科のシラバスにおいては、必須項⽬「準備学習」に、予習・復習の内容とそれらに必要な時間を必ず明⽰している【資料学⼠８】が、授業内での
フィードバックや量的・質的に適当な学習課題の提⽰については、全学的な⽅針等はない。各学科での⾃⼰点検・評価の結果から、各科⽬担当者がシラ
バスに従い、適宜、フィードバックやレポート課題の提⽰等を実施している状況であるとは推察できる【別Ⅲ22、資料学⼠12】ため、今後は、シラバス
の必須項⽬としてフィードバック実施に関する項⽬を設定することが望ましいと判断し、また、レポート等の学習課題が量的・質的に適当かどうかにつ
いては、学⽣による授業（評価）アンケート等において把握していくことが望ましいと判断した。

各学科での⾃⼰点検・評価において確認された学⽣の主体的参加を促す授業の具体的な科⽬名や実施状況【別Ⅲ23】に基づき、2022年度の両学部シラバ
スの内容を検証した【資料学⼠13】。学⽣の主体的参加を促す授業形態・内容・⽅法等として、PBL,課題解決型、ディスカッション、ディベート、討
論、プレゼンテーション、グループ、グループワーク、アクティブラーニング、主体的な参加の促し、野外実習、実習のキーワードを直接・間接に含む
シラバスを抽出（あきらかに該当しないシラバスは除く）した結果、両学部シラバス延べで1118件に対して、延べで633件のシラバスがこれに該当し、
それらの内容から、学⽣の主体的参加を促す授業形態・内容・⽅法等を明⽰していると判断した。実際の実施については、項⽬14で確認したように、８
割以上の学⽣の評価として、シラバス通りの授業内容で実施されている科⽬がほとんどであると判断できるが、今後は、具体的な実施状況・内容を把握
するための明確な設問を、両学部の教員⾃⼰点検シート等に追加するなどの対応が望ましいと判断した。

各学科での⾃⼰点検・評価において確認されたICTを活⽤することをシラバスに明記して、実際に実施した情報リテラシーに関する授業の具体的な科⽬名
や実施状況【別Ⅲ23】に基づき、2022年度の両学部シラバスの内容を検証した【資料学⼠13】。ICTの活⽤を明⽰するキーワードとして、パワーポイン
トの活⽤、教材、オンデマンド、グループウェア、インターネット情報検索、Google Form/Colaboratory/Classroom、ウェブサービス、LiveCampusを利
⽤した⼩テスト、Web上の教材、ノートPCを直接・間接に含むシラバスを抽出（あきらかに該当しないシラバスは除く）した結果、両学部シラバス延べ
で1118件に対して、延べで60件のシラバスがこれに該当し、その内、情報リテラシーに関する授業と判断できるものは26件であった。実際の実施につい
ては、項⽬14で確認したように、８割以上の学⽣の評価として、シラバス通りの授業内容で実施されている科⽬がほとんどであると判断できるが、今後
は、ICTを活⽤した授業（特に情報リテラシーに関する授業）の具体的な実施状況・内容と、実際に使⽤したICT（ツール、教材、サービス等）を把握す
るための明確な設問を、両学部の教員⾃⼰点検シート等に追加するなどの対応が望ましいと判断した。また、こうして把握したデータに基づき、ICT活⽤
事例やICTツールを全学的に共有して、ICT活⽤を推進していくことが望ましいと判断した。

各学科での⾃⼰点検・評価において確認されたICT（クリッカーやタブレット端末等）を活⽤することをシラバスに明記して、実際に実施した双⽅向授業
の具体的な科⽬名や実施状況【別Ⅲ23】に基づき、2022年度の両学部シラバスの内容を検証した【資料学⼠13】。リアルタイムで学⽣のレスポンスや理
解度を把握するようなICTの活⽤を明⽰したシラバスを抽出（あきらかに該当しないシラバスは除く）した結果、両学部シラバス延べで1118件に対し
て、2件のシラバスがこれに該当すると判断した（機械⼯学科「⾃動⾞⼯学概論」、情報社会学科「データベース論」）。実際の実施については、項⽬
14で確認したように、８割以上の学⽣の評価として、シラバス通りの授業内容で実施されている科⽬がほとんどであると判断できるが、今後は、具体的
な実施状況・内容を把握するための明確な設問を、両学部の教員⾃⼰点検シート等に追加するなどの対応が望ましいと判断した。

評価結果
 改善実施により、適切な措置・⽅法を設定し、効果的に教育を⾏うことができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰
されていること。
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強く評価できる点

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科等への改善指⽰）

確認・検証結果の取りまとめ

[記⼊欄]
⼯学部:
機械⼯学科:
⽣命環境化学科:
情報システム学科:
⼈間社会学部:

⼼理学科:

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

なし
なし
なし
なし
なし

なし

なし

なし

なし

情報社会学科:
「21．学⽣の学習の進捗管理や理解度の確認等を適切に実施できているか。」について、
１・２年次の英語必修科⽬について共通テキストを使⽤した上で「学期・学年の変わり⽬において、クラス毎にその進捗状況と引継ぎ箇所の申し送り」
を実施、１年⽣後期必修科⽬「基礎演習Ⅱ」においては「学⽣の要約原稿やレポート等に対し、添削指導」を実施、いくつかの科⽬については「授業全
回において⼩テストを実施し、理解度の確認を⾏うとともに、成績評価の⼀部と」する等を実施しており、学⽣の学習の進捗管理や理解度の確認に努め
ている点【別シートⅢ＿２表２】

ア．両学部において、授業外学習をサポートするフィードバックや量的・質的に適当な学習課題の提⽰については、各科⽬担当教員が任意に実施してお
り、全学的な実施状況や実施内容が適切なものかどうか等を組織的（学科、学部、全学）に把握はしていない【別シートⅢ＿２表２】。
イ．両学部において、学⽣の主体的参加を促す授業の実施についてシラバスに明記している科⽬はあるものの、実際の実施状況については組織的（学
科、学部、全学）に把握はしていない【別シートⅢ＿２表３】。
ウ．両学部において、ICTの活⽤をシラバスに明記した情報リテラシーに関する科⽬等はあるものの、実際の実施状況については組織的（学科、学部、全
学）に把握はしていない【別シートⅢ＿２表３】。
エ．両学部において、ICTを活⽤して双⽅向授業を⾏うとシラバスに明記している科⽬はあるものの、実際の実施状況については組織的（学科、学部、全
学）に把握はしていない【別シートⅢ＿２表３】。

ア．両学部において、シラバスの必須項⽬としてフィードバック実施に関する項⽬を設定し、実施状況・内容を把握することを⽬標とする。また、その
把握した結果に基づき、フィードバックに関する全学的な実施⽅針等を定めることを⽬標とする。
ア．両学部において、学⽣による授業（評価）アンケート等に、レポート等の学習課題が量的・質的に適当かどうかに関する設問を設定し、適当かどう
かを把握することを⽬標とする。また、その把握した結果に基づき、学習課題に関する全学的な基準や⽅針を定めることを⽬標とする。
イ．両学部において、教育⾃⼰点検シート等に、学⽣の主体的参加を促す授業の具体的な実施状況を確認する設問を設定し、実施状況・内容を把握する
ことを⽬標とする。また、その把握した結果に基づき、学⽣の主体的参加を促す授業に関する全学的な実施⽅針等を定めることを⽬標とする。
ウ．両学部において、教育⾃⼰点検シート等に、ICTを活⽤した授業（特に情報リテラシーに関する授業）の具体的な実施状況・内容と、実際に使⽤した
ICT（ツール、教材、サービス等）を把握するための明確な設問を設定し、実施状況・内容、利⽤ツール等を把握することを⽬標とする。また、その把握
した結果に基づき、ICT活⽤事例やICTツールを全学的に共有して、ICT活⽤を推進していくことを⽬標とする。
エ．両学部において、教員⾃⼰点検シート等に、リアルタイムで学⽣のレスポンスや理解度を把握するようなICTを活⽤した双⽅向授業の具体的な実施状
況・内容と、実際に使⽤したICT（ツール、教材、サービス等）を把握するための明確な設問を設定し、実施状況・内容、利⽤ツール等を把握することを
⽬標とする。また、その把握した結果に基づき、双⽅向授業の実施事例やICTツールを全学的に共有して、ICTを活⽤した双⽅向授業を推進していくこと
を⽬標とする。
※ウとエについては、実施状況・内容の把握後に、シラバスの必須項⽬とするかどうか等の検討も⾏うことが望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

各学科での⾃⼰点検・評価においては、「（２）成績評価は、学則、関連規程、シラバスの記載等に沿って⾏われているか。」「（４）卒業判定・認定
に係る責任体制及び⼿続を明⽰しているか。」の点検・評価項⽬について、全学科が全⾯的に⾏われている、明⽰していると判断している【別シートⅢ
表５】。

全学⾃⼰点検・評価においては、各学科での⾃⼰点検・評価結果を参考としつつ、前回の認証評価⽤全学⾃⼰点検・評価報告書の内容を更新する⽅法で
確認・検証を⾏った【2019全学⾃⼰点検・評価報告書p.45-50】。

 成績評価及び単位認定を適切に⾏うための措置として、単位制度の趣旨に基づく単位認定を⾏っている。⼤学学則 11 条において、１単位の授業科⽬を
45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とすることを規定して明⽰しており、授業の⽅法に応じ、当該授業による教育効果、授業時
間外に必要な学修等を考慮して、各科⽬の単位数を適切に定めている。また、各科⽬シラバスで明⽰している授業スケジュールは厳守としており、やむ
を得ず休講とした場合には、教務課の管理のもと、必ず補講を試験実施⽇より前に⾏うことを原則としている。また、両学部規程 12 条において、履修
登録が可能な単位数の上限を、⼯学部は 49 単位、⼈間社会学部は 48 単位と規定して厳守しており、授業時間外の学習を妨げないようにしている。単位
認定については、学⽣便覧に明⽰した単位認定の流れにそって厳密に⾏われている【学⽣便覧 ⼯学部 p.32、⼈間社会学部 p.25】。

 学部・学科間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、教育課程レベル（各学部・学科等）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ①複数学部・学科共通または固有の問題点 ②学部・学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

①

②

①

②

①
②

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬３ ■
 全学的な観点から、成績評価、単位認定及び学位授与を、適切な措置・⽅法により⾏っている、と判断で
きるか。

（１）単位の実質化を図るための措置が取られているか。
（２）成績評価は、学則、関連規程、シラバスの記載等に沿って⾏われているか。
（３）成績評価の客観性、厳格性、公正性、公平性を担保するための措置が取られているか。
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 以上の内容については、規程等もふくめ、すべて各学部の学⽣便覧において明⽰されており、また、わかりやすい表現としてまとめた履修要項（要
綱）なども同じく明⽰している。これに加えて、各科⽬の「学習到達⽬標」、「達成度評価基準」、「評価⽅法」、「成績評価」については、シラバス
に明記され、履修登録を⾏う学⽣に周知されていることから成績評価の客観性や厳格性を担保していると判断できる。なお、試験の成績評価に疑義があ
る場合には、成績発表の場（例年、８⽉末と２⽉初め）において「成績質問カード」を提出し、その評価基準等について問いただすことができ、また、
出席回数の間違い等があった場合にも同様にして、データの修正と成績評価の再検討を依頼することができることから、より⼀層適切な成績評価として
いると判断できる。
 
 成績評価においては、単に学期末に定期試験として実施する筆記試験のみに頼るのではなく、講義では理解度を確認するための演習課題、レポートを
課したり、中間試験を実施したりして教育効果や学習成果を総合的に把握するよう努めている。また、実験科⽬では、実験終了後に⼝頭試問を⾏った
り、レポートの提出を義務付けたりすることで理解度を確認し成績評価の根拠としている。卒業研究では、論⽂要旨および卒業研究論⽂の提出、卒業研
究会での発表を義務づけており、複数の教員で研究成果をチェックすることにより学⽣の学習成果を適切に成績評価するように努めている。

 既修得単位の適切な設定については、⼤学学則 14〜16 条に既定しており、学部においては 60 単位を超えない範囲とする（ただし、転⼊学・編⼊学を
除く）ことを明⽰している。転⼊学・編⼊学については、両学部規程 21、22、25 条、両学部転⼊学・編⼊学規程８条に定めており、該当する学⽣が⼊
学する場合には、既修得科⽬について、受け⼊れ学科が開講科⽬を考慮して単位認定案を作成し、教務員会で審議したのち、学科⻑会議、教授会を経
て、学⻑が承認を⾏っている。また、在校⽣が転学部転学科する場合の単位認定については、受け⼊れ学科が開講科⽬を考慮して単位認定案を作成し、
教務員会で審議したのち、学科⻑会議、教授会を経て、学⻑が承認を⾏っている。この他、留学中に修得した単位の認定については「⼤学学⽣の留学に
関する取扱規程」及び「⼈間社会学部留学単位認定規程」、単位認定の対象となる検定試験の種類や認定基準については「⼈間社会学部検定試験単位認
定取扱規程」に定めており、すべて学⽣便覧で周知している。

 卒業・修了要件については、⼤学学則 22 条、両学部規程 17 条に規定して明⽰しており、学⽣便覧において周知している。学部においては、４年以上
在学し、所定の授業科⽬（卒業研究・発表を含む）のうちから 124 単位以上を修得した者について、各学科判定会議において⼀⼈ひとり卒業要件を満た
しているかを判定し、その判定結果を学部教授会にて審議して、学⻑が卒業を認定している。
 卒業判定等の客観性・厳格性の確保については、卒業研究発表における卒業研究担当教員を含む複数の教員による⼝頭試問、質疑応答及び提出された
卒業研究論⽂を判定会議にて審査することにより、卒業研究論⽂の審査について客観性・厳格性を確保するように努めていると判断できる。

（４）卒業判定・認定に係る責任体制及び⼿続を明⽰しているか。

評価結果
 適切な措置・⽅法により、成績評価、単位認定、学位授与を⾏っていると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されてい
ること。
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Ⅳ．学部の教育研究上の⽬的について＿１①②③
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■
 全学的な観点から、建学の精神や⼤学の理念・⽬的（学則に規定）と各学部・学科の教育研究上の⽬的
（学部規程に規定）とが⼗分に連関しており、適切な内容かつ本学の個性や特徴を⽰すものとなっている、
と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科等への改善指⽰）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

各学科での⾃⼰点検・評価においては、「⼤学学則第１条（⽬的）と学部規程第２条の２に定める教育研究上の⽬的とは連関しているか」の点検・評価
項⽬について、全学科が適切に連関またはある程度連関していると判断している。また、「学部規程第２条の２に定める教育研究上の⽬的は、⾼等教育
機関としてふさわしいものであり、かつ個性や特徴が⽰されているか」の点検・評価項⽬については、全学科が、ふさわしいものでかつ個性や特徴が⽰
されていると判断している【別シートⅣ表２】。
 
全学⾃⼰点検・評価においては、各学科での⾃⼰点検・評価結果【別シートⅣ表１、別シートⅣ＿２表２】や理念・⽬的連関確認表【資料学⼠14】に基
づき検証を⾏った。

⼤学の理念・⽬的（以下、「理念」）と建学の精神（以下、「精神」）との連関を⽰す箇所を次のとおり抽出し、これらの内容から⼗分に連関している
と判断した。以下、⇔は連関を⽰す。

ア.【理念】「学術を中⼼として，広く知識を授けるとともに、深く専⾨の学芸を教授研究」⇔【精神】「科学の真理を窮め」「深く科学を学び，豊かな
技術を⾝につける」
イ.【理念】「仏教精神により個性豊かにして教養ある社会⼈を育成する」⇔【精神】「本学創建の仏教精神に基づいて」「学園の理想発展をめざす※
１」
ウ.【理念】「⼈類の平和と福祉に貢献し，かつ，我が国の⽂化及び産業の発展に寄与する」⇔【精神】「世のために役⽴てるよう決意する」「使命感」
「連帯感」

※１学校法⼈智⾹寺学園寄附⾏為第３条「この法⼈は、教育基本法及び学校教育法に従い、法然上⼈の思想及び信条を規範として、⼈格の完成を⽬指す
学校教育を⾏い、個性豊かにして教養ある⼈材を育成することを⽬的とする。」を指していると判断する。

理念及び学部の教育研究上の⽬的（以下、「学部⽬的」）と学科の教育研究上の⽬的（以下、「学科⽬的」）との連関を⽰す箇所を次のとおり抽出し、
これらの内容からある程度連関していると判断した。ただし、理念に⽰す「仏教精神」に連関する内容が学科⽬的に⽰されていないため、ある程度の連
関を検討することが望ましいと判断した。

ア.【理念】「学術を中⼼として，広く知識を授けるとともに、深く専⾨の学芸を教授研究」
⇔【学部⽬的】⼯学部「⼀般共通科⽬（⼀般教養科⽬及び外国語科⽬），共通基礎科⽬（数学系科⽬及び理学系科⽬），及び機械⼯学，⽣命環境化学，
情報システム学の各専⾨分野に関する教育・研究」⼈間社会学部「教養科⽬並びに専⾨科⽬（情報社会専⾨科⽬，⼼理専⾨科⽬）に関する教育・研究」
⇔【学科⽬的】機械「基礎理論から先端技術までの多くの知識を習得」⽣命「化学及び⽣命科学の知識と技術を⾝につけ」情シ「情報システム⼯学の基
礎から応⽤までの知識を幅広く修得」情社「⾼度に情報化した知識基盤社会に対応できる情報リテラシーを⾝に付けるとともに，学際的な学びを通して
社会の変化に対応できる幅広い知識と教養を習得」⼼理「⼈間の⼼を科学的に解明する教育・研究を通して」
イ.【理念】「仏教精神により個性豊かにして教養ある社会⼈を育成する」⇔【学部⽬的】なし【学科⽬的】なし
ウ.【理念】「⼈類の平和と福祉に貢献し，かつ，我が国の⽂化及び産業の発展に寄与する」
⇔【学部⽬的】⼯学部「より良い社会の実現に貢献できる技術者」⼈間社会学部「社会の発展に貢献する⼈材」
⇔【学科⽬的】機械「社会に貢献できる⼈材」⽣命「⼈類の福祉の向上と地球環境の保全に貢献できる創造性豊かな⼈材」情シ「⼈間性豊かな社会の創
造に参加できる⼈材」情社「現代社会における諸問題を様々な⾓度から分析・解決できる⼈材」⼼理「⼈間の⼼を深く理解し，社会に貢献する⼈材」

⼤学の理念・⽬的の中の「仏教精神により個性豊かにして教養ある社会⼈を育成する」という箇所については、建学の精神とは連関しているものの、
「仏教精神により」という点について、各学部・学科の教育研究上の⽬的と連関していないため、改善することが望ましい。
各学部の教育研究上の⽬的については、各学科に⽐べて、個性や特徴が⽰されていないため、改善することが望ましい。

各学部・学科の教育研究上の⽬的について、⼤学の理念・⽬的に⽰す「仏教精神」と⼗分に連関する内容とすることを⽬標とする。
各学部の教育研究上の⽬的について、学部としての個性や特徴を⽰すような内容とすることを⽬標とする。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

《建学の精神と⼤学の理念・⽬的との連関について》

《⼤学の理念・⽬的及び学部の教育研究上の⽬的と学科の教育研究上の⽬的との連関について》

評価結果
 改善実施により、⼤学の理念・⽬的、教育研究上の⽬的を適切なものとすることができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改
善策が⽰されていること。

 全学的な観点からの検証結果をもとにして、教育課程レベル（各学部・学科等）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善指⽰案 ①建学の精神、⼤学の理念・⽬的、各学部・学科の教育研究上の⽬的の連関性を⾼めるための改善指⽰案

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

      ②教育研究上の⽬的を、⾼等教育機関としてふさわしいものとし、かつ個性や特徴を⽰したものとするための改善指⽰案

①

②

①
②

①
②
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■ チェック項⽬２ ■

■ チェック項⽬３ ■

 全学的な観点から、建学の精神、⼤学の理念・⽬的（学則に規定）、各学部・学科の教育研究上の⽬的
（学部規程に規定）を、教職員及び学⽣に周知し、社会に対して公表している、と判断できるか。

 学園が提⽰する中・⻑期計画やその他施策については、建学の精神、⼤学の理念・⽬的、各学部・学科の
教育研究上の⽬的を実現するためのものとなっており、また、認証評価結果や⾃⼰点検・評価結果を反映し
たものとなっている、と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

機関レベルとして改善すべき事項について 

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

各学科での⾃⼰点検・評価においては、「３．各学部・学科の教育研究上の⽬的を学⽣に周知しているか。」の点検・評価項⽬について、全学科が周知
していると判断している【別シートⅣ表３】。
全学⾃⼰点検・評価においては、各学科での⾃⼰点検・評価結果を参考としつつ、学⽣便覧、学校案内、⼤学ホームページ、⼤学ポートレートにおける
周知状況、掲載⽅法等を確認して検証を⾏った。

建学の精神については、学⽣及び教職員に対して、学⽣便覧や学校案内、⼤学ホームページ等で学内・学外ともに周知しており、情報の得やすさにも配
慮していると判断した。
⼤学の理念・⽬的及び各学部・学科の教育研究上の⽬的については、学⽣及び教職員に対して、⼊学時・⼊職時に配付する学⽣便覧に掲載した⼤学学則
及び学部規程に明⽰して周知しており、⼤学ホームページの情報公開においても公表してはいるものの、情報の得やすさには配慮していないため、学⽣
については新⼊⽣ガイダンスにおいて、教職員については新任教職員研修会において分かりやすく説明するよう改善することが望ましいと判断した。

建学の精神については、⼤学ホームページ、⼤学ポートレート等で学内・学外ともに周知していると判断できる。
⼤学の理念・⽬的及び各学部・学科の教育研究上の⽬的についても⼤学ポートレートにおいてわかりやすく公表しているが、⼤学ホームページにおいて
は、情報の得やすさに配慮した公開⽅法となっていないため、例えば、建学の精神と並べて説明・公開するようにして、情報の得やすさに配慮するよう
改善することが望ましいと判断した。

⼤学の理念・⽬的及び各学部・学科の教育研究上の⽬的については、学⽣及び教職員に対して、⼊学時・⼊職時に配付する学⽣便覧に掲載した⼤学学則
及び学部規程に明⽰して周知しており、⼤学ホームページの情報公開においても公表しているが、情報の得やすさには配慮していないので、教職員につ
いては新任教職員研修会にて説明する、学⽣については新⼊⽣ガイダンスにて説明するように改善することが望ましい。
⼤学の理念・⽬的及び各学部・学科の教育研究上の⽬的については、⼤学ホームページ等において建学の精神と並べて紹介するようにして、情報の得や
すさに配慮するよう改善することが望ましい。

⼤学の理念・⽬的及び各学部・学科の教育研究上の⽬的について、学⽣に対しては新⼊⽣ガイダンスにおいて、教職員に対しては新任教職員研修会にお
いて分かりやすく説明を⾏い、学内周知を⽬標とする。また、⼤学ホームページ等において建学の精神と並べて公表するなどして、より情報を得やすく
することを⽬標とする。
⼤学の理念・⽬的及び各学部・学科の教育研究上の⽬的について、⼤学ホームページ等において建学の精神と並べて公表するなどして、より情報を得や
すくすることを⽬標とする。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

ビジョンの内容と別シートⅣ表１の内容とを⽐較検証した結果、ビジョンにおいて、建学の精神、⼤学の理念・⽬的、各学部・学科の教育研究上の⽬的
を実現するための計画と判断できるのは、「今後の⽬標 ６．新時代を担う技術の開発と社会への還元」のみであった。現在のビジョンにおいては、現
状の問題点や推進事業についての内容が中⼼となっていることから、これとは別にあるいはこれと連動する形で、教育研究上の⽬的を実現するための計
画や施策を検討して、ビジョンに盛り込むことが望ましいと判断した。

ビジョンの内容と2019年度認証評価結果「埼⽟⼯業⼤学に対する⼤学評価（認証評価）結果」の指摘事項の内容とを⽐較検証した結果、中⻑期財政計画
策定に関する是正勧告や学習成果の測定に関する改善課題を反映した内容となっていると判断した。ただし、指摘事項である内部質保証システムに関す
る是正勧告について、ビジョンへの反映がない点については、内部質保証システムや教学ガバナンスを機能させることへの消極性や機能不全を感じさせ
るため、ビジョンの⾒直しや修正の機会がある場合には、認証評価結果や⾃⼰点検・評価結果をより反映したものとすることが望ましいと判断した。

《学内への周知について》

《学外への周知について》

《ビジョンについては、建学の精神、⼤学の理念・⽬的、各学部・学科の教育研究上の⽬的を実現するためのものとなっているか。》

《ビジョンについては、認証評価結果や⾃⼰点検・評価結果を反映したものとなっているか。》

 改善の実施により、建学の精神、その他の理念・⽬的を⼗分に周知・公表することができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び
改善策が⽰されていること。

改善の実施により、中・⻑期計画を⼤学の理念・⽬的等に適ったものとすることができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び提⾔
案が⽰されていること。

 全学的な観点からの検証の結果、建学の精神、⼤学の理念・⽬的、各学部・学科の教育研究上の⽬的の学内周知、社会公表の改善が必要と判断した場合には、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善案 ③教職員・学⽣への周知の改善案 ④社会への公表の改善案

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を設定）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を設定）

 ※ 学園が提⽰する中・⻑期計画＝『将来計画中⻑期ビジョン2021-2027』
 https://www.sit.ac.jp/media-s/2021/houjin/future_plan_2021-2027

③

④

③

④

③
④

---------------------------------------------------------------------------

 ※ 認証評価結果、⾃⼰点検・評価報告書等＝＞⼤学HP「⼤学評価」内で公表 https://www.sit.ac.jp/information/gaiyou/hyouka/

11



全学的な観点から改善案 （改善案①②を 学内理事会・協議会等に提案）
改善案

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を設定）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を設定）

①建学の精神、⼤学の理念・⽬的、各学部・学科の教育研究上の⽬的を実現するための中・⻑期計画等を策定するための改善案
②認証評価結果や⾃⼰点検・評価結果を反映した中・⻑期計画等を策定するための改善案
[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

①

②

①
②

①
②

現在のビジョンにおいては、現状の問題点や推進事業についての内容が中⼼となっていることから、これとは別にあるいはこれと連動する形で、教育研
究上の⽬的を実現するための計画や施策を検討することが望ましい。
2019年度認証評価結果「埼⽟⼯業⼤学に対する⼤学評価（認証評価）結果」の指摘事項である内部質保証システムに関する是正勧告について、ビジョン
への反映がない点については、内部質保証システムや教学ガバナンスを機能させることへの消極性や機能不全を感じさせるため、ビジョンの⾒直しや修
正の機会がある場合には、認証評価結果や⾃⼰点検・評価結果をより反映したものとすることが望ましい。

⾒直しや修正の機会がある場合には、ビジョンに教育研究上の⽬的等を実現するための計画や施策を盛り込むことを⽬標とする。
⾒直しや修正の機会がある場合には、ビジョンに内部質保証システムや教学ガバナンスの運⽤についての計画や施策を盛り込むことを⽬標とする。

次期のビジョン策定時か、それ以前の可能な時期に改善を⾏うことが望ましい。
次期のビジョン策定時か、それ以前の可能な時期に改善を⾏うことが望ましい。

12



Ⅴ．教育研究組織について＿３①②
---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■
 全学的な観点から、建学の精神や⼤学の理念・⽬的（学則に規定）、各学部・学科の教育研究上の⽬的
（学部規程に規定）等に照らして、学部・研究科、附属研究所、各種センターその他の組織の設置状況が適
切なものとなっている、と判断できるか。
 ※ 学部・研究科、附属研究所、各種センターその他の組織の設置状況
                    ＝＞ ⼤学HP「組織図」内で公表  https://www.sit.ac.jp/information/gaiyou/soshiki/

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

[記⼊欄]

《学部・学科の構成》

《附属研究所、各種センターの設置状況・組織構成》

《学問の動向、社会的要請、⼤学を取り巻く国際的環境等に配慮した教育研究組織の設置》

《教職課程の全学的な実施組織》

学部・学科の構成について、⼤学の理念・⽬的等に適合していると判断した内容を⽰す（「」内は⼤学の理念・⽬的から引⽤）。
・理系の⼯学部と⽂系の⼈間社会学部で構成して「広く知識を授け」ている。
・機械⼯学科、⽣命環境化学科、情報システム学科、情報社会学科、⼼理学科の５学科を「専⾨の学芸を教授研究」する教育研究分野として設置し、11
専攻（機械⼯学専攻、ロボット・スマート機械専攻、バイオ・環境科学専攻、応⽤化学専攻、IT専攻、AI専攻、電気電⼦専攻、経営システム専攻、メ
ディア⽂化専攻、ビジネス⼼理専攻、臨床⼼理専攻）については、より「深く専⾨の学芸を教授研究」して「我が国の⽂化及び産業の発展に寄与する」
ような教育研究分野として設置している。
・「深く専⾨の学芸を教授研究」するための基礎学⼒を教授するため、基礎教育センターを設置している。
以上のとおり、学部学科の構成については、⼤学の理念・⽬的等と適合していると判断でき、⼤学の理念・⽬的の内容については、建学の精神や学部・
学科の教育研究上の⽬的とも連関していることから、これらの理念・⽬的とも、学部・学科の構成が適合していると判断できる【資料学⼠14】。

附属研究所、各種センターの設置状況・組織構成について、⼤学の理念・⽬的等に適合していると判断した内容を⽰す（「」内は⼤学の理念・⽬的から
引⽤）。
・ものづくり研究センター及び⾃動運転技術開発センターについては、集中して「深く専⾨の学芸を」研究し「我が国の⽂化及び産業の発展に寄与す
る」ため、学⻑直轄の組織として設置している。
・学習⽀援センターは基礎科⽬のセミナー等を通じて「学術を中⼼として、広く知識」学び「専⾨の学芸を」学ぶための⽀援組織として設置している。
・教職センターについては教職課程を通じて、キャリア⽀援センターについてはキャリア・デザイン科⽬やその他⽀援を通じて、学⽣が教育者として、
または社会⼈として「⼈類の平和と福祉に貢献し、かつ、我が国の⽂化及び産業の発展に寄与」できるような教育を実施するための組織として設置して
いる。
・留学⽣⽀援センター、学⽣相談室・学⽣ハラスメント相談室については、学⽣（留学⽣を含む）が、安⼼して「広く知識」を学び「専⾨の学芸を教
授」することができるよう、専⾨的な知識をもって⽀援する組織として設置している。
・図書館は学術情報と主体的な学びの場の提供を通じて、情報基盤センターはICT活⽤環境とそのためのサービスの提供を通じて、学⽣が「広く知識」を
学び「専⾨の学芸を教授」することができるように、また、教員が「広く知識を授け」て、「深く専⾨の学芸を教授研究」することができるように⽀援
するための組織として設置している。
・先端科学研究所及びその下に設置している各種研究センターについては、主に「深く専⾨の学芸」に関する研究活動を通じて「⼈類の平和と福祉に貢
献し、かつ、わが国の⽂化及び産業の発展に寄与する」ための組織として設置している。
各種研究センターについて、臨床⼼理センター、科学と仏教思想研究センター、AI研究センターにおいては「深く専⾨の学芸」に関する研究活動を主と
し、国際交流研究センター、産学官交流センターにおいては「わが国の⽂化及び産業の発展に寄与する」ような研究活動のための⽀援を主としている。
以上のとおり、附属研究所、各種センターの設置状況・組織構成については、⼤学の理念・⽬的等と適合していると判断でき、⼤学の理念・⽬的の内容
については、建学の精神や学部・学科の教育研究上の⽬的とも連関していることから、これらの理念・⽬的とも、学部・学科の構成が適合していると判
断できる【資料学⼠14】。

学部・学科・専攻については、学問の動向や社会的要請に配慮して、適宜、設置・改編を⾏っており、例えば、2010年度から2023年度の間に次のような
設置・改編を⾏っており、それぞれに学問の動向や社会的要請に配慮したものとなっている【資料学⼠15、16】。
・ヒューマン・ロボット学科の廃⽌に伴う、機械⼯学科へのロボティクス専攻の新設（2010〜2011年度）＜学問の動向への配慮＞
・コース、専攻の再編（2011〜2020年度）
 機械⼯学専攻、ロボティクス専攻設置（2011年度）＜学問の動向への配慮＞、ロボット・スマート機械専攻への名称変更（2020年度）＜社会的要請へ
の配慮＞、バイオ・環境科学専攻、応⽤化学専攻の設置（2011年度）＜学問の動向や社会的要請への配慮＞、IT専攻、電⼦情報専攻の設置（2011年度）
＜社会的要請への配慮＞、電気・電⼦情報専攻への名称変更（2018年度）＜社会的要請への配慮＞、IT専攻、電気電⼦専攻、AI専攻への再編（AI専攻は
新設）（2019年度）＜学問の動向や社会的要請への配慮＞、経営システム専攻、メディア⽂化専攻の設置（2016年度）＜学問の動向や社会的要請への配
慮＞、臨床⼼理専攻、ビジネス⼼理専攻の設置（2016年度）＜学問の動向や社会的要請への配慮＞

附属研究所や各種センターについても、例えば、次のような設置を⾏っており、それぞれに学問の動向や社会的要請に配慮したものとなっている。
・ものづくり研究センター（2018年度設置）は、⾃然エネルギーを最⼤限活かしたECO研究センターであり、「新しい価値の創造」をテーマに、学⽣た
ちの好奇⼼を掻き⽴て想像⼒を導き出す新施設として、エンジニアや実務家など、社会の中核となって社会に貢献できる⼈材を養成するために設置した
【⼤学HP︓ https://www.sit.ac.jp/monodukuri/】。現在は、⾃然エネルギーを利⽤する新規なレドックスフロー電池のイノベーション開発も推進している
【「2023年度⼯学部学⽣便覧」p.116】。
・AI研究センター（2018年度設置）は⼈⼯知能の研究開発拠点として設置、⾃動運転技術開発センター（2019年度設置）は⾃動運転技術の研究開発拠点
として設置しており、学問の動向や社会的要請に配慮した活動を⾏っている【⾃動運転技術開発センターHP https://saikocar.sit.ac.jp/】【AI研究センター
講演会等 https://www.sit.ac.jp/news/aikouen220527/ https://www.sit.ac.jp/news/202105251/ 
https://www.sit.ac.jp/sentankagaku/kyouryokukai/kouen230214/ 等】。

令和４年度教職課程⾃⼰点検評価報告書の「基準項⽬1-2 教職課程に関する組織的⼯夫」において、次のとおり点検評価が⾏われており、これらの内容
から、教育課程の全学的な実施組織として、教職センターが適切な組織であると判断した【令和４年度教職課程⾃⼰点検評価報告書 p.5】。
・教職課程の意思決定を図るため、学⻑を⻑とした教職課程運営委員会を設置、全学的な運営⽅針を定めている。
・教職課程運営員会の下に教職センターを設置している。このセンターの運営は、教職センター会議及び教職委員会の２つの組織によって⾏われてお
り、前者は学⻑、学科⻑、専攻主任、教職課程教職員等で構成され、各学科と教職課程の教職員の連携を必要とする業務（カリキュラム運営、教育実習
実施連携・調整、教職課程⾃⼰点検評価等）を遂⾏し、後者は教職課程教員及び教務課職員等で構成され、協働して教職関係の実務を遂⾏している。

 教育研究組織（学部・研究科、附属研究所、各種センターその他の組織）の構成が適切であると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が
⽰されていること。
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Ⅵ．学⽣の受け⼊れについて＿５①②③④
---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■
 全学的な観点から、学⽣の受け⼊れ⽅針（AP）は、⼊学前の学習歴、学⼒⽔準、能⼒等の「求める学⽣
像」を明⽰し、⼊学希望者に求める⽔準等の判定⽅法を明⽰したものとなっている、と判断できるか。ま
た、APを適切に周知・公表しているか。

確認・検証結果の取りまとめ１

評価結果

（１）学⽣の受け⼊れ⽅針（AP）が、⼊学前の学習歴、学⼒⽔準、能⼒等の「求める学⽣像」を明⽰し（踏まえており）、⼊学希望者に求める⽔準等の
判定⽅法を明⽰した（踏まえた）ものとなっているかどうか

《各学科のAPにおける「求める学⽣像」等の明⽰について》

《各学部のAPについて》

[記⼊欄]

各学科での⾃⼰点検・評価においては、⼯学部３学科が、⼊学前の学習歴、学⼒⽔準、能⼒等の「求める学⽣像」や、⼊学希望者に求める⽔準等の判定
⽅法を明⽰していると判断している。⼀⽅で⼈間社会学部２学科については、明⽰していないと判断している【別シートⅥ表１－１】。
全学⾃⼰点検・評価においては、⼯学部３学科のAPについて、本⽂中に求める能⼒＜知識・技能＞＜思考・判断・表現＞＜主体性・意欲・協働性＞の３
項⽬及び⼊学者選抜⽅法を⽰す＜⼊学者選抜＞の１項⽬を共通して明記するような構成としていることを確認したが、⼼理学科が⾃⼰点検・評価におい
て指摘しているとおり、両学部５学科に共通して「抽象的な記載にとどまって」いる部分も多いため「より具体的な要求内容をAPに明記する必要があ
る」と判断した【別シートⅥ表１－２】。
以上のことから、⼯学部３学科と⼈間社会学部２学科のAPの構成について、他学部のものと⽐較しながら、APの構成⽅法や内容についてあらためて検
討し、学部間で⼤きな違いのないAPの構成とすることが望ましいと判断した。さらに、本学受験ガイドや⼊学試験要項、⼤学HP等に明⽰している「各
学科・専攻の求める⼈物像」の⼯学部各学科・専攻においては、具体的な科⽬名称として、数Ⅰ、物理、化学、⽣物、物理基礎、等を⽰し、それらの履
修を求めていることから、両学部各学科のAPにおいても「各学科・専攻の求める⼈物像」と同様の内容、あるいは連関した内容とするよう改善すること
が望ましく、同様に、「将来計画中⻑期ビジョン」で⽰している学部・⼤学院のAPの中に⼊学希望者に求める⽔準等の判定⽅法が具体的に明⽰されてい
るため、これと同様の内容、あるいは連関した内容とするよう改善することが望ましいと判断した。

全学⾃⼰点検・評価において確認した結果、各学部のAPについては、各学科のAPの「求める学⽣像」や⼊学希望者に求める⽔準等の判定⽅法を踏まえ
た内容とはなっておらず、学⽣の受け⼊れ⽅針を明⽰するものではないと判断し、次のとおり改善案を検討した。改善案は、現在の各学部・学科のAP、
「将来計画中⻑期ビジョン」の学部のAP、「受験ガイド2024」の各学科・専攻の求める⼈物像、等をとりまとめた内容としており、学⽣を受け⼊れる⽅
針の全学的な連関に配慮している。

［⼯学部のAPの改善案］
⼯学部では、機械，⽣命環境化学，情報システムの分野で科学技術に対する勉学を志し，⾃ら積極的に学んだ知識を⽤いて社会の発展に貢献する希望と
意欲をもつ学⽣を求めます。
＜⾼等学校等において⾝に付けておくことが望ましい基礎学⼒・能⼒＞
基礎学⼒︓
・数学（「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学A」「数学B」）
・理科（「物理基礎」「物理」「化学基礎」「化学」「⽣物基礎」「⽣物」）
・英語（「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」、英語表現Ⅰ）
能⼒︓
・⾃分の考えや質問の答えを明確に説明するための思考・判断・表現能⼒（⽂章理解⼒や作⽂⼒を含む）
・仲間や他者と協⼒・協調して物事を進めることができるコミュニケーション能⼒
・学習に対する明確な⽬的意識を持って、何事にも積極的かつ主体的に取り組む能⼒
・将来の⽬標や具体的な進路計画を持ち、それらを実⾏するための課題発⾒・探究・解決能⼒
＜⼊学者選抜の基本⽅針＞
・⼤学で学んでいく上で必要な基礎学⼒を判定するために、総合型選抜⼊試、推薦⼊試、⼀般⼊試及び⼤学共通試験等を活⽤して選考を⾏います。
・他者と協働する上で必要となるコミュニケーション能⼒や思考・判断・表現能⼒を判定するために、⼝頭試問あるいは論述試験等を実施します。
・⼤学における基礎学⼒を⾝に付ける上で必要となる、学習に対する明確な⽬的意識、将来の⽬標、並びに具体的な進路計画を持っている者を選抜する
ために⾯接試験等を⾏います。

［⼈間社会学部のAPの改善案］
⼈間社会学部では、経営、情報、⽂化、メディアコンテンツ、⼼理学の分野に強い興味や関⼼を持ち、⾃ら積極的に学んだ知識、技能を⽤いて社会の発
展に貢献する希望と意欲をもつ学⽣を求めます。
＜⾼等学校等において⾝に付けておくことが望ましい基礎学⼒・能⼒＞
基礎学⼒︓
・英語（「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」、英語表現Ⅰ）
・国語（「国語総合」）
・数学（「数学Ⅰ」「数学A」）
能⼒︓
・基本的な思考・表現能⼒
・仲間や他者と協⼒・協調して物事を進めることができるコミュニケーション能⼒
・学習に対する明確な⽬的意識を持って、何事にも積極的かつ主体的に取り組む能⼒
・将来の⽬標や具体的な進路計画を持ち、それらを実⾏するための課題発⾒・探究・解決能⼒
＜⼊学者選抜の基本⽅針＞
・⼤学で学んでいく上で必要な基礎学⼒を判定するために、総合型選抜⼊試、推薦⼊試、⼀般⼊試及び⼤学共通試験等を活⽤して選考を⾏います。
・他者と協働する上で必要となるコミュニケーション能⼒や思考・判断・表現能⼒を判定するために、⼝頭試問あるいは論述試験等を実施します。
・⼤学における基礎学⼒を⾝に付ける上で必要となる、学習に対する明確な⽬的意識、将来の⽬標、並びに具体的な進路計画を持っている者を選抜する
ために⾯接試験等を⾏います。

 改善を実施して、適切に明⽰する（踏まえる）ことができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰されていること。
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確認・検証結果の取りまとめ２

評価結果

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科等への改善指⽰）

全学的な観点から⾒た改善案 （改善案③〜⑤を ⼊試協議会・⼊試委員会に提案。）

（２）学⽣の受け⼊れ⽅針（AP）を、⼊学希望者や学校関係者等に対して、媒体や表現の⼯夫等により、情報の得やすさや理解しやすさに⼗分に配慮し
たうえで、適切に周知・公表しているかどうか
[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

⼤学HPに３つの⽅針としてAPを明記し、受験ガイドや⼊学試験要項及び⼤学HPには、APをわかりやすい⽂体にて説明した「学科・専攻の求める⼈物
像」を掲載しており、⼊学希望者や学校関係者等に対して、媒体や表現の⼯夫等により、情報の得やすさや理解しやすさに⼗分に配慮した上で、周知・
公表していると判断できる。
【⼤学HP「教育研究上の３つ⽅針」 https://www.sit.ac.jp/information/houshin/ 、
「受験ガイド2024」表紙裏 https://www.d-pam.com/sit/228851_D/index.html 、
「2024総合型選抜⼊学試験要項」p.2 https://www.sit.ac.jp/media/2024_sougou_guideline.pdf 、
⼤学HP「各学科・専攻の求める⼈物像」 https://www.sit.ac.jp/entrance/nyushi/personality/ 】。

ア．APの構成について、⼯学部３学科と⼈間社会学２学科とで違いがある（例えば、⼯学部では＜知能・技能＞＜思考・判断・表現＞＜主体性・意欲・
協働性＞＜⼊学者選抜＞の項⽬に分けて記載）。
イ．各学科のAPに明⽰している求める学⽣像について、⼊学前の学習歴にあたる箇所（基礎的知識や基礎学⼒として⽰している箇所）に具体性が⽋けて
いる。⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、この理由により求める学⽣像等を明⽰していないと判断している【別シートⅥ表１－１、表１－２、資料
学⼠１】。また、⼊学希望者に求める⽔準等の判定⽅法を⽰す＜⼊学者選抜＞の記載内容についても具体性が⽋けている。

ア．⼯学部３学科と⼈間社会学部２学科のAPの構成について、他学部のものと⽐較しながら、APの構成⽅法や内容についてあらためて検討し、学部間
で⼤きな違いのないAPの構成とすることを⽬標とする。
イ．例えば、本学受験ガイドや⼊学試験要項、⼤学HP等に明⽰している「各学科・専攻の求める⼈物像」の⼯学部各学科・専攻においては、具体的な科
⽬名称として、数Ⅰ、物理、化学、⽣物、物理基礎、等を⽰し、それらの履修を求めていることから、各学科のAPにおいても「各学科・専攻の求める⼈
物像」と同様の内容、あるいは連関した内容とするよう改善することが望ましい
【「受験ガイド2024」表紙裏 https://www.d-pam.com/sit/228851_D/index.html 、
「2024総合型選抜⼊学試験要項」p.2 https://www.sit.ac.jp/media/2024_sougou_guideline.pdf 、
⼤学HP「各学科・専攻の求める⼈物像」 https://www.sit.ac.jp/entrance/nyushi/personality/ 】。
また、「将来計画中⻑期ビジョン」で⽰している学部・⼤学院のAPの中に⼊学希望者に求める⽔準等の判定⽅法が明⽰されているため、これと同様の内
容、あるいは連関した内容とするよう改善することが望ましい
【「将来計画中⻑期ビジョン」p.5 https://www.sit.ac.jp/media-s/2021/houjin/future_plan_2021-2027 】。

ア．⼯学部３学科、⼈間社会学部２学科︓次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合に
は、その時期に合わせて改善してもよい）。
イ．次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよ
い）。

 適切に周知・公表していると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。

 学科間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、教育課程レベル（各学部・学科等）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ①複数学科共通または固有の問題点 ②学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

 学部のAP確認の結果から、改善が必要と判断した場合には、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善案

[記⼊欄]
①

②

①

②

①

②

なし

なし

なし

③⼯学部のAPについて、⼊学前の学習歴、学⼒⽔準、能⼒等を踏まえており、同学部各学科のAPを踏まえたものとするための改善案
④⼈間社会学部のAPについて、⼊学前の学習歴、学⼒⽔準、能⼒等を踏まえており、同学部各学科のAPを踏まえたものとするための改善案
⑤学部・学科のAPを適切に周知・公表するための改善案
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③

④

⑤

③
④
⑤

③
④
⑤

例えば、現在の⼯学部のAP及び各学科のAP、「将来計画中⻑期ビジョン」の学部のAP、「受験ガイド2024」の各学科・専攻の求める⼈物像、等をとり
まとめて以下のような⽅針とする。

⼯学部では、機械，⽣命環境化学，情報システムの分野で科学技術に対する勉学を志し，⾃ら積極的に学んだ知識を⽤いて社会の発展に貢献する希望と
意欲をもつ学⽣を求めます。
＜⾼等学校等において⾝に付けておくことが望ましい基礎学⼒・能⼒＞
基礎学⼒︓
・数学（「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学A」「数学B」）
・理科（「物理基礎」「物理」「化学基礎」「化学」「⽣物基礎」「⽣物」）
・英語（「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」、英語表現Ⅰ）
能⼒︓
・⾃分の考えや質問の答えを明確に説明するための思考・判断・表現能⼒（⽂章理解⼒や作⽂⼒を含む）
・仲間や他者と協⼒・協調して物事を進めることができるコミュニケーション能⼒
・学習に対する明確な⽬的意識を持って、何事にも積極的かつ主体的に取り組む能⼒
・将来の⽬標や具体的な進路計画を持ち、それらを実⾏するための課題発⾒・探究・解決能⼒
＜⼊学者選抜の基本⽅針＞
・⼤学で学んでいく上で必要な基礎学⼒を判定するために、総合型選抜⼊試、推薦⼊試、⼀般⼊試及び⼤学共通試験等を活⽤して選考を⾏います。
・他者と協働する上で必要となるコミュニケーション能⼒や思考・判断・表現能⼒を判定するために、⼝頭試問あるいは論述試験等を実施します。
・⼤学における基礎学⼒を⾝に付ける上で必要となる、学習に対する明確な⽬的意識、将来の⽬標、並びに具体的な進路計画を持っている者を選抜する
ために⾯接試験等を⾏います。

例えば、現在の⼈間社会学部のAP及び各学科のAP、「将来計画中⻑期ビジョン」の学部のAP、「受験ガイド2024」の各学科・専攻の求める⼈物像、等
をとりまとめて以下のような⽅針とする。

⼈間社会学部では、経営、情報、⽂化、メディアコンテンツ、⼼理学の分野に強い興味や関⼼を持ち、⾃ら積極的に学んだ知識、技能を⽤いて社会の発
展に貢献する希望と意欲をもつ学⽣を求めます。
＜⾼等学校等において⾝に付けておくことが望ましい基礎学⼒・能⼒＞
基礎学⼒︓
・英語（「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」、英語表現Ⅰ）
・国語（「国語総合」）
・数学（「数学Ⅰ」「数学A」）
能⼒︓
・基本的な思考・表現能⼒
・仲間や他者と協⼒・協調して物事を進めることができるコミュニケーション能⼒
・学習に対する明確な⽬的意識を持って、何事にも積極的かつ主体的に取り組む能⼒
・将来の⽬標や具体的な進路計画を持ち、それらを実⾏するための課題発⾒・探究・解決能⼒
＜⼊学者選抜の基本⽅針＞
・⼤学で学んでいく上で必要な基礎学⼒を判定するために、総合型選抜⼊試、推薦⼊試、⼀般⼊試及び⼤学共通試験等を活⽤して選考を⾏います。
・他者と協働する上で必要となるコミュニケーション能⼒や思考・判断・表現能⼒を判定するために、⼝頭試問あるいは論述試験等を実施します。
・⼤学における基礎学⼒を⾝に付ける上で必要となる、学習に対する明確な⽬的意識、将来の⽬標、並びに具体的な進路計画を持っている者を選抜する
ために⾯接試験等を⾏います。

※ 2022年度には⼈間社会学部のAPは設定していなかったが、2023年度からは、以下のとおり、⼈間社会学部のAPを公表して周知している。ここでは
このAPに基づき判断した。

【2023年度⼈間社会学部のAP】
経営、情報、⽂化、メディアコンテンツ、⼼理学の分野に強い興味や関⼼を持ち、⾃ら積極的に学んだ知識、技能を⽤いて社会の発展に貢献する希望と
意欲をもつ学⽣を受け⼊れる。

学内各部署で⽰している⼊学者受け⼊れ⽅針をまとめた内容の学部のAPとすることが望ましい。
学内各部署で⽰している⼊学者受け⼊れ⽅針をまとめた内容の学部のAPとすることが望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。

各学科での⾃⼰点検・評価においては、全ての学科が、実施されている⼊学者選抜⽅法がAPに基づいており適切またはある程度適切なものと判断してい
る【別シートⅥ表４－１】が、その根拠は明確に⽰されていない【別シート表４－２】。
現在実施されている⼊学者選抜⽅法については、出願資格にAPの理解を求めているのが「総合型選抜」のみとなっており【「2024受験ガイド」p.5】、
総合型選抜⼊学者のみを、APを理解して（APに沿って）⼊学した学⽣とするならば、その割合（2021年度は⼯学部8.3％⼈間社会学部11.5％、2022年度
は⼯学部6.3％⼈間社会学部9.1％【⼤学基礎データ抜粋表３】）は低いと判断せざるを得ない。
⼊学者選抜⽅法がAPに基づく点を明確にするためにも、各学部・学科のAPを「各学科・専攻の求める⼈物像」と同様の内容、あるいは連関した内容と
するよう改善することが望ましいと判断した。同様に、「将来計画中⻑期ビジョン」で⽰している学部・⼤学院のAPの中に⼊学希望者に求める⽔準等の
判定⽅法が具体的に明⽰されているため、これと同様の内容、あるいは連関した内容とするよう改善することが望ましいと判断した。

なし

なし

なし

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を設定）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を設定）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬２ ■
 全学的な観点から、⼊学者選抜の結果として、学⽣の受け⼊れ⽅針（AP）に沿った学⽣をうけいれること
ができている ＝ 実施されている⼊学者選抜⽅法が、APを反映したもの（基づくもの）となっている、と判
断できるか。また、APに基づき、学⽣募集及び⼊学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、⼊学者選抜を
公正に実施している、と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ１
 学⽣の受け⼊れ⽅針（AP）に沿った学⽣をうけいれることができているかどうか

評価結果
 改善の実施により、APに沿った学⽣を受け⼊れることができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰されていること。
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確認・検証結果の取りまとめ２
 APに基づき、学⽣募集及び⼊学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、⼊学者選抜を公正に実施しているかどうか

評価結果

全学的な観点から⾒た改善案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞⼊試協議会・⼊試委員会に提案。）

全学的な観点から⾒た改善案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞⼊試協議会・⼊試委員会に提案。）
 学部・学科間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、改善案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ①複数学部・学科共通または固有の問題点 ②学部・学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

 学部間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、改善案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ③学部共通または固有の問題点 ④学部間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

①

②

①

②

①
②

③

④

③

④

③
④

両学部において、現在実施されている⼊学者選抜⽅法の中で出願資格にAPの理解を求めているのは「総合型選抜」のみとなっており【「2024受験ガイ
ド」p.5】、その割合は、2021年度は⼯学部8.3％（33/398）⼈間社会学部11.5％（15/148）、2022年度は⼯学部6.3％（25/398）⼈間社会学部9.1％（
15/164）となっている【⼤学基礎データ抜粋表３】。総合型選抜⼊学者のみを、APを理解して（APに沿って）⼊学した学⽣とするならば、その割合は
低いと判断せざるを得ない。各学科の⾃⼰点検・評価においては、総合型選抜以外の⼊学者選抜⽅法においてもAPに沿った学⽣を受け⼊れることができ
ていると判断しているが【別シート表４－２】、その根拠は明確に⽰されてはいない。

「全学的な観点から、学⽣の受け⼊れ⽅針（AP）は、⼊学前の学習歴、学⼒⽔準、能⼒等の「求める学⽣像」を明⽰し、⼊学希望者に求める⽔準等の判
定⽅法を明⽰したものとなっている、と判断できるか。」の確認・検証結果の取りまとめの内容のとおり、現在の各学部・学科のAPにおいては、⼊学希
望者に求める⽔準等の判定⽅法が明⽰されておらず、⼊学者選抜⽅法とAPとの連関が明確ではないことから、まずはこの点を改善する。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。

両学部⼊試委員会の⾃⼰点検・評価においては、「APを理解したうえで出願がされる指定校推薦制度での⼊学者が多数いる。また、学科の特⾊や求める
学⽣像を⾊濃く反映したテーマを⽤意して実施されているサマースクールを受講したのち、総合型選抜、推薦制度を利⽤しての⼊学者が多数いる」こ
と、「APを理解した上で受験する指定校推薦⼊学者、サマースクールを経て総合型選抜で⼊学してくる学⽣が多数いる」ことから、学⽣募集⽅法がAP
に基づいていると判断し、「⼊学者選抜（推薦、総合型（奨学⽣採⽤型は除く））はAPに基づき、⼝頭試問の他⾯接・志望理由書・推薦書・調査書等を
総合的に評価し合否判定を⾏っている。また⼀般選抜において、各教科の⼊試問題作成委員が求める学習歴などに基づき適切な出題範囲にて問題作成を
⾏っている」こと、「APを理解した上で受験する、学校推薦型選抜・総合型選抜による⼊学者を確保していること。選抜はAPに基づき、⼝頭試問の他
⾯接・志望理由書・推薦書・調査書等を組み合わせて活⽤し、総合的で丁寧な評価を⾏っている」ことから、⼊学者選抜制度がAPに基づいていると判断
している【別シートⅥ表５－２】。
全学⾃⼰点検・評価においては、サマースクール等がAPに基づき実施されているという明確な根拠が確認できなかったことや、総合型選抜以外にAPの
理解を条件にしている⼊学者選抜制度を確認できなかったことから、サマースクール、オープンキャンパス、パンフレット配付やその他の学⽣募集にお
いて、また、総合型選抜以外の⼊学者選抜において、学部・学科のAPに基づく実施であること等を明⽰するような改善が望ましいと判断した。なお、
APの周知の必要性については、⼈間社会学部⼊試委員会の⾃⼰点検・評価においても、「スポーツ推薦⼊学者（特に、情報社会学科）に対してAPの周
知をはかること」と指摘されている【別シートⅥ表５－２】。

両学部⼊試委員会の⾃⼰点検・評価において、「授業料等を免除する選抜区分を設けて」いること、「⼤規模災害被災者に対する⼊学検定料・授業料等
の⽀援規程を」設置していること、「⼊学後に利⽤できる各種奨学⾦制度」があることについて、受験⽣が⼤学HPや受験ガイド、⼤学案内等から確認で
きるよう情報提供を⾏っていることが⽰されていることから、授業その他の費⽤や経済的⽀援に関する情報提供を適切に⾏っていると判断した【別シー
トⅥ表５－２】。

両学部⼊試委員会の⾃⼰点検・評価において、「⼊学者選抜試験は⼊試委員会および⼊試課により運営され、合否は全学の⼊試関連協議会における学⻑
⽅針の下、各学科・⼊試委員会・教授会でその妥当性を確認した上で、学⻑が合格者を決定している」としていることから、また、この運営体制のもと
「合否判定における公正確保のため、合否判定資料には判定に不要な情報（⽒名・性別・年齢・出⾝校など）は記載せず、中⽴・公正な審議体制」によ
り⼊学者選抜を⾏っていることから、責任所在を明確にした組織により⼊学者選抜実施・運営体制を適切に整備して【別シートⅥ表５－２】、その体制
のもと適切に⼊学者選抜の公正性を担保していると判断した【別シートⅥ表６－２】。

両学部⼊試委員会の⾃⼰点検・評価において、次のような事例を⽰して、合理的配慮に対応する体制があること、受験機会の公平性を保っていることを
確認していることから、学部の⼊学希望者に対して、合理的な配慮を⾏い、受験機会や選抜⽅法における公平性を担保していると判断した【別シートⅥ
表６－２】。
［具体的な事例］
・聴覚に障害のある志願者（推薦⼊試）に対して、志願者とその保護者との⾯談を⼊試出願前に実施。本学としてどのような⽀援が提供できるかを事前
に説明。それを納得いただいたうえで受験をしてもらったケースや、⼀般選抜において、試験監督者の指⽰が聞こえない聴覚に障害のある受験⽣に対し
て、指⽰内容を印刷物で提⽰する⽅法により対応をした。
・特性により⼤⼈数の教室で受験することが難しいと申し出た受験⽣には別室受験（1名のみ）を認めた。

両学部⼊試委員会の⾃⼰点検・評価において、学⽣募集⽅法としてのサマースクールや総合型選抜以外の⼊学者選抜⽅法がAPに基づき実施されている、
と判断しているが、総合型選抜のようにAPの理解を条件として明⽰しているわけではないため、その根拠は明確ではない。

サマースクール、オープンキャンパス、パンフレット配付やその他の学⽣募集において、また、総合型選抜以外の⼊学者選抜において、学部・学科のAP
に基づく実施であること等を明⽰するような改善が望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。

なし

なし

なし

なし

なし

なし

《学⽣募集⽅法はAPに基づいているか、⼊学者選抜制度はAPに基づいているか》

《授業その他の費⽤や経済的⽀援に関する情報提供を適切に⾏っているか》

《⼊学者選抜実施・運営体制を適切に整備しているか。この運営体制のもと、⼊学者選抜の公正性を担保しているか》

《合理的な配慮が必要な⼊学希望者に対して、受験機会・選抜⽅法における公平性を担保しているか》

 改善実施により、APに基づく体制等を整備し、⼊学者選抜を公正に実施できると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰さ
れていること。
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---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬３ ■
 全学的な観点から、適切な定員を設定して学⽣の受け⼊れを⾏っており、在籍学⽣数を収容定員に基づき
適正に管理している、と判断できるか。
 ※ 別シート「「⼤学基礎データ」表２（2019ー2023）で確認する定員管理の推移」に基づき検証

 定員管理の確認の結果から、改善が必要と判断した場合には、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善案

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を設定）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を設定）

 学部・学科間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、教育課程レベル（各学部・学科等）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

全学的な観点から⾒た改善案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 学内理事会・協議会に提案。）

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科等への改善指⽰）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

《適切な⼊学定員の設定》

《収容定員に基づく適正な管理》

両学部の各学科における過去５年間の⼊学定員に対する⼊学定員に対する平均⽐率の適切な範囲を0.90以上〜1.20（情社のみ1.25）未満（指摘を受けな
い範囲）とすると、機械⼯学科（1.02）、情報社会学科（1.18）、⼼理学科（1.07）については、適切な⼊学定員を設定していると判断できる。⼀⽅
で、⽣命環境化学科（0.84）については適切な範囲を下回っており、情報システム学科（1.50）については適切な範囲を⼤きく超過していることから、
この２学科については、⼊学定員の設定を適切なものとする改善が必要と判断した【別シート「⼤学基礎データ」表２】。
各学科の⾃⼰点検・評価において、情報システム学科については⾃学科⼊学定員の設定を適切なものとしていることから、⾃⼰点検・評価の基準を⾒直
す必要があると判断した。⼀⽅で、適正でないと⾃⼰点検・評価した機械⼯学科及び⽣命環境化学科については、それぞれに定員変更以外の対応策を検
討・実⾏している【別シートⅥ表７－２】。

両学部の2023年度（直近）の収容定員充⾜率は⼯学部1.09、⼈間社会学部1.10となっており、在籍学⽣数を収容定員に基づき適切に管理していると判断
できる。ただし、⼯学部については、学科間の収容定員充⾜率に偏りがある（0.94、0.77、1.39）ため、それを解消するような改善が望ましいと判断し
た。特に、⽣命環境化学科及び情報システム学科については、2023年（直近）の収容定員充⾜率が、それぞれ0.77、1.39となっていることからも、適切
な定員設定ではないと判断できる【別シート「⼤学基礎データ」表２】。
なお、各学科の⾃⼰点検・評価において、情報システム学科については⾃学科在籍者数が収容定員に対して適正な数となっていると判断していることか
ら、⾃⼰点検・評価の基準を⾒直す必要があると判断した。⼀⽅で、適正でないと⾃⼰点検・評価した⽣命環境化学科については、定員変更以外の対応
策を実⾏している【別シートⅥ表７－２】。

⽣命環境化学科及び情報システム学科については⼊学定員の変更を検討することが望ましい。
⽣命環境化学科及び情報システム学科については⼊学定員の変更によって、収容定員充⾜率の適正化を⽬指すことが望ましい。

⽣命環境化学科及び情報システム学科の⼊学定員を変更して、５年間の⼊学定員に対する⼊学定員に対する平均⽐率の適切な範囲を0.90以上〜1.20未満
とすることが望ましい。
⽣命環境化学科及び情報システム学科の⼊学定員を変更して、直近の収容定員充⾜率を0.90以上〜1.20未満とすることが望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。

 改善の実施により、適正な定員設定や定員管理を実現できると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰されていること。

①⼊学定員及び収容定員の設定を適切なものとするための改善案
②在籍学⽣数を収容定員に基づき適正に管理するための改善案

⼊学定員管理 ①複数学部・学科共通または固有の問題点 ②学部・学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点
収容定員管理 ③複数学部・学科共通または固有の問題点 ④学部・学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

①
②

①

②

①
②

①
②
③
④

①
②
③
④

①
②
③
④

[記⼊欄]

なし
なし
なし
なし

なし
なし
なし
なし

なし
なし
なし
なし
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Ⅶ．教員組織の編成について＿６①②③④⑤
---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■
 ⼤学の理念・⽬的等に基づき、⼤学として求める教員像や各学部の教員編成に関する⽅針を明⽰してい
る、と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果① ⼤学として求める教員像

評価結果② 各学部等の教員編成に関する⽅針 

全学的な観点から⾒た改善案 （改善案①②を 学内理事会・協議会等に提案）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

《各学科の求める教員像及び教員組織の編制⽅針》

《⼤学として求める教員像、各学部等の教員組織の編制⽅針》

《⼤学として求める教員像、⼤学の教員組織の編制⽅針の案》

各学科の⾃⼰点検・評価において確認した結果、共有している「求める教員像」があるのは５学科中２学科のみ、共有している「教員組織の編制⽅針」
があるのは５学科中１学科のみ（共有していないが⽅針ありが１学科）となっている。
教員像あり、教員組織編制⽅針ありと判断した学科についても、明⽂化されたものはなく、例えば情報社会学科においては、求める教員像について「学
科として明⽂化されたものはない。しかしながら、学科会議（および懇談会）において年度初に初年次教育（基礎演習）に関する申し合わせ事項（資
料）を確認し、教育内容・⽅法について情報共有する機会を設け、また各教員の⾃⼰点検・評価をFD委員会が点検し、教育に対する姿勢や⽅法等を共有
している。また学科会議各回において問題のある学⽣を中⼼に情報共有し、対処を検討している。これらの教育に関する情報共有や議論を⾏うことに
よって、「求める教員像」はある程度共有されているものと思われる。」とし、教員組織編制⽅針について「学科全体で⽅針を明確に共有しているわけ
ではないが、新規採⽤⼈事にあたっては、関係分野の教員などの意⾒を基に学科⻑より学部⻑に要望を上げている。実際の編成⽅針（採⽤⼈事）につい
ては学部⻑と学⻑との協議により決定されている。」としており、⽅向性、姿勢、⽅法、必要な情報等を共有するような機会、⼿順、仕組み等があるも
のの、具体的に公表・周知・明⽰できるものはないと判断できる【別シートⅦ表１－１、１－２、２－１、２－２】。なお、教員像や教員組織編制⽅針
がないと判断した学科についても、多少の差はあっても同様の状況であると判断できる。

現状では、⼤学として求める教員像や、⼤学の教員組織の編制⽅針は明⽰していなかった。各学科の⾃⼰点検・評価の結果を参考として、それらを検討
することを予定していたが、各学科においても明⽂化しているものがなかったため、⼤学質保証委員会と全学⾃⼰点検・評価委員会との協議のうえ、⼤
学として求める教員像、⼤学の教員組織の編制⽅針を作成、学内理事会や協議会での承認を経たのち学内関連部署に周知し、学外に公表することが望ま
しいと判断とした。その後、各学部において、学部として求める教員像、学部の教員組織の編制⽅針を検討することが望ましいと判断した。

１．⼤学の求める教員像（案）

建学の精神（使命感、⼈⽣観、連帯感）、教育の理念（テクノロジーとヒューマニティの融合と調和）、埼⼯⼤宣⾔（学⽣及び教職員が共有する⾏動指
針）をよく理解し、教育活動、研究活動、社会活動、管理運営等を意欲的に⾏い、教職協働にも積極的に関わることができる者とする。また、以下の項
⽬の実践に向けて真摯に取り組むことが求められる。

（１）学部・学科・研究科の⽬的及び３つのポリシーに基づいて、建学の精神と教育の理念をモットーに、エンジニアや実務家など、社会の中核となっ
て社会に貢献できる⼈材養成を⽬的に、「⽬」の⾏き届いた教育・指導を⾏い、学⽣が基礎学⼒、専⾨的知識・能⼒・技術を修得することを「こころ」
を込めて⽀援する。
（２）倫理観を持って専⾨分野の研究活動に取り組み、その研究成果を学⽣への教育活動に役⽴てるとともに内外に広く発信・還元して、社会および地
域に貢献する。
（３）⼤学の構成員として、学問の動向、社会的要請、国際的環境の現状を客観的・全学的に捉えて対応し、これに伴う変化にも柔軟に適応する。
（４）⼤学の構成員として、⾃らの役割と責任を正しく理解した上で、学⽣、教職員および⽗兄と⼀体となり、互いを尊重して多様性を認め合いながら
協⼒・協働して、発展的な⼤学運営に寄与する。

２．⼤学の教員組織の編制⽅針（案）

以下の項⽬に留意して、教員組織を編制する。

（１）⼤学設置基準、⼤学院設置基準、その他関連法令に基づき、教育の理念を実現し、学部・学科・研究科の⽬的を達成するために必要な教員を適切
に配置する。
（２）学部・学科・研究科・その他の教育研究組織における教育活動、研究活動を持続的なものとし更なる発展を⽬指すため、職位・年齢・性別・学問
分野等のバランスに適度に留意しつつ、差別のない、多様性を尊重した編制とする。
（３）教育活動、研究活動、社会活動、管理運営等について、教員間で連携・協働して推進していくために、適切にその役割と責任を分担する。
（４）教員の募集・採⽤・昇任等については、本学の関連諸規程等に基づき適切な選考を実施して公平性を担保する。

各学科の⾃⼰点検・評価において確認した結果、共有している「求める教員像」があるのは５学科中２学科のみとなっている。
教員像ありと判断した学科についても、明⽂化されたものはなく、例えば情報社会学科においては、求める教員像について「学科として明⽂化されたも
のはない。しかしながら、学科会議（および懇談会）において年度初に初年次教育（基礎演習）に関する申し合わせ事項（資料）を確認し、教育内容・
⽅法について情報共有する機会を設け、また各教員の⾃⼰点検・評価をFD委員会が点検し、教育に対する姿勢や⽅法等を共有している。また学科会議各
回において問題のある学⽣を中⼼に情報共有し、対処を検討している。これらの教育に関する情報共有や議論を⾏うことによって、「求める教員像」は
ある程度共有されているものと思われる。」としており、⽅向性、姿勢、⽅法、必要な情報等を共有するような機会、⼿順、仕組み等があるものの、具
体的に公表・周知・明⽰できるものはないと判断できる【別シートⅦ表１－１、１－２】。なお、求める教員像がないと判断した学科についても、多少
の差はあっても同様の状況であると判断できる。
現状では、⼤学として求める教員像は明⽰していない。各学科の⾃⼰点検・評価の結果を参考として、それらを検討することを予定していたが、各学科
においても明⽂化しているものがなかったため、⼤学質保証委員会と全学⾃⼰点検・評価委員会との協議のうえ、⼤学として求める教員像を作成、学内
理事会や協議会での承認を経たのち学内関連部署に周知し、学外に公表することが望ましいと判断した。その後、学部としてもとめる教員像を各学部に
おいて検討することが望ましいと判断した。

 改善の実施により、⼤学として求める教員像を設定・明⽰・共有することができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び提⾔案が
⽰されていること。

 改善の実施により、教員編成に関する⽅針を設定・明⽰・共有することができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び提⾔案が⽰
されていること。

改善案
①⼤学としてもとめる教員像を適切に設定し、共有するための改善案
②各学部等の教員組織の編制に関する⽅針を適切に設定・明⽰し、共有するための改善案

①
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②

①

②

①
②

各学科の⾃⼰点検・評価において確認した結果、共有している「教員組織の編制⽅針」があるのは５学科中１学科のみ（共有していないが⽅針ありが１
学科）となっている。
教員組織編制⽅針ありと判断した学科についても、明⽂化されたものはなく、例えば情報社会学科においては、教員組織編制⽅針について「学科全体で
⽅針を明確に共有しているわけではないが、新規採⽤⼈事にあたっては、関係分野の教員などの意⾒を基に学科⻑より学部⻑に要望を上げている。実際
の編成⽅針（採⽤⼈事）については学部⻑と学⻑との協議により決定されている。」としており、⽅向性、姿勢、⽅法、必要な情報等を共有するような
機会、⼿順、仕組み等があるものの、具体的に公表・周知・明⽰できるものはないと判断できる【別シートⅦ表２－１、２－２】。なお、教員組織編制
⽅針がないと判断した学科についても、多少の差はあっても同様の状況であると判断できる。
現状では、⼤学の教員組織の編制⽅針は明⽰していない。各学科の⾃⼰点検・評価の結果を参考として、それらを検討することを予定していたが、各学
科においても明⽂化しているものがなかったため、⼤学質保証委員会と全学⾃⼰点検・評価委員会との協議のうえ、⼤学の教員組織の編制⽅針を作成、
学内理事会や協議会での承認を経たのち学内関連部署に周知し、学外に公表することが望ましいと判断した。その後、学部としてもとめる教員組織の編
制⽅針を各学部において検討することが望ましいと判断した。

⼤学質保証委員会と全学⾃⼰点検・評価委員会との協議のうえ、⼤学として求める教員像を作成、学内理事会や協議会での承認を経たのち学内関連部署
に周知し、学外に公表することが望ましい。その後、学部としてもとめる教員像を各学部において検討することが望ましい。
⼤学質保証委員会と全学⾃⼰点検・評価委員会との協議のうえ、⼤学の教員組織の編制⽅針を作成、学内理事会や協議会での承認を経たのち学内関連部
署に周知し、学外に公表することが望ましい。その後、学部としてもとめる教員組織の編制⽅針を各学部において検討することが望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

設置基準上必要専任教員数 2021
《学部》
学科名称、2021年度必要専任教員数（うち教授数）／ 2021年度専任教員数（うち教授数）／ 〇X
機械⼯学科、10（5）／ 14（5）／ 〇
⽣命環境化学科、9（5）／ 11（8）／ 〇
情報システム学科、10（5）／ 19（12）／ 〇
情報社会学科、6（3）／ 12（7）／ 〇
⼼理学科、6（3）／ 8（6）／ 〇
学部計、⼤学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 21（うち教授11）／ 64（38）／ 〇

《⼤学院》

前期機械、4（3）[3]／ 9（5）[4]／ 〇
前期⽣命、4（3）[3]／ 12（9）[0]※／ 〇  ※研究指導教員と研究指導補助教員を合わせて7以上であればOK
前期情シ、4（3）[3]／ 13（12）[5]／ 〇
後期機械、4（3）[3]／ 8（5）[2]／ 〇
後期⽣命、4（3）[3]／ 11（9）[1]※／ 〇  ※研究指導教員と研究指導補助教員を合わせて7以上であればOK
後期情シ、4（3）[3]／ 12（12）[5]／ 〇
修⼠情社、3（2）[2]／ 4（4）[8]／ 〇
修⼠⼼理、2（2）[3]／ 7（7）[0]※／ 〇  ※研究指導教員と研究指導補助教員を合わせて5以上であればOK

設置基準上必要専任教員数 2022
《学部》
学科名称、2022年度必要専任教員数（うち教授数）／ 2022年度専任教員数（うち教授数）／ 〇X
機械⼯学科、10（5）／ 13（6）／ 〇
⽣命環境化学科、9（5）／ 11（10）／ 〇
情報システム学科、11（6）／ 17（10）／ 〇
情報社会学科、6（3）／ 12（8）／ 〇
⼼理学科、6（3）／ 8（5）／ 〇
学部計、⼤学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 21（うち教授11）／ 61（39）／ 〇

《⼤学院》

前期機械、4（3）[3]／ 9（6）[3]／ 〇
前期⽣命、4（3）[3]／ 12（11）[0]※／ 〇  ※研究指導教員と研究指導補助教員を合わせて7以上であればOK
前期情シ、4（3）[3]／ 12（11）[3]／ 〇
後期機械、4（3）[3]／ 8（6）[2]※／ 〇  ※研究指導教員と研究指導補助教員を合わせて7以上であればOK
後期⽣命、4（3）[3]／ 11（11）[1]※／ 〇  ※研究指導教員と研究指導補助教員を合わせて7以上であればOK
後期情シ、4（3）[3]／ 11（11）[4]／ 〇
修⼠情社、3（2）[2]／ 4（4）[8]／ 〇
修⼠⼼理、2（2）[3]／ 6（5）[1]※／ 〇  ※研究指導教員と研究指導補助教員を合わせて5以上であればOK

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を設定）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を設定）

 ※ 別シート「設置基準上必要専任教員数算出メモ」2021-23 を参考にして検証

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[特記事項がある場合にはここに⼊⼒[記⼊欄]]

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬２ ■
 （教員組織の編成に関する⽅針がある場合には、その⽅針に基づき、）教育研究活動を展開するため、適
切に教員組織を編成している、と判断できるか。

１．⼤学全体及び学部学科ごとの専任教員数は、⼤学設置基準を満たし、教育研究上必要な規模の教員組織が編成されている、と
判断できるか。

２．適切な教員組織編制のための措置を取っている、と判断できるか。

 基準を満たし、必要な規模で編成されている。 ⇒ この状態を保ち、より発展させるよう、今後の教員組織編制に留意する。

課程専攻略称、2021年度必要研究指導教員数（うち教授数）[必要研究指導補助教員数]／ 2021年度研究指導教員数（うち教授数）[研究指導補助教員数]／ 〇X

課程専攻略称、2022年度必要研究指導教員数（うち教授数）[必要研究指導補助教員数]／ 2022年度研究指導教員数（うち教授数）[研究指導補助教員数]／ 〇X

 ＝＞ 教育課程レベルの⾃⼰点検・評価結果で確認した、教員組織編制のための措置︓
   ・ 国際性への考慮
   ・ 男⼥⽐への考慮
   ・ 偏りのないバランスのとれた年齢構成への考慮
   ・ 必修や選択必修科⽬に対する専任教員の適正な配置
   ・ 専任教員の授業担当負担に対する適切な配慮
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   ・ 教育と研究、両⽅の成果をあげるための教員組織の構成
   ・ 適切な教員組織編制のための、適切な⼈事選考
   ・ ほか

確認・検証結果の取りまとめ
[記⼊欄]

全学⾃⼰点検・評価においては、学科間の⽐較により検証を⾏った【別シートⅦ表３、４】。 ※以下、この記⼊欄中においては、【別シートⅦ表３】
【別シートⅦ表４】を根拠とする場合は【別Ⅶ3】【別Ⅶ4】と省略して記す。

各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中４学科が国際性を考慮していない（できていない）と判断している【別Ⅶ3】。
各学科の判断理由等を⽐較検証すると、「そもそも教員数が少なく国際性を考慮する状況にない」、「外国籍教員が１名いるが、国際性を考慮している
わけではない」等、国際性を考慮することに対する優先順位や積極性の低さが伺え【別Ⅶ4】、国際性を考慮した教員組織編制とはいえないと判断した。
今後については、「今後も本学科の特性を鑑みるに、採⽤時に国際性を考慮して採⽤することは現時点ではないと思われるが、グローバル化に伴って国
際性が⾼まる可能性もある。」としている学科もあることから【別Ⅶ4】、全学的な⽅針として国際性を考慮した教員組織編制とするかどうかの検討が望
ましい。

各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中３学科が男⼥⽐を考慮していると判断している【別Ⅶ3】。
しかしながら、各学科の判断理由等を⽐較検証すると、考慮していないと判断した２学科においては「差別はしていないが、社会全体における⼥性の機
械⼯学の研究者・技術者・専⾨家等が絶対的に少ないため、公募の段階で応募者が皆無であり採⽤に結びついていない」、「教員数が少なく、公募の予
定もないことから男⼥⽐を考慮する状況にない」等、考慮すること⾃体の難しさが伺え、考慮していると判断した３学科においては「具体的な数字では
ないが男⼥の参画を前提に採⽤されている」、「学科12名中、⼥性教員は３名で、結果的にある程度考慮していると⾔えるかもしれない。ただし、現時
点では採⽤時に⼥性優先措置は取っていない」、「男⼥⽐を考慮した採⽤は⾏っていないが、⼥性教員数が教員8名中2021年度で3、2022年度で4であり
結果的にバランスはとれている」等【別Ⅶ4】、積極的に男⼥⽐に配慮した教員組織編制とはいえないと判断した。
今後については、「公募の際に積極的に⼥性教員を採⽤する内容を追記したり、⼥⼦学⽣の⼤学院進学を促し、将来の⼥性研究者・技術者の⼈⼝の増加
に配慮したり、海外に対しても広く公募をかけたい。」としている学科もあることから【別Ⅶ4】、全学的な⽅針として男⼥⽐を考慮した教員組織編制と
するかどうかの検討が望ましい。

各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中３学科がバランスのとれた年齢構成に配慮していない（できていない）と判断している【別Ⅶ3】。
各学科の判断理由等を⽐較検討すると、配慮していないと判断した３学科においては「公募をしても若⼿のエントリーはなかなか⾒られない状況」、
「教員数が少ないこと、若⼿を育成する体制がないことから、年齢構成を配慮する状況にない」、「50代以上が過半数となっている。原因は、近年新任
教員として若⼿（30・40代）を採⽤できていないからである」等、採⽤時の若年層確保の難しさ、新任教員育成体制の未整備による受け⼊れの難しさが
伺え、配慮していると判断した２学科についても「⼀部20-30代が少ないが全体として可能な範囲で調整している。」等【別Ⅶ4】、全学的に⾒て、特定
の範囲の年齢に偏ることのないバランスのとれた年齢構成に配慮することが難しい状況であると判断した。
全学⾃⼰点検・評価においては、2021〜2023年度の専任教員年齢構成についても確認を⾏い、その結果、両学部ともに39歳以下の専任教員の割合は５〜
10％の範囲で推移、59歳〜40歳の専任教員の割合は60〜80％の範囲で推移、60歳以上の専任教員の割合は15〜30％の範囲で推移していることから、特
定の範囲の年齢に偏りが⽣じていると判断した【資料学⼠17】。
今後については、「若⼿教員に対する⽀援体制を整備し、募集時に広くPRする」、「できるだけ30・40代を新規採⽤することが望ましい」としている学
科もあることから【別Ⅶ4】、各学科での⽀援体制の整備の検討と、全学的な⽅針としてどのような年齢構成とするかの検討が望ましい。

各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中４学科が必修科⽬や選択必修科⽬について、専任教員（教授⼜は准教授）を適正に配置していると判断
している【別Ⅶ3】。
全学⾃⼰点検・評価においては、各学科での⾃⼰点検・評価結果に基づき、2021〜2023年度の主要授業科⽬の担当状況を確認した【⼤学基礎データ抜粋
表４】。この結果、⼯学部においては、専⾨科⽬の必修科⽬の専任教員担当率が、機械82〜88％
、⽣命57〜65％、情シ73〜80％、専⾨科⽬の選択必修科⽬の専任教員担当率が、機械90〜95％、⽣命69〜70％、情シなし、となっており、⼈間社会学
部においては、専⾨科⽬の必修科⽬の専任教員担当率が、情社100％、⼼理93.8％、専⾨科⽬の選択必修科⽬の専任教員担当率が、情社なし、⼼理61〜
64％、となっており、専任教員を適正に配置していると判断した。

全学⾃⼰点検・評価においても、各学科での⾃⼰点検・評価の根拠資料であるコマ数表等を確認した結果、授業担当負担については、可能な限り担当コ
マ数を⼀定にする、可能な限り上限12コマを超えないようにする、等の配慮が全学科で⾏われており（ただし、全学科においてその配慮が功を奏してい
るわけではない）、また、ある学科においては、兼務している役職（⾃動運転技術開発センター兼務）に応じた負担軽減対策等の配慮も⾏われており
【各学科のコマ数表】、授業担当負担について適切な配慮をしていると判断した。
ただし、⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、担当コマ数が「2022年度で平均14.2、最⼤15.3と⽬安とされる12に対して過⼤になって」いて、授業担
当負担について適切な配慮ができていないことから、「今後は、必修科⽬および選択必修科⽬の⼀部を⾮常勤教員に委嘱するなどの対策が必要であると
考えられる」としており、必修科⽬や選択必修科⽬への専任教員の適正な配置にも考慮しながら、負担軽減対策を検討することが望ましいと判断した。

各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中３学科が、教育と研究、両⽅の成果を上げるために必要な教員で組織を構成していると判断している
【別Ⅶ3】。
機械⼯学科の⾃⼰点検・評価においては、様々な分野から登⽤（採⽤）した⼈材を交え「学内で研究交流を⾏うことで、幅広い視野と経験を共有し、教
育と研究の両⾯での成果を出している。具体的には産学官連携の学内の施策として、そのセンター⻑に官からの出⾝者を就任させ、メンバーも企業出⾝
者を配置するなどして強化を図っている」としており、優れた取り組みとして共有することが望ましいと判断した【別Ⅶ4】。
⼀⽅、⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、「全教員が教育と研究の両⽅を担っているなか、⼗分な研究活動を⾏い、研究業績をあげることが困難な
教員」がおり、その原因は授業担当コマ数が多い等の教育⾯での負担であるとしていることから、必修科⽬や選択必修科⽬への専任教員の適正な配置に
も考慮しながら、教育⾯での負担軽減対策を検討することが望ましいと判断した。

⼯学部各学科の⾃⼰点検・評価においては、「教育活動は学内外での授業の実施状況、研究活動は査読付き論⽂数と学会からの各種受賞状況、社会活動
は学協会への⼊会数や役員担当数、さらには共同研究実績等から評価している」、「教育経験、担当科⽬、広報活動、執筆論⽂数、社会貢献（表彰、学
会等活動、地域連携等）をバランスや、特異点を考慮して採⽤している。⼈事考査資料から確認できる」等としている。採⽤・昇任等の⼈事選考におい
て、指標・基準に基づき選考を実施しているものの、明⽂化しているものは根拠として⽰されていない【別Ⅶ4】。
⼀⽅、⼈間社会学部各学科の⾃⼰点検・評価においては、埼⽟⼯業⼤学⼈間社会学部教育職員審査基準（H17.6.1）に定めた基準とその⽬安に基づき選考
を実施して、採⽤・昇任等の⼈事選考の公平性を担保している、としている【別Ⅶ4】。
全学⾃⼰点検・評価においては、⼯学部においても、学部教育職員選考規程等に規定している審査項⽬を審査するための基準をまとめた内部⽂書等の作
成を検討して、採⽤・昇任等の⼈事選考の公平性をより担保するように改善することが望ましいと判断した。

・項⽬１（１）︓国際性を考慮しているか。

・項⽬１（２）︓男⼥⽐を考慮しているか。

・項⽬１（３）︓特定の範囲の年齢に偏ることのないバランスのとれた年齢構成に配慮しているか。

・項⽬１（４）︓必修科⽬や選択必修科⽬について、専任教員（教授⼜は准教授）を適正に配置しているか。

・項⽬１（５）︓授業担当負担について、担当コマ数を⼀定にする、上限コマ数を設定する、兼務している役職に応じた負担軽減対策をしている等の適
切な配慮をしているか。
各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中４学科が授業担当負担について適切な配慮をしていると判断している【別Ⅶ3】。

・項⽬１（６）︓教育と研究、両⽅の成果を上げるために必要な教員で組織を構成しているか。

・項⽬１（７）－１︓採⽤・昇任等の⼈事選考において、教育活動、研究活動、社会活動等を評価する指標・基準はどのようなものか。
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・項⽬１（７）－２︓諸規程及び上の指標・基準に沿った⼈事選考の結果、適切な教員組織となっているか。

《⼯学部》

《⼯学部》

各学科の⾃⼰点検・評価においては、５学科中４学科が、諸規程及び評価の指標・基準に沿った⼈事選考の結果、適切な教員組織となっていると判断し
ている【別Ⅶ3】。
⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、⼈事選考は適切に実施しているものの、「いわゆるビジネス⼼理学を専⾨とする教員は不在である」と判断して
いる【別Ⅶ4】。
全学⾃⼰点検・評価においては、⼼理学科について、現在の教育課程の⾒直し（ビジネス⼼理専攻を含む2専攻制の継続や教育内容について、等）や、ビ
ジネス⼼理学を専⾨とする教員の採⽤を推進する等の改善をすることが望ましいと判断した。
なお、この改善への取り組みについて、専攻の廃⽌や名称の変更等が⽣じる可能性がある場合には、学⻑と事前協議を⾏い、協議会での審議を経ること
とする【学校法⼈智⾹寺学園埼⽟⼯業⼤学協議会規程第６条※】。

※ 学校法⼈智⾹寺学園埼⽟⼯業⼤学協議会規程より抜粋
（諮問事項）
第６条 協議会は、学⻑の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。
（略）
三 ⼤学の研究科及びその専攻、学部及びその学科、研究所及びその部⾨、その他重要な施設の設置、改組転換及び廃⽌に関する事項
四 ⼤学の教員⼈事の基準及び⽅針に関する事項
（略）

機械⼯学科:
項⽬１（６）︓教育と研究、両⽅の成果を上げるために必要な教員で組織を構成しているか。
様々な分野から登⽤（採⽤）した⼈材を交え「学内で研究交流を⾏うことで、幅広い視野と経験を共有し、教育と研究の両⾯での成果を出している。具
体的には産学官連携の学内の施策として、そのセンター⻑に官からの出⾝者を就任させ、メンバーも企業出⾝者を配置するなどして強化を図っている」
としており、優れた取り組みとして共有することが望ましい【別Ⅶ4】。

⼯学部各学科の⾃⼰点検・評価においては、採⽤・昇任等の⼈事選考において、指標・基準に基づき選考を実施していると判断しているものの、明⽂化
した指標・基準等は根拠として⽰されていない【別Ⅶ4】。
⼀⽅、⼈間社会学部各学科の⾃⼰点検・評価においては、埼⽟⼯業⼤学⼈間社会学部教育職員審査基準（H17.6.1）に定めた基準とその⽬安に基づき選考
を実施しており、採⽤・昇任等の⼈事選考の公平性を担保している【別Ⅶ4】ため、⼯学部においても、学部教育職員選考規程等に規定している審査項⽬
を審査するための基準をまとめた内部⽂書等の作成を検討して、採⽤・昇任等の⼈事選考の公平性をより担保するように改善することが望ましい。

⼯学部各学科の⾃⼰点検・評価においては、採⽤・昇任等の⼈事選考において、指標・基準に基づき選考を実施していると判断しているものの、明⽂化
した指標・基準等は根拠として⽰されていないため、⼈間社会学部と同様に、学部教育職員選考規程等に規定している審査項⽬を審査するための基準を
まとめた内部⽂書等の作成を検討して、採⽤・昇任等の⼈事選考の公平性をより担保するように改善することが望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい（将来的に学部の改組等を予定している場合には、その時期に合わせて改善してもよい）。

評価結果

強く評価できる点

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科等への改善指⽰）

全学的な観点から⾒た改善案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞学内理事会・協議会等に提案）

 改善の実施により、適切な教員組織編制のための措置を⾏うことができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰されて
いること。

[記⼊欄]
⼯学部:

⽣命環境化学科:
情報システム学科:
⼈間社会学部:
情報社会学科:
⼼理学科:

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

なし

なし
なし
なし
なし
なし

なし

なし

なし

 学部・学科間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、教育課程レベル（各学部・学科等）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ①複数学部・学科共通または固有の問題点 ②学部・学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

改善箇所の指摘 ①全学的な⽅針や対応をもって対応すべき点

①

②

①

②

①
②
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①

①

①

①

《全学的な⽅針の検討》＝＞学内理事会・協議会での検討を依頼

《⼼理学科》＝＞学内理事会・協議会での検討を依頼

《全学的な⽅針の検討》

《⼼理学科》

ア．各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中４学科が国際性を考慮していない（できていない）と判断している【別Ⅶ3】。
今後については、「今後も本学科の特性を鑑みるに、採⽤時に国際性を考慮して採⽤することは現時点ではないと思われるが、グローバル化に伴って国
際性が⾼まる可能性もある。」としている学科もあることから【別Ⅶ4】、全学的な⽅針として国際性を考慮した教員組織編制とするかどうかの検討が望
ましい。
イ．各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中３学科が男⼥⽐を考慮していると判断している【別Ⅶ3】。
しかしながら、各学科の判断理由等を⽐較検証すると、考慮していないと判断した２学科については、考慮すること⾃体の難しさが伺え、考慮している
と判断した３学科においても、積極的に男⼥⽐に配慮した教員組織編制としているとはいえない。
今後については、「公募の際に積極的に⼥性教員を採⽤する内容を追記したり、⼥⼦学⽣の⼤学院進学を促し、将来の⼥性研究者・技術者の⼈⼝の増加
に配慮したり、海外に対しても広く公募をかけたい。」としている学科もあることから【別Ⅶ4】、全学的な⽅針として男⼥⽐を考慮した教員組織編制と
するかどうかの検討が望ましい。
ウ．各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中３学科がバランスのとれた年齢構成に配慮していない（できていない）と判断している【別Ⅶ3】。
各学科の判断理由等を⽐較検討すると、配慮していないと判断した３学科においては、採⽤時の若年層確保の難しさ、新任教員育成体制の未整備による
受け⼊れの難しさが伺え、全学的に⾒て、特定の範囲の年齢に偏ることのないバランスのとれた年齢構成に配慮することが難しい状況であるといえる。
なお、2021〜2023年度の専任教員年齢構成については、両学部ともに39歳以下の専任教員の割合は５〜10％の範囲で推移、59歳〜40歳の専任教員の割
合は60〜80％の範囲で推移、60歳以上の専任教員の割合は15〜30％の範囲で推移しており、特定の範囲の年齢に偏りが⽣じている。
今後については、「若⼿教員に対する⽀援体制を整備し、募集時に広くPRする」、「できるだけ30,40代を新規採⽤することが望ましい」としている学
科もあることから【別Ⅶ4】、各学科での⽀援体制の整備の検討と、全学的な⽅針としてどのような年齢構成とするかの検討が望ましい。

エ．各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中４学科が授業担当負担について適切な配慮をしていると判断している【別Ⅶ3】。
ただし、⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、担当コマ数が「2022年度で平均14.2、最⼤15.3と⽬安とされる12に対して過⼤になって」いて、授業担
当負担について適切な配慮ができていないことから、「今後は、必修科⽬および選択必修科⽬の⼀部を⾮常勤教員に委嘱するなどの対策が必要であると
考えられる」としており、必修科⽬や選択必修科⽬への専任教員の適正な配置にも考慮しながら、負担軽減対策を検討することが望ましい。
オ．各学科での⾃⼰点検・評価においては、５学科中３学科が、教育と研究、両⽅の成果を上げるために必要な教員で組織を構成していると判断してい
る【別Ⅶ3】。
⼀⽅、⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、「全教員が教育と研究の両⽅を担っているなか、⼗分な研究活動を⾏い、研究業績をあげることが困難な
教員」がおり、その原因は授業担当コマ数が多い等の教育⾯での負担であるとしていることから、必修科⽬や選択必修科⽬への専任教員の適正な配置に
も考慮しながら、教育⾯での負担軽減対策を検討することが望ましい。
カ．各学科の⾃⼰点検・評価においては、５学科中４学科が、諸規程及び評価の指標・基準に沿った⼈事選考の結果、適切な教員組織となっていると判
断している【別Ⅶ3】。
⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、⼈事選考は適切に実施しているものの、「いわゆるビジネス⼼理学を専⾨とする教員は不在である」と判断して
いることから、現在の教育課程の⾒直し（ビジネス⼼理専攻を含む2専攻制の継続や教育内容について、等）や、ビジネス⼼理学を専⾨とする教員の採⽤
を推進する等の改善をすることが望ましい。

ア．全学的な⽅針として国際性を考慮した教員組織編制とするかどうかの検討が望ましい。
イ．全学的な⽅針として男⼥⽐を考慮した教員組織編制とするかどうかの検討が望ましい。
ウ．全学的な⽅針としてどのような年齢構成とするかの検討が望ましい。

エ．必修科⽬や選択必修科⽬への専任教員の適正な配置にも考慮しながら、授業担当負担軽減対策を検討することが望ましい。
オ．「全教員が教育と研究の両⽅を担っているなか、⼗分な研究活動を⾏い、研究業績をあげることが困難な教員」がおり、その原因は授業担当コマ数
が多い等の教育⾯での負担であるとしていることから、必修科⽬や選択必修科⽬への専任教員の適正な配置にも考慮しながら、教育⾯での負担軽減対策
を検討することが望ましい。
カ．⼼理学科の⾃⼰点検・評価においては、⼈事選考は適切に実施しているものの、「いわゆるビジネス⼼理学を専⾨とする教員は不在である」と判断
していることから、現在の教育課程の⾒直し（ビジネス⼼理専攻を含む2専攻制の継続や教育内容について、等）や、ビジネス⼼理学を専⾨とする教員の
採⽤を推進する等の改善をすることが望ましい。なお、この改善への取り組みについて、専攻の廃⽌や名称の変更等が⽣じる可能性がある場合には、学
⻑と事前協議を⾏い、協議会での審議を経ることとする。

ア．〜ウ．学園の将来計画や中・⻑期計画等に基づき、協議会が段階的な改善スケジュールを設定することが望ましい。
エ．〜オ．学園が考える⼼理学科の将来構想や中・⻑期計画等に基づき、協議会が段階的な改善スケジュールを設定することが望ましい。
カ．学⻑との協議や協議会での審議後、⼼理学科の将来構想や中・⻑期計画等に基づき、段階的な改善スケジュールを設定することが望ましい。

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

３．全学的な観点から、教養教育の実施・運営体制が適切なものであるかどうかを点検・評価して、下の記⼊欄に⼊⼒。

確認・検証結果の取りまとめ
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《基礎教育に関する科⽬の授業計画等について、基礎教育センターはどのように運営・⽀援しているか》
《基礎教に関する科⽬の担当教員の配置、⾮常勤講師の任⽤計画策定等について》

《学⽣の多様化、学⼒低下傾向等への対応として、学習⽀援センターや学⽣相談室との連携を図っているか》

《リメディアル教育（初年次教育、⼊学前教育）等の充実に向けて、センターとしてどのように取り組んでいるか》

全学⾃⼰点検・評価において、基礎教育センターでの⾃⼰点検・評価の結果を検証して、以下の点を確認した。
・現在、基礎教育センター⼈間社会学部会に所属する教員はおらず、したがって、⼈間社会学部の教養教育には⼀切関与していない。
・⼯学部⼀般教養科⽬については、⼀般教養科⽬を担当する教員が既に０名となっているため、慣例上⾮常勤講師の⼿配には引き続き関与しているが、
内容には関与していない。
・⼯学部キャリア・デザイン科⽬、情報系科⽬の管理には関与していない。
・⼯学部外国語科⽬については、授業科⽬の設定、時間割の編成、授業クラスの編成、クラス分けルールや成績評価基準の設定、担当教員の適切な配置
（実践的英語コミュニケーション能⼒の育成に特化した科⽬の担当をネイティブスピーカーとする等）、等を実施して適切に運営している。
・⼯学部数学系科⽬については、学⽣の多様な学習意欲にこたえられるよう、適切な科⽬群を⽤意し、適宜クラス分けを⾏って、適切に運営している。
・⼯学部理学系科⽬については、各学科からの要望に基づく適切な時間割設定、学⽣同⼠のコミュニケーションを考慮した適切な⼈数のクラス分けへの
配慮、学習効果と安全⾯を考慮して担当者を配置した実験科⽬、成績評価基準について不公平のないように担当教員間でのコミュニケーションを重視、
等を実施して適切に運営している。
・⼈間社会学部⼀般教養科⽬、語学系科⽬、キャリア・デザイン科⽬、情報系科⽬のいずれについても、その内容・運営・担当者配置に⼀切関与してい
ない。

全学⾃⼰点検・評価において、基礎教育センターでの⾃⼰点検・評価の結果を検証して、以下の点を確認した。
・特に連携は図っていない。

全学⾃⼰点検・評価において、基礎教育センターでの⾃⼰点検・評価の結果を検証して、以下の点を確認した。
・教務委員会が担当する基礎学⼒確認テストにおいて、英語、数学、物理の問題の⾒直し・作問を担当している。

以上の内容について、基礎教育センターの⾃⼰点検・評価においては、教養教育の実施・運営体制が適切なものであると判断しているが、「センター教
員６名で⼯学部全体の英語・数学・物理・教職科⽬を運営していることを考えれば、これ以上のことは望めない。」として、⼈間社会学部を含めた全学
的な教養教育の実施と運営については難しいとしていること、及び、学部規程において、基礎教育センターが基礎教育（教養教育）を⾏うとしているの
は⼯学部のみ（⼈間社会学部においては学部が教養教育及び教職課程の教育を⾏うとしている【⼈間社会学部規程第２条の２】）であることから、埼⽟
⼯業⼤学基礎教育センター規程に規定している「⼈間社会学部会」の取り扱いについて検討することが望ましいと判断した。
また、基礎教育センターの⾃⼰点検・評価においては、学習⽀援センター等との連携は現在実施していないと判断しているが、「現状では学習⽀援室の
サポート範囲が⼤学の教科をほとんど含んでいないことが懸念される。研究室に⼊った学⽣にも研究の悩みがあるが、それを相談できる体制がない。各
分野のポスドク研究員などが様々な相談に乗ることができるようにし、学習⽀援室と基礎教育センターのサポート範囲を今後は融合していくことが望ま
しい」としていることから、今後、学習⽀援センター等と連携して教養教育を推進していくような改善が望ましいと判断した。

実施には⼈間社会学部の教養教育に⼀切関与していないため、埼⽟⼯業⼤学基礎教育センター規程に規定している「⼈間社会学部会」は全く機能してい
ない。
学習⽀援センター等と連携した学⽣⽀援等を実施していない。

現実問題として、⼈間社会学部を含めた全学的な教養教育の実施と運営については難しいとしていること、及び、学部規程において、基礎教育センター
が基礎教育（教養教育）を⾏うとしているのは⼯学部のみ（⼈間社会学部においては学部が教養教育及び教職課程の教育を⾏うとしている）であること
から、埼⽟⼯業⼤学基礎教育センター規程に規定している「⼈間社会学部会」の取り扱いについて検討することが望ましい。
基礎教育センターの⾃⼰点検・評価においても、「学習⽀援センターと基礎教育センターのサポート範囲を今後は融合していくことが望ましい」として
いることから、今後、他部署と連携して教養教育を推進していくような運営体制を検討することが望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

全学⾃⼰点検・評価においては、各学科での⾃⼰点検・評価結果を参考としつつ、前回の認証評価⽤全学⾃⼰点検・評価報告書の内容を更新する⽅法で
確認・検証を⾏った【2019全学⾃⼰点検・評価報告書p.64】。

評価結果

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞基礎教育センターへの改善指⽰）

４．教員の募集、採⽤、昇任等を適切に⾏っている、と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

 改善の実施により、教養教育を適切に実施・運営できる体制とすることができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰
されていること。

 基礎教育センターにおける⾃⼰点検・評価の結果をもとにして、全学的な観点からの改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

 ※ 改善箇所②については、別シートⅢ及びⅢ＿２の表１の項⽬９.〜12．も参考にして検証

改善箇所の指摘 ①固有の問題点 ②他部署との間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

①

②

①

②

①
②

 ＝＞ 「教育課程レベル︓チェックシート︓⾃⼰点検・評価委員会＿基準６＿学部」の次の箇所の内容、
      ◇ Ⅵ．教員組織の編成について＿６②③④⑤①
      ◇ チェック項⽬１︓適切に教員組織を編成しているか。
      ◇         １．適切な教員組織編制ための措置が取られているか。
      ◇          （７）採⽤・昇任等の⼈事選考において、教育活動、研究活動、社会活動等を
      ◇             評価する指標・基準はどのようなものか。
    及び、以下の参考資料の内容、その他の適切な根拠（資料、データ）等に基づいて点検・評価︓
   ・ 埼⽟⼯業⼤学教育職員新規採⽤選考規程 R4.4.1
   ・ 埼⽟⼯業⼤学教育職員昇任選考規程 H26.12.5
   ・ 埼⽟⼯業⼤学教育職員選考に関する申し合わせ R4.3.6
   ・ 埼⽟⼯業⼤学⼈間社会学部教育職員選考規程 H17.6.1
   ・ 埼⽟⼯業⼤学⼈間社会学部教育職員審査基準 H17.6.1
   学内規程集HPから最新のものを確認＝＞ https://www.sit.ac.jp/gakunai/soumu/kiteikaitei-tou.html
   ・ 2019 埼⽟⼯業⼤学 ⾃⼰点検・評価報告書 p.64（基準６③）＝＞ https://www.sit.ac.jp/media/self-check2019_2.pdf
   ・ 2019 ⼤学基準協会 ⼤学評価（認証評価）結果2020-2027 ｐ.15＝＞ https://www.sit.ac.jp/media/accredited_result2020-1.pdf
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学部の各学科および基礎教育センターの教員に⽋員が⽣じた場合、学⻑が該当する学部⻑・学科⻑と協議し、常務理事会にて採⽤する教員の教育研究分
野、職位を決定したうえで、公募による新規教員採⽤⼈事を⾏っている。選考は、学⻑、副学⻑、採⽤部局の教員３名で構成する選考委員会が書類選考
により応募者の中から数名の候補者を絞り、２次審査において研究内容の発表と模擬授業を考慮して最終候補者を決定している。最終候補者は教授会お
よび理事会の承認を経て、理事⻑が任命する⼿続きを⾏っている【埼⽟⼯業⼤学教育職員新規採⽤選考規程】。
教員の昇任は、所属先部局の発議により、学⻑の承認を経た後、学⻑、副学⻑及び所属部局の教員３名からなる選考委員会を⽴ち上げ、教育研究業績と
学内外の貢献度合いを考慮して選考結果をまとめ、教授会および理事会の承認を経て、理事⻑が任命する⼿続きを⾏っている【埼⽟⼯業⼤学教育職員昇
任選考規程】。なお、学部での昇任が決定した場合、⾃動的に⼤学院教員としての職位も昇任される⼿続きをとっている。
以上のとおり、規程において、採⽤、昇任の基準や⼿続きを明確に規定して整備しており、規程にそって複数の委員会での審議を経ることで、公平性に
配慮した上で、教員⼈事を適切に実施していると判断できる。

両学部FD委員会の⾃⼰点検・評価において、教員の教育能⼒の向上や授業⽅法の改善に向けたFDを適切に実施してはいるものの、研究活動の活性化を
図るFD及び社会貢献等の教員に求められる諸活動の資質向上を図るFDについて「FD委員会として取り組むべきことがあるか検討する」としていること
から、現在の研究活動や社会活動の状況を確認しつつ、それらを活性化または推進するためのFDの実施を検討することが望ましいと判断した【別シート
Ⅶ表５】。

現在、全学FD委員会で実施しているFD活動がないため、以下のFD活動の組織的かつ多⾯的な実施について検討を⾏うことが望ましいと判断した。
（１）全学的に実施する、教員の教育能⼒の向上や授業⽅法の改善に向けた取り組み︓
現在、両学部FD委員会が交互に企画・開催している全学FD講演会について、その企画内容につき、全学的な観点から提案・助⾔するような機会（例え
ば、全学FD委員会と学部FD委員会とを同時開催して協議する等）を設けるよう検討することが望ましいと判断した。
（２）全学的に実施する、教員の研究活動の活性化を図る取り組み︓
現在、両学部FD委員会においても実施しておらず、今後の検討事項としているため、全学FD委員会においても検討することが望ましいと判断した。
例えば、学部学科を横断して、科学研究費助成事業により本学教員が⾏った研究の成果報告、学内プロジェクト成果報告、等を実施し、意⾒や情報を交
換して、研究テーマの発⾒や共同研究の推進等を図るようなFDの企画・開催。
（３）全学的に実施する、社会貢献等の教員に求められる諸活動について、その資質向上を図る取り組み︓
現在、両学部FD委員会においても実施しておらず、今後の検討事項としているため、全学FD委員会においても検討することが望ましいと判断した。
例えば、学部学科を横断して、社会貢献や連携を実施している本学教員や関係者により事業内容と成果報告等を⾏い、意⾒や情報を交換して、社会貢献
や連携の機会・テーマの発⾒やその推進等を図るようなFDの企画・開催。

（１）教員⾃⼰点検評価シートチェック報告書の作成時において、各学科・基礎教育センターが、問題のあった科⽬の抽出と、改善指⽰対象とする科⽬
の選出とを、適切に⾏っているか︓
全学FD委員会において、2020年度前期分・2020年度後期分・2021年度前期分の教員⾃⼰点検改善報告書データを確認した結果、⼯学部においては毎回
問題のあった科⽬を抽出して、その中から改善依頼を⾏う科⽬をある程度適切に選出していると判断できるが、年度（前期・後期）によっては、問題の
あった科⽬数に対して、改善依頼を⾏った科⽬数が少ない（2021年度前期）ことがあり、その選出の⽬安・申し合わせがあいまいな場合があった。な
お、⼈間社会学部においては、この３回の報告書において、問題のあった科⽬の抽出が全くなかった【別シートⅦ表７】。以上のことから、⼯学部FD委
員会においては、2020年度前・後期分に⽐べて、2021年度前期分に改善依頼を⾏った科⽬数が極端に少ないため、改善指⽰対象とする科⽬の選出におけ
る⽬安・申し合わせ等を検討することが望ましいと判断した。また、⼈間社会学部FD委員会においては、2020年度前・後期分、2021年度前期分におい
て、問題のあった科⽬が全く抽出されていないが、2021年度前期にアンケートを実施した科⽬の個別集計票を確認したところ、改善してほしい点に記載
のある科⽬もあり、問題のあった科⽬の抽出の⽬安・申し合わせ等の⾒直しや検討が望ましいと判断した。

（２）改善指⽰を受けた科⽬について、教学部⻑からの改善依頼書に従い、⼗分な改善対応が実施されているか︓
全学FD委員会において、問題のあった科⽬の具体的内容と、それに対して報告された改善内容とを⽐較して検証した【別シートⅦ表８】。
その結果、報告された改善内容34件の内17件について具体的な改善内容が報告されており⼗分な改善対策が実施されていると判断できたが、残りの約半
数については、具体的な対応・改善内容が⽰されていなかった。また、改善指⽰に対して異議を⽰すような内容の報告もあったが、これについては改善
指⽰に不明瞭な点がある場合が数件⾒受けられた。教務部⻑からの改善依頼書による改善指⽰から、これに対する改善報告の提出があるまでに約半年間
が経過してしまうため、改善指⽰に疑義がある場合や改善指⽰が不明瞭な場合には、それを確認した時点で異議申し⽴てや改善指⽰内容の確認等ができ
るような制度の検討が望ましいと判断した。

両学部において、教員の教育能⼒の向上や授業⽅法の改善に向けたFDを実施してはいるが、研究活動の活性化を図るFD及び社会貢献等の教員に求めら
れる諸活動の資質向上を図るFDは実施していない。

評価結果

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

全学的な観点から⾒た改善案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部FD委員会への改善指⽰）

 教員の募集、採⽤、昇任等を適切に⾏っていると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。

 改善の実施により、FD活動を適切なものとし、教員の資質向上等の改善を望むことができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び
提⾔案が⽰されていること。

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬３ ■
 全学的な観点から、FD活動を組織的かつ多⾯的に実施し、教員の資質向上及び教員組織の改善・向上につ
なげているか。

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

１．全学⾃⼰点検・評価委員会による検証
-----------------------------------------------------------
《学部FD委員会によるFD活動について》

２．全学FD委員会による⾃⼰点検・評価
-----------------------------------------------------------
《全学FD委員会によるFD活動について》

《教員⾃⼰点検システムについて》

 学部間の確認の結果をもとにして、全学的な観点から、改善案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘 ①学部共通または固有の問題点 ②学部間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

①

② なし
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①

②

①
②

⑥

⑦

⑥

⑦

⑥
⑦

両学部FD委員会の⾃⼰点検・評価において、研究活動の活性化を図るFD及び社会貢献等の教員に求められる諸活動の資質向上を図るFDについて「FD委
員会として取り組むべきことがあるか検討する」としており、現在の研究活動や社会活動の状況を確認しつつ、それらを活性化または推進するためのFD
の実施を検討することが望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

ア．⼯学部FD委員会においては、2020年度前・後期分に⽐べて、2021年度前期分に改善依頼を⾏った科⽬数が極端に少ないため、改善指⽰対象とする
科⽬の選出における⽬安・申し合わせ等を検討することが望ましい。
イ．⼈間社会学部FD委員会においては、2020年度前・後期分、2021年度前期分において、問題のあった科⽬が全く抽出されていないが、2021年度前期
にアンケートを実施した科⽬の個別集計票を確認したところ、改善してほしい点に記載のある科⽬もあり、問題のあった科⽬の抽出の⽬安・申し合わせ
等の⾒直しや検討が望ましい。
《⼯学部》
教務部⻑からの改善依頼書による改善指⽰から、これに対する改善報告の提出があるまでに約半年間が経過してしまうため、改善指⽰に疑義がある場合
や改善指⽰が不明瞭な場合には、それを確認した時点で異議申し⽴てや改善指⽰内容の確認等ができるような制度の検討が望ましい。

ア．⼯学部FD委員会では、問題のあった科⽬の内、改善指⽰対象とする科⽬の選出において、⼀定のルールや⽬安・申し合わせ等の設定を検討すること
が望ましい。
イ．⼈間社会学部FD委員会では、授業アンケートにおいて改善してほしい点に記載のあった科⽬の中から、どのように問題のあった科⽬を選出して改善
指導対象とするかについて、⼀定のルールや⽬安・申し合わせ等の設定を検討することが望ましい。
改善指⽰に疑義がある場合や改善指⽰が不明瞭な場合には、それを確認した時点で異議申し⽴てや改善指⽰内容の確認等ができるような制度の検討が望
ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

[記⼊欄]

なし

なし

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

 全学的な観点からの検証の結果、教員⾃⼰点検システム（教員⾃⼰点検＋授業評価アンケート）について、改善が必要と判断した場合には、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善案

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

全学的な観点から⾒た改善案 （全学⾃⼰点検・評価委員会及び全学FD委員会＝＞各学部FD委員会への改善指⽰）
全学FD委員会 確認 教員⾃⼰点検システム

⑥問題のある科⽬を適切に抽出し、改善指⽰対象科⽬を選出するための改善案
⑦改善依頼書に従い、⼗分な改善対応を実施させるための改善案
[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]
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 ★★★ 全学（学部、研究科） ★★★

Ⅷ．学⽣⽀援について＿７①②③
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■

■ チェック項⽬２ ■

 学⽣が学習に専念し、安定した学⽣⽣活を送ることができるよう、学⽣⽀援に関する「⼤学としての⽅
針」を明⽰している、と判断できるか。

 学⽣⽀援に関する「⼤学としての⽅針」に基づき、学⽣⽀援の体制は整備されているか。また、学⽣⽀援
は適切に⾏われている、と判断できるか。

１．本学においては、『将来計画 中⻑期ビジョン 2021-2027』（以下、『ビジョン』）中にしめされた、学⽣⽀援戦略（『ビジョ
ン』p.9）を「学⽣⽀援に関する⽅針」として明⽰しているが、この⽅針を全学的に共有しているか。

評価結果

１．修学⽀援は適切に⾏われているか。

確認・検証結果の取りまとめ

（１）教育課程レベル（学部・学科、研究科・専攻） 確認

（２）教育課程レベルでの確認の結果から、「学⽣⽀援に関する⽅針」を全学的に共有しているかどうかを判断する。

学部各学科・研究科各専攻において（から⾒て）、修学⽀援を適切に⾏っていると判断できるか。
チェック項⽬１の１．学⽣の能⼒に応じた補習・補充教育を適切に⾏っているといえるか。（学部各学科のみ）

『ビジョン』中にしめされた、学⽣⽀援戦略（『ビジョン』p.9）を「学⽣⽀援に関する⽅針」として明⽰しているが、これを共有しているかどうか。

「教育課程レベル︓チェックシート︓⾃⼰点検・評価委員会＿基準７＿学部」チェック項⽬２の１．の各学科の確認内容

「教育課程レベル︓チェックシート︓⾃⼰点検・評価委員会＿基準７＿研究科」チェック項⽬２の１．の各専攻の確認内容

機械⼯学科: 共有している
⽣命環境化学科: 共有している
情報システム学科: 共有している
情報社会学科: 共有している
⼼理学科: 共有している

機械⼯学専攻: 共有している
⽣命環境化学専攻: 共有している
情報システム専攻: 共有している
情報社会専攻: 共有している
⼼理学専攻: 共有している

学部各学科・研究科各専攻での⾃⼰点検・評価においては、「修学⽀援は適切に⾏っているか」の点検・評価項⽬（チェック項⽬１の１．〜４．、
チェック項⽬２の１．）のほとんどの項⽬について、全学部学科・全研究科専攻が、適切に⾏っているまたはある程度適切に⾏っていると判断している
【別シートⅧ表１ー１】。また、教務部⻑・教務課での⾃⼰点検・評価においては、「教務部⻑の指⽰の下、教務関連事務局において、修学⽀援を適切
に⾏っているか」の点検・評価項⽬（チェック項⽬１の１．〜６．）の80％の項⽬について、適切に⾏っているまたはある程度適切に⾏っていると判断
している【別シートⅧ表２】。

全学⾃⼰点検・評価においては、学部・学科間、研究科・専攻間の⽐較により検証を⾏った【別シートⅧ表１ー２】。また、教務部⻑・教務課での⾃⼰
点検・評価に基づき検証を⾏った。 ※以下、この記⼊欄中においては、例えば【別シートⅧ表１ー１】を根拠とする場合は【別Ⅷ1-1】と省略して記
し、この他の場合においても同様とする。

両学部において、修学に関するあらゆる相談や指導に対応するためにオフィス・アワーを開設しており、また、⼯学部機械⼯学科においては、補習授業
についても実施時間・⽅法・内容を学⽣便覧に明⽰して周知している【学⽣便覧 ⼯学部「オフィス・アワーについて」、「個別指導（個別⾯談と補習
授業）について」のページ、⼈間社会学部「オフィス・アワー（相談時間）と個別指導について」】。このことから、補習・補充教育を実施するための
制度は適切に整備されていると判断できるが、オフィス・アワーや個別相談・⾯談、補習授業・個別指導の実際の実施状況については各学科において把
握していないため、各学部教務委員会等において定期的に報告・把握するよう改善することが望ましいと判断した【別Ⅷ1-2】。
また、いくつかの学科においては、学習⽀援センターの利⽤や活⽤について、履修ガイダンスや個別⾯談の際に指導しているとしているが、具体的な指
導内容を⽰すようなものはなく、実際に利⽤したかどうか等のフィードバックも収集していないため、今後、学習⽀援センター利⽤者に対して、同セン
ターを利⽤することにした理由等を確認する等を⾏い、同センターの利⽤促進状況と利⽤状況を把握するよう改善することが望ましいと判断した【別
Ⅷ1-2】。
なお、学習⽀援センターについては、以前、利⽤状況を集計して同センターHP及びニューズレターにおいて公表していたこともあるため【学習⽀援室
ニューズレター第８号（令和元年９⽉１⽇） https://www.sit.ac.jp/media-s/gakuseiseikatsu/support/gakushushien/NewsLetter08.pdf 】、学習⽀援セン
ター⻑の主導により、同様にすることが望ましいと判断した。

 全学的に共有していると判断できる。 ※ 全学部学科、全研究科専攻において、「共有している」こと。

 学⽣⽀援 ＝ 修学⽀援、学⽣⽣活⽀援、進路⽀援（キャリア⽀援）、その他

[記⼊欄]

B1158
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B1161
B1162

チェック項⽬１の２．成績不振学⽣や留年学⽣に対する指導・⽀援を、適切に⾏っているといえるか。

チェック項⽬１の３．退学希望者や休学者の状況把握と対応を、適切に⾏っているといえるか。

チェック項⽬１の４．キャリア教育体制の整備や実施を、適切に⾏っているといえるか。

教務部⻑のリーダーシップの下、教務関連事務局において、修学⽀援を適切に⾏っていると判断できるか。
チェック項⽬１の１．学⽣の能⼒に応じた補習教育は、どのように⾏われているか。

・両学部においては、学期ごとのGPA1.0未満あるいは学科が定めたGPAの値未満の学⽣を成績不振学⽣として扱い、次の学期の履修ガイダンスやその前
後において、クラス担任または指導教員が成績不振学⽣を呼び出し、個別⾯談・指導等を実施している。その結果については、⼯学部では、個別⾯談・
指導を実施した教員が教務システムLiveCampusの学⽣カルテに⼊⼒し、学科教務委員が実施状況をとりまとめて教務委員会にて報告を⾏っており、⼈間
社会学部では、個別⾯談・指導を実施した教員が教務システムLiveCampusの学⽣カルテに⼊⼒し、かつ「成績不振学⽣⾯談票」を教務課に提出してお
り、実施状況を適切に把握している。以上のことから、成績不振学⽣や留年学⽣に対する指導・⽀援を適切に実施していると判断した【別Ⅷ1-2、両学部
教務委員会資料、等】。なお、留年学⽣については前期の履修ガイダンスやその前後において、同様に指導・⽀援を実施している。
・両研究科においては、成績不振者や過年度⽣（博⼠前期３年⽬、博⼠後期４年⽬）について、例えば、機械⼯学専攻においては「専攻会議で情報を共
有し⽀援を⾏って」おり、⽣命環境化学専攻においては「指導や研究補助・⽀援等の実施状況を学⽣カルテに記載することで情報を共有し、適切な⽀援
を受けられるような体制を作って」いる。また、情報社会専攻においては「各教員が指導を⼯夫しながら実施している。1年後期に研究が進まなかった学
⽣に対しては、2年前期に再履修科⽬として設置する」等の指導・⽀援を⾏っており、その結果「2021-2022年において、修業年限を超えて在籍する学⽣
はいない」としている。いずれの専攻においても、研究指導教員が成績状況や研究の進⾏状況を適宜確認しており、成績不振とならないよう、修業年限
を越えないよう、事前に対応していると判断できる【別Ⅷ1-2】。

両学部・研究科において、退学・休学希望者については、まず教務課において⼿続き⽅法や復学・再⼊学制度等について説明を受けた後、学部１〜２年
次はクラス担任等、学部３〜４年次はゼミ・卒研指導教員等、研究科については研究指導教員等が⾯談して（教務委員が代わりに⾯談することもあ
り）、退学や休学を希望する理由や原因、状況、今後の進路等を把握した上で⾯談票（及びカルテ）に記⼊して教務課に⾯談結果を報告、その後で、教
務課から学⽣に届け出書類等を⼿渡し、学⽣保護者の署名捺印のある届け出書類の提出を以って正式な届け出としている。退学・休学の届け出について
は、教務委員会、学部学科⻑会議・⼯学研究科⻑補佐会・⼈間社会研究科運営委員会、教授会において審議を経て決定され、学⻑が承認している【別
Ⅷ1-2】。
また、教務課に相談があった時点で、学⽣課に奨学⾦貸与状況を、会計課に学費納⼊状況を、就職課に就職内定状況等を確認しており、関係する部課と
連携して迅速・適切に対応ができるよう配慮している。
以上のことから、教員と事務局とが連携して、退学希望者や休学者の状況把握と対応を適切に⾏っていると判断した。

両学部において、各学科のカリキュラムの科⽬区分に必ずキャリア・デザイン（キャリアデザイン）科⽬区分を設置しており、キャリア⽀援センター教
員が担当する、学⽣の社会的及び職業的⾃⽴につながる科⽬（キャリア・デザインⅠ〜Ⅲ、⼈⽣と職業、等）やTOEIC、インターンシップを含む科⽬群
としてキャリア教育体制を整備している【両学部学⽣便覧各学科科⽬配当表、等】。キャリア⽀援センター教員が担当する科⽬については学科間で共通
するシラバスに従って実施しており、教育内容の質を全学的に担保している。また、インターンシップ履修者については、就職課で実施するインターン
シップガイダンスの受講を義務付ける等、インターンシップ実習の効果を⾼めるための対策を適切に実施している
【⼤学HP「インターンシップ（ＩＳ）に関⼼がある学⽣へ」 https://www.sit.ac.jp/shushoku/gakusei/internship_top/internship_02/ 】。
以上のことから、学部においては、キャリア教育体制の整備や実施を適切に⾏っていると判断した。
その⼀⽅で、両研究科においては、キャリア教育体制としては、全専攻に共通したインターンシップ科⽬の設置はあるものの、それ以外に学⽣の社会的
及び職業的⾃⽴につながる科⽬を設置しているとしているのは⼼理学専攻のみ（「臨床⼼理教育研究分野の開講科⽬は、公認⼼理師・臨床⼼理⼠の専⾨
資格取得のための構成となっており、キャリア形成教育がなされている。」）であり、学部に⽐べてキャリア教育に注⼒しているとはいえない【別Ⅷ1-2
】ため、⼤学院⽣向けのキャリア教育体制の整備と実施を検討することが望ましい。その際には、キャリア⽀援センター及び就職課とのより⼀層の連携
を図ることが望ましい。

教務部⻑、教務課・学習⽀援センター（以下、まとめて「教務」）での⾃⼰点検・評価においては、（１）⼊学前教育（２）基礎学⼒確認テスト（３）
学習⽀援センターにおける補習教育（４）専任教員による補習教育、の４つについて、それぞれの⽬的（⽬標）と具体的な実施内容・状況及び⽬的（⽬
標）の達成度を確認した結果、（１）ある程度達成、（２）〜（４）達成できていない、と判断している【別Ⅷ2】。
全学⾃⼰点検・評価においては、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、修学⽀援の⽬的の達成状況を確認した。

（１）⼊学前教育
 ⽬的︓「総合型選抜及び推薦⼊試の⼊学⼿続き者に対して、基礎学⼒の強化を図るため」
ラインズ社のリメディアル e ラーニングサービス・ラインズドリルを平成 30（2018）年度から導⼊し、⼯学部は数学・英語・理科の３教科、⼈間社会
学部は国語・英語の２教科について⼊学前教育を実施している。ラインズドリルは、⾃動採点機能により受講者が繰り返し⾃学⾃習できるようなシステ
ムになっている。
⼊学前教育の対象となる⼊学⼿続き者について、2021年度は99.1%が受講し、その内課題達成者が75.6%，2022年度は97.6%が受講し、その内課題達成
者が75.3%となっていることから、約８割の対象学⽣が課題を達成することで基礎学⼒の強化を図ることができていると判断でき、教務での⾃⼰点検・
評価においては、ある程度⽬的が達成できていると判断している。
全学⾃⼰点検・評価において、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、⼊学前教育による基礎学⼒の強化が図られており、ある程度⽬的を達成してい
ると判断した。

（２）基礎学⼒確認テスト・新⼊⽣準備調査
 ⽬的︓「テストの結果を利⽤して、学⽣の学⼒に応じたクラス分けを⾏うことで、学⽣の理解度を⾼めるため（初年次の基礎的科⽬等が対象）」
⼯学部では、英語、数学、物理、化学、⽣物、情報についての基礎的な学⼒を確認する問題を出題し、⼊学時の４⽉上旬にテストを実施している。また
約１年後の２⽉にも同じ問題でテストを⾏い、４⽉のテスト結果との差を⾒ている。⼈間社会学部においても同様に新⼊⽣準備調査を実施しており、主
にクラス分けを⽬的として、英語、情報のテストを実施しており、その結果に基づき、学⽣の学⼒に応じたクラス分けを実施している。
しかしながら、教務での⾃⼰点検・評価においては、学⽣アンケートにおいて「下位のクラスであるのに、レベルに合わせた指導が⾏われていない」等
の指摘があり改善が必要であると判断していることから、全学⾃⼰点検・評価においても、基礎教育センターや基礎科⽬担当教員間で学⽣の学⼒に応じ
た指導⽅法・内容等を検討・共有し、また、学⽣の理解度をどのように把握するか等も検討して、⽬的が達成できるよう改善することが望ましいと判断
した。
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（３）学習⽀援センターにおける補習教育
 ⽬的︓「⾼校での未履修や学⼒不⾜等の理由により基礎的な科⽬の学習が困難な学⽣をサポートするため」
学習⽀援センターでは補習教育を中⼼に、授業内容が⼗分に理解できなかった学⽣に対して専任チューターにより⽇常的に学習相談を⾏っている。専任
チューターが担当する学習相談は、英語、数学、物理、化学、⽇本語である。利⽤時間は、前期及び後期の授業期間中において、専任チューターが
10:30~18:30までとしており、この間、担当者はセンター内で待機し、学⽣の質問や疑問などに答えている。学習相談の他にも、専任チューターが「学習
⽀援セミナー」を開催して、⾼校の授業内容の補習を実施したおり、個別指導を⾏っている。2021 年度には、新型コロナウイルスの影響により学習⽀援
センターによる遠隔での相談体制も導⼊して、適切に対応した。しかしながら、教務での⾃⼰点検・評価においては、⽇常的な学習相談及び学習⽀援セ
ミナーのどちらについても利⽤者数が少ないとしており、利⽤者数を増やすような改善が必要としている。全学⾃⼰点検・評価においても、学習⽀援セ
ミナーの開催時間帯の検討や、⼤学院⽣及び学部学⽣を中⼼とした学⽣アドバイザー制度の導⼊を検討して、利⽤者を増やし、⽬的が達成できるよう改
善することが望ましいと判断した。その際には、学習⽀援センター⻑のリーダーシップの下で、運営委員会等における検討が望ましいとも判断した。

（４）専任教員による補習教育
 ⽬的︓「成績不振学⽣への修学⽀援を主な⽬的として、個別指導の⼀環として、専⾨科⽬の補習を⾏うことを⽬的とする」
学部各学科・研究科各専攻での⾃⼰点検・評価でも⾒たように、専任教員による補習教育としては、両学部において、修学に関するあらゆる相談や指導
に対応するためにオフィス・アワーを開設しており、また、⼯学部機械⼯学科においては、補習授業についても実施時間・⽅法・内容を学⽣便覧に明⽰
して周知している。このことから、補習・補充教育を実施するための制度は適切に整備されていると判断できるが、オフィス・アワーや個別相談・⾯
談、補習授業・個別指導の実際の実施状況については各学科において把握していない【別Ⅷ1-2】。教務での⾃⼰点検・評価においても同様に判断してお
り、機械⼯学科以外の学科についても補習教育を⾏う科⽬名称等を明⽰することが望ましいとしている。
全学⾃⼰点検・評価においては、まずは教務委員会において、各学科補習教育の実施状況や学⽣への周知・情報発信状況等を確認し、その結果に基づき
改善内容を検討することが望ましいと判断した。

教務での⾃⼰点検・評価においては、（１）留学⽣に対する修学⽀援（２）障がいのある学⽣に対する修学⽀援、の２つについて、それぞれの⽬的（⽬
標）と具体的な実施内容・状況及び⽬的（⽬標）の達成度を確認した結果、（１）（２）ともにある程度達成している、と判断している【別Ⅷ2】。
全学⾃⼰点検・評価においては、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、修学⽀援の⽬的の達成状況を確認した。

（１）留学⽣に対する修学⽀援
 ⽬的︓「⽇本語で修学する際に不便を感じないように、留学⽣に対する修学⽀援を⾏うことを⽬的とする」
⼊学時には留学⽣向けの新⼊⽣ガイダンスを⾏い、カリキュラムには留学⽣専⽤科⽬「⽇本語」「⽇本事情」を設置、この他、学習⽀援センターにおい
て⽇本語チューターによる個別指導も⾏っている。また、留学⽣担当部署である学⽣課に中国語で対応できる専任スタッフを配置して適宜対応している
ことから、教務での⾃⼰点検・評価においては、留学⽣に対する修学⽀援を適切に実施しており、ある程度⽬的を達成していると判断しており、より⼀
層の⽀援のために、学習⽀援センターにおいて⽇本語の個別指導を毎⽇実施できるような体制を検討していきたいとしている。
全学⾃⼰点検・評価においても、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、留学⽣に対する修学⽀援が⾏われており、ある程度⽬的を達成していると判
断した。

（２）障がいのある学⽣に対する修学⽀援
 ⽬的︓「障害を持つ学⽣が修学する際に不便を感じないように、障害を持つ学⽣に対する修学⽀援を⾏うことを⽬的とする」
⼊学の意思を表明した学⽣に対しては、⼊学前に、学⽣相談室及び学⽣課が、学⽣と保護者に対して、⼊学後の具体的な⽀援内容・体制に関する打合せ
を⾏うことで安⼼して⼊学できるように対応している。所属学科、授業担当教員、教務課、学⽣課及び学⽣相談室が情報を共有し障がいの種類に応じて
個別に⽀援している。⼊学した後で、学⽣保護者や本⼈から、授業における配慮願いの希望があった場合には、その都度学⽣相談室及び学⽣課が学⽣保
護者や本⼈と同様の打ち合わせを⾏い、配慮が決定した学⽣については、授業担当教員・学科教員に配慮願い⽂書を通知して、授業における配慮を実施
している。また、肢体不⾃由などにより授業間の移動時間の確保が難しいと判断した場合は、積極的に授業教室の変更などを⾏い、対象学⽣の負担を減
らす措置を⾏っている。その他組織的に⽀援している措置としては、聴覚障害を持つ学⽣に対するPCテイカー制度も導⼊しており、以上のことから、教
務での⾃⼰点検・評価においては、障がいのある学⽣に対する修学⽀援を適切に実施しており、ある程度⽬的を達成していると判断している。
全学⾃⼰点検・評価においても、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、留学⽣に対する修学⽀援が⾏われており、ある程度⽬的を達成していると判
断した。

教務での⾃⼰点検・評価においては、（１）成績不振の学⽣の状況把握と指導について（２）留年者・休学者の状況把握と対応について（３）退学希望
者の状況把握と対応について、の３つについて、それぞれの状況把握と修学⽀援の具体的な実施内容を確認した結果、（１）（２）ともにある程度適切
に実施している、（３）については適切に実施している、と判断している【別Ⅷ2】。
全学⾃⼰点検・評価においては、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、教務における修学⽀援の実施状況を確認した。
なお、学部各学科・研究科各専攻教員による対応の検証結果まとめで確認した修学⽀援内容と教務における修学⽀援内容はほぼ同様であるため、ここで
は、教務（特に教務部⻑及び教務課）としての判断や事務的⽀援の内容を確認した。

（１）成績不振の学⽣の状況把握と指導について
成績不振の学⽣の状況把握と指導内容については【記⼊欄B1161】にてまとめた通りで、定期的に状況を把握し指導を実施していると判断できる。
現在、成績が不振であると判断する基準値（GPA1.0未満、学科が定めた値未満）の設定が適切なものかどうかの検証については、教務においても⾏って
いないため、⼀定期間の経年データの検証や基準値の⾒直し機会を設ける等の改善が望ましいと判断した。なお、現在の基準値の算出⽅法（GPAの算出
⽅法）は⼤学HPでも公表しており適切なものとなっている【⼤学HP「GPAについて」 https://www.sit.ac.jp/gakuseiseikatsu/result/gpa/ 】。
成績不振学⽣への個別指導の実施実績については【記⼊欄B1161】にてまとめた通り、教務委員会及び教務課、教務システムLiveCampusにおいて適切に
把握していると判断できる。
以上のことから、教務での⾃⼰点検・評価においては、「連絡がまったくつかない学⽣を除いて、ほとんどの成績不振学⽣に対して、⾯談を実施して」
おり、成績不振の学⽣の状況把握と指導について、ある程度適切に実施していると判断している。ただし、連絡がまったくつかない学⽣への対応等につ
いては改善の余地があるとしており、この点については、全学⾃⼰点検・評価においても、同様に改善することが望ましいと判断した。

チェック項⽬１の２．留学⽣、障がいを持つ学⽣への修学⽀援は、どのように⾏われているか。

チェック項⽬１の３．成績不振学⽣、留年者・休学者、退学希望者等の状況把握と対応は、どのように⾏われているか。

B1170
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（２）留年者・休学者の状況把握と対応について
（３）退学希望者の状況把握と対応について
留年者・休学者・退学希望者の状況把握と対応の内容については【記⼊欄B1161、B1162】にてまとめた通りで、定期的に状況を把握し指導を実施して
いると判断できる。
留年者・休学者・退学希望者の数については教務課で取りまとめており、教務委員会、学部学科⻑会議・研究科⻑補佐会または運営委員会、教授会にお
いて⽉１回のペースで必ず学籍異動の報告と審議決定を⾏っている。特に休学希望者・退学希望者の学籍異動を審議決定する際には、統計的な数値のみ
の報告ではなく、対象となる学⽣情報、⾯談者⽒名、休学・退学理由等を報告しており、厳格なプロセスを経た学籍異動管理であることを明⽰してい
る。なお、留年者については、厳密な成績評価及びこれに基づく進級・卒業判定（学科会議において判定したものを教授会で審議決定）によって厳格に
学籍異動管理を⾏っている。
留年者については成績不振学⽣となり個別指導の対象となる。その個別指導において、教員から進級・復級に向けた履修登録指導が実施され、履修登録
時のアドバイス⽀援や進級・復級要件の確認については教務課にて実施している。留年⽣については、上位学年の科⽬を履修登録する際に必ず教務課に
届け出を⾏うことから、留年者の進級・復級に向けた⽀援を適切に実施していると判断できる。また、成績通知書の保護者への郵送を⾏い、留年者本
⼈・保護者とも留年者である状況を共有するようにしており、適宜、教職員による⾯談にも対応している。教務での⾃⼰点検・評価においては、留年者
の状況把握について、「ゼミ（研究室）に配属されている学⽣については、指導教員が状況を把握し対応できている場合が多いと思われる。⼀⽅、ゼミ
（研究室）未配属の学⽣については、教員が留年者について必ずしも把握し対応できていると⾔えない」ところがあり改善の余地があるとしている。
休学者の状況把握については、教務での⾃⼰点検・評価において、「休学者からの申し出があれば、修学⽀援について対処を検討する。実施内容につい
ては、個々の申し出で異なってくる」としており、復学前の修学⽀援については、休学理由等により個々に対応を変えることで柔軟に対応していると判
断している。
学習の継続に困難を抱えていることから退学希望者となる学⽣の事前把握や学習継続への可能性を⽰すような履修登録・計画検討⽀援等については、ク
ラス担任・副担任による連続⽋席学⽣への連絡や定期的なクラスミーティング（⼀部の学科のみ）、成績不振者や留年者への学期初めの個別指導、ゼミ
及び研究指導教員からの相談、他部署との連携（卒業・修了予定年次学⽣について就職課との連携等）により実施しており、退学⾯談の際には、退学後
に再⼊学を希望する場合の⼿続きや既修得単位の活⽤等について案内している。
以上のことから、教務での⾃⼰点検・評価においては、留年者・休学者・退学希望者の状況把握と対応について適切に実施していると判断しており、全
学⾃⼰点検・評価においても、適切に実施していると判断した。

教務での⾃⼰点検・評価においては、クラス担任・副担任制度実施の⽬的（⽬標）と具体的な実施内容・状況及び⽬的（⽬標）の達成度を確認した結
果、ある程度達成している、と判断しており、この制度がある程度適切に運⽤している、と判断している【別Ⅷ2】。
全学⾃⼰点検・評価においては、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、修学⽀援の⽬的の達成状況及び制度の運⽤状況を確認した。

 ⽬的︓「新⼊学⽣の修学状況を定期的に確認し、⽀援が必要な学⽣や⽋席の多い学⽣を早期に確認して対応することを⽬的とする」
新⼊学⽣の就学状況（出⽋状況、単位取得状況）、⽣活状況の定期的な把握・管理、⽀援が必要な学⽣の早期発⾒等を⽬的として、新⼊学⽣を対象とし
たグループ担任制を実施しており、担任である教員と副担任である職員とがペアとなり協働して、10〜15名程度の学⽣グループを⽀援している。教員と
職員との情報共有は教務システムLiveCampusの学⽣カルテ機能を介して実施しており、この他、同システムによりグループ学⽣への連絡、出⽋状況・単
位取得状況確認等を⾏っている。また、電⼦ファイルにより学⽣調書の提出を学⽣に依頼しており、原則として、その内容にしたがって個別⾯談を実施
している。
教務での⾃⼰点検・評価においては、教務課から担任・副担任に「毎週送られてくる出⽋確認を元に、⽋席が続いた学⽣や⽋席数が３－４回に達する学
⽣に主に副担任が電話で注意喚起をしている。クラス担任や教職員が学⽣と⾯談を⾏った際には、学⽣カルテ「所⾒情報」に記録がされており、学⽣の
指導に役⽴っている」ことから、クラス担任・副担任制度による修学⽀援の⽬的をある程度達成していると判断している。ただし、学⽣カルテへの新⼊
⽣向け個別⾯談の結果⼊⼒状況等の確認は⾏っていないため、⼊学直後の⾯談結果については学⽣カルテへの⼊⼒状況を確認することが望ましいとして
いる。
全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣調書データの学⽣カルテへの⼊⼒状況（2021・2022年度新⼊学⽣）を確認した。この結果、2021年度は新⼊学⽣
551名中123名が未提出（約22％）、2022年度は新⼊学⽣555名中89名が未提出（約16％）となっていることから、教務課または教務委員会において、学
⽣調書の未提出者を可能な限り減らすような対応策を検討することが望ましいと判断した。

教務での⾃⼰点検・評価においては、修学⽀援に関して、学⽣の要望をどのように受け付けて対応しているかについて、具体的な事例に基づき確認した
結果、適切に対応している、と判断している【別Ⅷ2】。
全学⾃⼰点検・評価においては、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、修学⽀援に関する学⽣の要望受付と回答（フィードバック）の実施状況を確
認した。

学⽣からの要望・意⾒については、以下の窓⼝や⽅法にて受け付けている。
・学⽣課/教務課窓⼝にて受付。 ・学⽣相談室が専⽤フォーム/メール/電話にて予約受付。 ・クラス担任制度において、各担任/副担任が受付。
・各研究室において、各指導教員が受付。 ・9⽉から10⽉にかけて学⽣委員会が⾏う学⽣⽣活に関するアンケートにて受付。
・授業に対する学⽣の要望については、授業（評価）アンケートにて受付。
この他、「上級⽣による学⽣チューター制度を検討し、新⼊⽣が円滑に⼤学⽣活を過ごせるよう⽀援していきたい」としていることから、学⽣チュー
ターにより要望・意⾒の受付・収集を⾏い、その内容に基づき学⽣⽀援内容を改善していくような仕組みの検討が望まれる。

学⽣からの要望・意⾒については、原則、意⾒を受け付けた部署にて責任を持って対処している。ただし、例えば、学⽣課・教務課職員、学⽣相談室専
属のカウンセラー、クラス担任制度における担任・副担任、研究室における指導教員等で対処しきれない場合は、教学部次⻑もしくは学⽣課⻑が責任を
持って対処しており、場合によっては、学⽣部⻑や学⻑等を交えて対処内容を決定している。
学⽣⽣活アンケートで受け付けた要望・意⾒については、学⽣委員会にてそれらの対処内容を検討し審議決定しており、その結果はLiveCampusにて回答
している。また、授業（評価）アンケートにて受け付けた要望・意⾒については、教員個⼈で改善できるものは教員が改善（⾃主的に実施、または教務
部⻑からの改善指⽰により実施）し、⼤学（主に教学部）として対処すべき内容（例えば教室の環境など）については組織的に対応している。
なお、回答やフィードバックが適切なものであったかどうかについては学⽣にあらためて確認はしていないため、今後の検討が望まれる。

以上のとおり確認した結果、全学⾃⼰点検・評価においても、学⽣からの要望・意⾒を適切に受け付けて回答していると判断した。

教務での⾃⼰点検・評価においては、オンライン教育を⾏う場合の学習⽀援について、具体的な事例に基づき確認した結果、適切に対応している、と判
断している【別Ⅷ2】。
全学⾃⼰点検・評価においては、教務での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、オンライン教育を⾏う場合の学習⽀援の実施状況を確認した。

2020年度は新型コロナウイルス感染症への対応として、オンラインで授業を実施しており、その際、学習⽀援の⼀環として、主要な講義⽤教室において
は、ハイフレックス授業を実施できるような設備（Zoomを利⽤するためのノートパソコン、Webカメラ，その他関連設備）、⾶沫防⽌パネル、消毒液・
除菌シート等を設置し、間隔を開けて着席する等の注意喚起を掲⽰してソーシャルディスタンスを確保する等の対応を実施した。この他、Zoomの利⽤が
初めてである学⽣への⽀援として、学期開始前に通信環境確認のためのテスト配信（Zoom）を⾏い、⼀部の授業では、Zoom配信を録画し、授業動画の
再視聴機会を与える、等の対応を実施した。さらに、⽐較的に安価なＷｉ-Ｆｉ環境のモデル機器を学⽣に周知する、何らかの事情により⾃宅でオンライ
ン授業を受けられない学⽣（たとえば、⽬が疲労してスマホのディスプレイを⻑時間⾒ることに耐えられないなど）のために、⼤学の教室の⼤型スク
リーンで授業を視聴できるようにする、等の対応により、学⽣の通信環境に配慮した。

以上のとおり確認した結果、全学⾃⼰点検・評価においても、オンライン教育を⾏う場合の学習⽀援について適切に対応していると判断した。

チェック項⽬１の４．クラス担任・副担任制度は適切に運⽤されているか（学⽣カルテ、学⽣調書の運⽤も含む）。

チェック項⽬１の５．修学⽀援に関して、学⽣の要望をどのように受け付けて、対応しているか。

《学⽣からの要望・意⾒受付》

《要望・意⾒への回答・フィードバック》

チェック項⽬１の６．オンライン教育を⾏う場合の学習⽀援を適切に⾏っているか。

《オンライン教育を⾏う場合の学習⽀援の実施状況》

B1179
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評価結果

全学的な観点から⾒た改善指⽰案
 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞各学部・学科、各研究科・専攻、教務関連事務局へ改善指⽰）

 改善の実施により、修学⽀援を適切に⾏うことができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策が⽰されていること。

 全学的な観点からの検証結果をもとにして、教育課程レベルへの、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

    ①学部・学科共通または固有の問題点  ②学部・学科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点
    ③研究科・専攻共通または固有の問題点 ④研究科・専攻間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点
    ⑤学部及び研究科全体で共通の問題点  ⑥学部・研究科間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点
    ⑦教務関連事務における問題点     ⑧教育組織・教務関連事務局間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点
[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

①

②

③

④
⑤
⑥

⑦

⑧

①

②

③
④
⑤
⑥

⑦

⑧

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ア．両学部においては、補習・補充教育を実施するための制度は適切に整備されていると判断できるが、オフィス・アワーや個別相談・⾯談、補習授
業・個別指導の実際の実施状況については各学科において把握していない。
イ．両学部のいくつかの学科においては、学習⽀援センターの利⽤や活⽤について、履修ガイダンスや個別⾯談の際に指導しているとしているが、具体
的な指導内容を⽰すようなものはなく、実際に利⽤したかどうか等のフィードバックも収集していない。
ウ．両学部（⼯学部）においては、学⽣アンケートにおいて「下位のクラスであるのに、レベルに合わせた指導が⾏われていない」等の指摘があった。
エ．両学部においては、成績が不振であると判断する基準値（GPA1.0未満、学科が定めた値未満）の設定が適切なものかどうかの検証を⾏っていない。
ア．機械⼯学科以外の学科については、補習教育を⾏う科⽬名称等を明⽰していない。
ア．両研究科においては、インターンシップ科⽬の設置はあるものの、それ以外の学⽣の社会的及び職業的⾃⽴につながる科⽬を設置しているは⼼理学
専攻のみという状況から、学部に⽐べてキャリア教育に注⼒しているとはいえない。

ア．学習⽀援センターにおいては、利⽤状況の集計結果報告を公表・周知しておらず、学習⽀援の実施状況を各学部学科等と共有していない。
イ．学習⽀援センターにおいては、⽇常的な学習相談及び学習⽀援セミナーのどちらについても利⽤者数が少ない。
ウ．教務関連事務について、現在、連絡が全くつかない学⽣への対応について、全学的に共有する⽅法等を明⽰していない。
エ．学⽣調書データの学⽣カルテへの⼊⼒状況については、2021年度は新⼊学⽣551名中123名が未提出（約22％）、2022年度は新⼊学⽣555名中89名
が未提出（約16％）となっており、新⼊学⽣全員の提出には⾄っていない。

ア．各学部学科におけるオフィス・アワーや個別相談・⾯談、補習授業・個別指導の実際の実施状況について把握するために、各学部教務委員会等にお
いて定期的に報告・把握するよう改善することが望ましい。
イ．ア．と同様に、各学部学科におけるオフィス・アワーや個別相談・⾯談、補習授業・個別指導の実際の実施状況について把握するために、各学部教
務委員会等において定期的に報告・把握するよう改善することが望ましい。
ウ．基礎教育センターや基礎科⽬担当教員間で学⽣の学⼒に応じた指導⽅法・内容等を検討・共有し、また、学⽣の理解度をどのように把握するか等も
検討して、学⽣の理解度を⾼めるという⽬的が達成できるよう改善することが望ましい。
エ．成績が不振であると判断する基準値（GPA1.0未満、学科が定めた値未満）の適切性に関して、各学部教務委員会等において⼀定期間の経年データに
基づく検証を⾏い、その結果に基づき、定期的に基準値の⾒直しを⾏う等の改善が望ましい。
ア．各学部教務委員会において、各学科補習教育の実施状況や学⽣への周知・情報発信状況等を確認、その結果に基づいて検討を⾏い、補習教育の実施
内容や明⽰・周知⽅法等を改善することが望ましい。
ア．キャリア⽀援センター及び就職課とのより⼀層の連携を図り、⼤学院⽣向けのキャリア教育体制の整備と実施を検討することが望ましい。

ア．以前と同様にして、利⽤状況の集計結果報告を⼤学HP及びニューズレターにおいて公表・周知して、各学部学科等と共有することが望ましい。
イ．学習⽀援センター⻑のリーダーシップの下で運営委員会を開催して、セミナーの開催時間帯の変更や⼤学院⽣及び学部学⽣を中⼼とした学⽣アドバ
イザー制度の導⼊等の利⽤促進案を検討し、基礎的な科⽬の学習が困難な学⽣をサポートするという⽬的をより⼀層達成できるよう改善することが望ま
しい。
ウ．教務課において、（他部署との連携も考慮しつつ）連絡が全くつかない学⽣への対応⽅法案を作成し、必要な審議決定を経たのち、全学的に周知・
共有・実施することが望ましい。
エ．教務課において、学⽣調書の未提出者を可能な限り減らすような対策案を検討することが望ましい。

ア．イ．ウ．エ．次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
ア．次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
ア．次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

ア．イ．ウ．エ．次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

なし
なし
なし

なし

なし
なし
なし

なし

なし
なし
なし

なし
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２．学⽣⽣活⽀援は適切に⾏われているか。

確認・検証結果の取りまとめ
[記⼊欄]

B1235

学⽣部⻑・学⽣課・留学⽀援センター・保健室（以下、「学⽣部⻑・学⽣課」）での⾃⼰点検・評価においては、「学⽣部⻑のリーダーシップの下、学
⽣関連事務局において、学⽣⽣活⽀援を適切に⾏っているか」の点検・評価項⽬（チェック項⽬１の１．〜５．）のすべての項⽬について、適切に⾏っ
ているまたはある程度適切に⾏っていると判断している【別シートⅧ表３－１】。また、学⽣相談室⻑・ハラスメント相談室⻑・相談員（以下、「相談
室」）での⾃⼰点検・評価においては、「学⽣相談室・学⽣ハラスメント相談室において、学⽣⽣活⽀援を適切に⾏っているか」のチェック項⽬１の１
．（６）「学⽣相談室による⽀援の⽬的（や⽬標）はどの程度達成できていると判断できるか」及びチェック項⽬１の２．（７）「学⽣ハラスメント相
談室による⽀援の⽬的（や⽬標）はどの程度達成できていると判断できるか」について、どちらもある程度達成できていると判断している【別シートⅧ
表３－２】。

全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価に基づき検証を⾏った。 ※以下、この記⼊欄中においては、例えば【別シート
Ⅷ表３－１】を根拠とする場合は【別Ⅷ3-1】と省略して記し、この他の場合においても同様とする。

学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価において、（１）学⽣の⼼⾝の健康、保健衛⽣及び安全等に関する⽀援（減免措置） （２）国内外の奨学⾦等
（⽇本⼈向け、留学⽣向け、ほか）※ 本学独⾃のもの以外 （３）本学独⾃の奨学⾦、奨励⾦、給付⾦等（⽇本⼈向け、留学⽣向け、ほか） （４）そ
の他（技術補助員⼿当、学会参加旅費補助、等）、の４つについて、それぞれの具体的な実施内容・状況を確認、（１）実施していない、（２）〜
（４）実施している、という結果から、学⽣に対する経済的⽀援を適切に実施していると判断している【別Ⅷ3-1】。
全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、学⽣の経済的⽀援の実施を確認した。

（１）学⽣の⼼⾝の健康、保健衛⽣及び安全等に関する⽀援（ここでは減免措置について）
実施なし。減免措置ではなく、本学独⾃の奨学⽣として採⽤して授業料を減免しているため。
（２）国内外の奨学⾦等 （⽇本⼈向け、留学⽣向け、ほか） ※ 本学独⾃のもの以外
・⽂部科学省外国⼈留学⽣学習奨励費（年額57.6万円１名予定） ・公益財団法⼈堀川隆⽂育英奨学⾦（年額48万円５名＋１名予定）
・ロータリー⽶⼭記念奨学⾦（⽉額10万円２名） ・JEES 留学⽣奨学⾦（⽉額４万円２名予定）
（３）本学独⾃の奨学⾦、奨励⾦、給付⾦等 （⽇本⼈向け、留学⽣向け、ほか）
・宗⽴宗⾨校奨学⽣（１⼈10万円５名予定） ・智⾹寺学園特別奨学⾦（１⼈10万円88名予定） 
・埼⽟⼯業⼤学奨学⽣（授業料等全額免除３名、授業料等半額免除９名、⼊学⾦相当額返還23名）
（４）その他（技術補助員⼿当、学科参加旅費補助、等）
・技術補助員⼿当の⽀給（博⼠後期院⽣１コマ４千円、博⼠前期・修⼠院⽣１コマ３千円、学部⽣１コマ２千円）
・学部⽣の学会発表にかかる旅費の⽀給（１名につき年間４万円を限度とし、宿泊費は１泊につき８千円以内。令和４年度３名計12万円）
・⼤学院⽣の学会等への参加にかかる旅費の⽀給（１名につき年間７万円を限度とし、宿泊費は１泊につき８千円以内。令和４年度16名計40.6万円）
・⼤学院⽣国際会議（海外）参加のための補助⾦（１名年間総額100万円を限度。令和４年度１名20万円）

以上の実施状況から、全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣に対する経済的⽀援を適切に実施していると判断した。

学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価において、（１）健康診断、保健室、安⼼・安全への配慮、保健衛⽣への配慮と指導、その他 （２）学⽣の相談
に応じる体制を適切に整備している、と判断できるか （３）ハラスメント（アカデミック、セクシャル、モラル等）の相談に応じる体制を整備してい
る、防⽌のための体制を整備している、と判断できるか、の３つについて、それぞれの具体的な実施内容・状況を確認した結果、（１）〜（３）のほと
んどの項⽬について適切に実施していることから、学⽣の⼼⾝の健康、保健衛⽣及び安全等に関する配慮、指導、相談を適切に実施していると判断して
いる【別Ⅷ3-1】。
全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、学⽣の⼼⾝の健康、保健衛⽣及び安全等に関する配慮、指導、
相談の実施状況等を確認した。

（１）健康診断、保健室、安⼼・安全への配慮、保健衛⽣への配慮と指導、その他
毎年、全学年を対象に健康診断を実施しており、直近の受診学⽣数割合は全学で89.85%と⾼い数値を⽰している。
学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価においては、「要検査学⽣の再検査報告数は103であるが、実施割合としては16.96%にとどまっており改善の余地
がある。今後は、再検査実施率を⾼めるべく学⽣のアナウンス等の改善に努めたい」としていることから、全学⾃⼰点検・評価においても、この点につ
いて、改善策の検討を⾏うことが望ましいと判断した。
保健室では、キャンパス内でケガや急病になった学⽣の応急処置を⾏っており、必要に応じて医療機関の紹介も⾏っている。また、来室者には消毒を⾏
うことで感染症対策を⾏い、メンタルヘルスケアとして、友⼈関係や、就職に対する悩み等で相談に来る学⽣にも対応、⾃殺対策としては、⼼配な学⽣
には良く話を聞く等、個別に注意しながら対応しており、保健衛⽣及び安⼼・安全への配慮、相談等にも対応している。
学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価においては、「⼤学ホームページで詳細の案内を⾏っていることもあり、令和３、４年度とも延べ２３９⼈が利⽤
しており、学内の認知度が⾼いことがわかる」としており、保健室を適切に運営している。
全学⾃⼰点検・評価においては、以下の対応・対策・指導について、学⽣⽣活関連事務局にて対応していることもあわせて確認した。
・交通安全講習会の実施（警察署による交通安全指導、飲酒事故防⽌） ・新⼊学⽣全員に配付するパンフレットによる注意喚起（飲酒、⾃殺、薬物乱
⽤、依存症、性暴⼒、消費者教育、アルバイト問題、ハラスメント、等） ・学⽣課に相談のあったハラスメントへの対応（学⽣間または教員対学⽣の
セクシャルまたはアカデミック・ハラスメントに対応済み）

（２）学⽣の相談に応じる体制を適切に整備している、と判断できるか。
学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価においては、「学⽣相談員には臨床⼼理⼠の資格を有する教職員を充て、年度ごとの利⽤者数、相談内容等は
学⽣委員会、教授会で報告」するという形で、学⽣相談室と学⽣課が連携しており、学⽣の相談に対応できる体制を適切に整備していると判断してい
る。
全学⾃⼰点検・評価においては、障がいのある学⽣に対する修学⽀援【記⼊欄B1170】でも確認した学⽣課と学⽣相談室との連携体制も勘案して、学⽣
の相談に応じる体制を適切に整備していると判断した。

（３）ハラスメント（アカデミック、セクシャル、モラル等）の相談に応じる体制を整備している、ハラスメント防⽌のための体制を整備している、と
判断できるか。
《学⽣相談室》
学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価においては、「学⽣相談員には臨床⼼理⼠の資格を有する教職員を充て、年度ごとの利⽤者数、相談内容等は学⽣
委員会、教授会で報告」するという形で、学⽣相談室と学⽣課が連携しており、学⽣の相談に対応できる体制を適切に整備していると判断している。
全学⾃⼰点検・評価においては、障がいのある学⽣に対する修学⽀援【記⼊欄B1170】でも確認した学⽣課と学⽣相談室との連携体制も勘案して、学⽣
の相談に応じる体制を適切に整備していると判断した。
《学⽣ハラスメント相談室》
学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価においては、「相談室に、学⽣ハラスメント相談室運営会議を置き、⼤学側との連携を図っている」という形で、
学⽣相談室と学⽣課が連携しており、学⽣の相談に対応できる体制を適切に整備していると判断している。また、「学⽣向けにパンフレットを作成し配
布するなど、相談室の周知に努める他、授業（福祉ビジネス論-⼼理学科開設授業）等でも説明を⾏っている」とし、ハラスメントやハラスメント防⽌に
ついての注意喚起を実施して、ハラスメント防⽌のための体制を適切に整備していると判断している。

以上の実施状況から、全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣の⼼⾝の健康、保健衛⽣及び安全等に関する配慮、指導、相談を適切に実施していると判断
した。

学⽣部⻑のリーダーシップの下、学⽣関連事務局において、学⽣⽣活⽀援を適切に⾏っているか
チェック項⽬１の１．学⽣に対する経済的⽀援を、どのように⾏っているか。

チェック項⽬１の２．学⽣の⼼⾝の健康、保健衛⽣及び安全等に関する配慮、指導、相談を、どのように⾏っているか。
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チェック項⽬１の３．学⽣の正課外活動を充実させるための⽀援は、どのように⾏っているか。

チェック項⽬１の４．学⽣⽀援に関して、学⽣の要望をどのように受け付けて、対応しているか。

チェック項⽬１の５．学⽣の交流機会を確保する等の措置を実施して、学⽣間の⼈間関係構築の促進に努めているか。

学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価において、（１）学⽣プロジェクト （２）ボランティア活動、地域貢献活動 （３）部活動、サークル、学⽣団
体活動、の３つについて、それぞれの具体的な⽀援内容・具体的な事例を確認、（１）〜（３）について、⽀援が⼗分で適切なものであったと判断して
いる【別Ⅷ3-1】。
全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、学⽣の正課外活動を充実させるための⽀援の実施を確認した。

（１）学⽣プロジェクト
学⽣の⾃主性・創造性の向上と、学⽣相互の交流の活性化を⽬的に、５⼈以上のプロジェクトグループを対象に１年間の⽀援⾦２０万円を上限に⽀援を
⾏っており、審査会において活動計画書に基づくプレゼンテーションを⾏い、厳正な審査により採⽤を決定している。具体的な事例︓「フィルムコンペ
プロジェクト」（令和4年度）、「⾃然環境保護プロジェクト」（平成23年度〜令和元年度）、「集まれ!! 科学実験教室プロジェクト」（平成21年度〜令
和元年度）等
（２）ボランティア活動、地域貢献活動
外部団体等から依頼のあったボランティア活動や地域貢献活動への協⼒依頼を、学⽣課から、学⽣会執⾏委員会、秋桜祭実⾏委員会等の学内学⽣団体
や、その他学内ボランティア団体や関連する学⽣プロジェクトグループ等に打診しており、ボランティア活動や地域貢献活動を推進している。
例︓ふかや桜まつり、深⾕ねぎまつり、深⾕市産業祭、ふかやシティハーフマラソン、⾦⼤星蔵びらき、彩の国ふれあいピック春季⼤会、ふかやシティ
ハーフマラソン、⾦⼤星蔵びらき、コンドリ―カフェハワイアンナイト、深⾕櫛引地区夏まつり等
（３）部活動、サークル、学⽣団体活動
学内施設の貸出や、学外の活動等の⽀援を⾏っている。
例︓⼤学祭の実⾏委員会である「秋桜祭実⾏委員会」、強化クラブである「サッカー部」、「バスケットボール部」、クラブ連合会⽂化会である「軽⾳
部」、「フレアバーテンディング部」等

以上の実施状況から、全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣の正課外活動を充実させるための⽀援を⼗分に実施していると判断した。

学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価において、（１）学⽣の要望をどの様に（どの様な⽅法で）受け付けて、回答（フィードバック）しているか、に
ついて、具体的な窓⼝、受付⽅法、回答⽅法等の具体的な事例を確認した結果、学⽣の要望を適切に受け付けて回答していると判断している【別Ⅷ3-1
】。
全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、学⽣⽀援に関して、学⽣の要望受付と回答やフィードバックの
実施を確認した。

学⽣からの要望・意⾒については、主に、９⽉から10⽉にかけて学⽣委員会が⾏う学⽣⽣活に関するアンケートにて受け付けている。アンケートの設問
内容の検討・⾒直し等についても学⽣委員会が実施している。また、アンケートの集計結果は学⽣委員会や教授会等に報告され、学⽣⽀援内容の改善の
ための⼀つの根拠資料となっている。
回答が必要な要望・意⾒に対しては、学⽣課から関係する部署に回答作成依頼を⾏い、それらをとりまとめた上で、教務システムLiveCampusにて回答を
学⽣に公開している。
具体的な対応事例︓スクールバスの増便、電⾞が遅延した時の対応、コンビニでの⽂房具の品ぞろえの改善、講義室のマイク⾳質の改善等

以上の実施状況から、全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣⽀援に関して、学⽣の要望を適切に受け付けて回答していると判断した。

学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価において、（１）学⽣の交流機会をどのように確保しているか、について、具体的な実施内容・状況を確認した結
果、学⽣間の⼈間関係構築を適切に促進していると判断している【別Ⅷ3-1】。
全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣部⻑・学⽣課での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、学⽣の交流機会確保の状況等を確認した。

（１）学⽣の交流機会
・地域の催事においての運営ボランティア（地域貢献やボランティア活動に興味を持ち、積極的に参加しようとする学⽣同⼠の交流機会。学⽣課関連）
・留学⽣もちつき⼤会（留学⽣と⽇本⼈学⽣との交流機会。学⽣課担当）
・学⽣プロジェクト（同じプロジェクトテーマに興味を持ち、積極的にプロジェクトに参加しようとする学⽣同⼠の交流機会。学⽣課担当）
この他、全学⾃⼰点検・評価においては、以下の交流機会についてもあわせて確認した。
・フレッシュマンキャンプ（学⽣課担当）
【⼤学HP「新⼊⽣フレッシュマンキャンプ」 https://www.sit.ac.jp/gakuseiseikatsu/support/living/#64247fb7 】

以上の実施状況から、全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣課が中⼼となって学⽣間の⼈間関係構築を適切に促進していると判断した。

健康診断について「要検査学⽣の再検査報告数は103であるが、実施割合としては16.96%にとどまっており改善の余地がある」

再検査実施率を⾼めるべく学⽣へのアナウンス等の改善が望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
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評価結果

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞学⽣⽣活関連事務局へ改善指⽰）

 学⽣⽣活⽀援を適切に⾏っていると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。

 全学的な観点からの検証結果をもとにして、教育課程レベルへの、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

   ①学⽣⽣活関連事務における問題点
   ②学⽣⽣活関連事務局内あるいは他部署との間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点
[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

なし

なし

なし
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３．進路⽀援は適切に⾏われているか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

全学的な観点から⾒た改善指⽰案 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞進路⽀援関連事務局へ改善指⽰）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

B1284
B1288

①

②

キャリア⽀援センター・就職委員会・就職課（以下、「キャリア・就職」）での⾃⼰点検・評価においては、「進路に関する⽀援を適切に⾏っている
か」の点検・評価項⽬のすべての４項⽬について、適切に⾏っている（達成している）またはある程度適切に⾏っている（達成している）と判断してい
る【別シートⅧ表４－２】。

全学⾃⼰点検・評価においては、キャリア・就職での⾃⼰点検・評価に基づき検証を⾏った。 ※以下、この記⼊欄中においては、例えば【別シートⅧ
表４－２】を根拠とする場合は【別Ⅷ4-2】と省略して記し、この他の場合においても同様とする。

全学⾃⼰点検・評価において、進路に関する⽀援を適切に⾏っているかについての確認表（１）【別Ⅷ4-1】とキャリア・就職での⾃⼰点検・評価に基づ
き、キャリア⽀援センター及び就職課の業務実施状況を確認した。

キャリア⽀援センターで実施している進路⽀援業務︓
 ① キャリア教育に関すること。（キャリア・デザイン科⽬の開講、正課外にチームワークやリーダーシップを養う研修を実施）
 ① 就職活動⽀援に関すること。（⼤⼿企業受験を⽬指す3年⽣を対象とした⾯接特訓会を開催）
 ② 進路・就職相談に関すること。（2021年度は1186回、2022年度は656回の進路指導⾯談を実施）
 ③ インターンシップに関すること。（進路指導⾯談の中でインターンシップに関する相談に応じている）
 ④ 就職先の開拓及び求⼈相談に関すること。（９〜12⽉の期間を中⼼に、内定通知の御礼と、来年度採⽤計画の聞き取りで企業訪問）
 ⑤その他学⽣のキャリア⽀援に関すること。（IT企業の研修部⾨に依頼し、全学科の学⽣を対象としたITパスポート資格取得講座を開講）

就職課で実施している進路⽀援業務︓
 ① 求⼈情報を獲得するための渉外に関すること。（「求⼈受付のご案内」を作成し、年内に企業へ郵送し求⼈依頼を⾏っている）
 ① 求⼈情報の整備に関すること。（求⼈情報は、3⽉から本学専⽤サイト（SAIKOナビ）を通じて学⽣に情報公開している）
 ③ 学⽣の就職相談（カウンセリング）、学⽣への指導、求⼈紹介等に関すること。（キャリアカウンセラーが週５⽇、３⼈常駐）
 ④ 就職ガイダンス、就職活動⽀援講座等のセミナー実施に関すること。（就職課が講師の就職ガイダンス、外部講師による就職活動準備講座）
 ⑤ 業界研究セミナー、企業研究セミナー等の実施に関すること。（業界研究セミナー年10回程度、企業研究セミナー６⽇間）
 ⑥ 履歴書写真の撮影等の⾏事実施に関すること。（希望者対象に事前予約制で実施）
 ⑦ インターンシップに関すること。（インターンシップガイダンスを実施。実習先の相談、実習⼿続き等）
 ⑧ 就職実績の学内共有、官公庁への報告、学外への広報に関すること。（⽉次内定率⼀覧表を共有、官公庁調査対応、⼤学HP等での情報発信）
 ⑨ 就職委員会等の関係会議に関すること。（2021年度は年4回実施、2022年度は年2回実施。対⾯実施）
 ⑩ キャリア⽀援センター・就職課の庶務に関すること。（2022年度10⽉以降は就職課の事情により担当していない）

全学⾃⼰点検・評価において、キャリア・就職での⾃⼰点検・評価に基づき、キャリア⽀援センター及び就職課・就職委員会の構成と運営状況を確認し
た。
キャリア⽀援センターにおいては、進路に関する⽀援業務を適切に遂⾏するために、「常に⺠間企業出⾝の実務家教員が構成員の過半数を担っており、
その数は講義・研修等を実施する負荷を踏まえて⼗分な⼈員配置が⾏われている。」として、適切な⼈員配置を⾏っていると判断している。また、同セ
ンターの運営に当たっては、学科の就職委員と緊密な連絡を図って運営しており、同センター規程に定めているような、就職委員会との連携による運営
とはしてないため、現状にあわせて、同センター規程の改正により改善を図るとしている。

全学⾃⼰点検・評価において、キャリア・就職での⾃⼰点検・評価に基づき、就職委員会の運営状況を確認した。
就職委員会については、全学的な合同就職委員会として年間２回〜４回程度開催しており、特に就職⽀援に関する事項を審議している。
主な審議事項︓
・研究指導教員との連携による就職⽀援（卒業年次学⽣に関する指導の連携、就職⽀援への協⼒）
・就職活動中の学⽣への就職⽀援（⽋席届の扱いについて，卒業後の留学⽣に対する在留資格変更の⽀援）
・ほか
キャリア⽀援センターとの連携については、就職委員会として連携はしていないが、各就職委員が個々に連携を図って就職⽀援を推進している。

全学⾃⼰点検・評価において、キャリア・就職での⾃⼰点検・評価に基づき、学⽣からの要望受付と回答状況を確認した。
実際に学⽣の要望を受け付けている⽅法については「主に、窓⼝やグーグルフォームアンケート、個別⾯談」となり、基本的に電話連絡により回答して
いる。将来の就職活動を⾒据えて、担当就職課職員と学⽣がお互いのことを認識することを主な⽬的として、電話を使⽤している。例えば、就職ガイダ
ンス後に実施しているアンケートで、就職活動に対する不安を訴えた学⽣に対しては、担当学科の就職課職員が個別に電話して対応している。⼀⽅で、
「企業研究セミナー参加企業に対して、学⽣から要望がある場合は、課内で検討し次年度に活かすこととしている。」とし、柔軟な要望受付と対応を実
施している。
回答やフィードバックが適切であったかどうかを学⽣本⼈には確認していないが、その後の就職課利⽤状況から、適切な回答やフィードバックであった
ことが伺われ、学⽣の要望を適切に受け付けて回答した結果であるとしている。

以上の実施状況から、全学⾃⼰点検・評価においては、キャリア⽀援センター及び就職課がある程度の連携を図りながら委員会等を適切に運営し、学⽣
からの要望や学⽣へのフィードバックに基づいて担当業務を改善しながら、進路に関する⽀援を適切に⾏っていると判断した。

キャリア⽀援センターとしては、同センター規程の改正を検討しており、就職委員会との連携ではなく、各就職委員との連携という内容への変更を予定
している。

《進路⽀援業務の実施状況》

《キャリア⽀援センターの構成と運営》

《就職委員会の運営》

《進路⽀援に関する学⽣からの要望受付と回答・フィードバック》

 進路⽀援を適切に⾏っていると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。

 全学的な観点からの検証結果をもとにして、教育課程レベル（キャリア⽀援センター・就職課）への、改善指⽰案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。

改善箇所の指摘
   ①進路⽀援関連事務における問題点
   ②進路⽀援関連事務局内あるいは他部署との間で調整・整備して、⽅法・状況・状態を揃えるべき点

なし
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具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

＜ 学⽣⽀援に関する⽅針＝『ビジョン』の学⽣⽀援戦略 ＞

 以上の検証の過程・結果を取りまとめて下の記⼊欄に⼊⼒。その内容から「学⽣⽀援に関する⽅針」に基づき、学⽣⽀援の体制を整備しているかどうかを判断する。

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

①

②

①
②

なし

なし

現状に合わせて改正することだけを⽬的とせず、キャリア⽀援センターと就職委員会との協議の上で、連携⽅法・⽅針等の⾒直しも含めて改正すること
が望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

学部各学科・研究科各専攻での⾃⼰点検・評価においては、「『ビジョン』の「学⽣⽀援に関する⽅針」に沿って修学⽀援を⾏えるような体制を整備し
ているか」の点検・評価項⽬ついて、全学部学科・全研究科専攻が、適切に⾏っているまたはある程度適切に⾏っていると判断している【別シートⅧ表
５－１】。
全学⾃⼰点検・評価においては、修学⽀援を適切に⾏っているかどうかの確認・検証結果のとりまとめ【記⼊欄B1158〜B1179】で確認した⽀援の実施
内容及び運⽤状況から、『ビジョン』の学⽣⽀援戦略である「本学は、仏教精神を基盤に学⽣⼀⼈ひとりが意欲を持って学業や課外活動に取り組むこと
ができる環境を整備し、学習⽀援、学⽣相談、ハラスメント相談、障害者⽀援、経済的⽀援等の⽀援を充実させ、相互の⼈格を尊重し合い切磋琢磨しな
がら学べる教育環境を確⽴します。」という⽅針に基づき、⽀援を実施するような体制を整備していると判断した。

学⽣部⻑・学⽣課・留学⽀援センター・保健室での⾃⼰点検・評価においては、以下の体制整備の点検・評価項⽬すべてについて、適切に整備している
と判断している【別シートⅧ表５－３】。
・学⽣相談室と学⽣課（学⽣委員会）とが連携をして、学⽣の相談に対応できる体制を適切に整備しているか。
・学⽣ハラスメント相談室と学⽣課（学⽣委員会）とが連携をして、学⽣の相談に対応できる体制を適切に整備しているか。
・ハラスメント防⽌のための体制を適切に整備しているか。
また、学⽣相談室⻑・ハラスメント相談室⻑・相談員での⾃⼰点検・評価においては、「相談室規程」第９条に定める他部署・外部機関との情報共有と
⾏動連携について、これを実施するための体制をある程度適切に整備していると判断している【別シートⅧ表５－３】

全学⾃⼰点検・評価においては、学⽣⽣活⽀援を適切に⾏っているかどうかの確認・検証結果のとりまとめ【記⼊欄B1235〜B1249】で確認した⽀援の
実施内容及び運⽤状況から、『ビジョン』の学⽣⽀援戦略である「本学は、仏教精神を基盤に学⽣⼀⼈ひとりが意欲を持って学業や課外活動に取り組む
ことができる環境を整備し、学習⽀援、学⽣相談、ハラスメント相談、障害者⽀援、経済的⽀援等の⽀援を充実させ、相互の⼈格を尊重し合い切磋琢磨
しながら学べる教育環境を確⽴します。」という⽅針に基づき、⽀援を実施するような体制を整備していると判断した。

キャリア⽀援センター・就職委員会・就職課での⾃⼰点検・評価においては、「キャリア形成⽀援を⾏うための体制を、適切に整備しているか」の点
検・評価項⽬について、ある程度適切に整備していると判断している【別シートⅧ表５－４】。

全学⾃⼰点検・評価においては、進路⽀援・就職⽀援を適切に⾏っているかどうかの確認・検証結果のとりまとめ【記⼊欄B1284〜B1288】で確認した
⽀援の実施内容及び運⽤状況から、『ビジョン』のキャリア・就職⽀援戦略である「本学は、学⽣の社会的・職業的⾃⽴を⽀援するため、教員組織の
キャリア⽀援センターと、職員組織の就職課を設置しています。その両部⾨が密接に連携して、学⽣が希望進路を叶えられるよう、学⽣の就業⼒強化に
取り組みます。また、各学科の教員によって構成される就職委員会との密な情報交換により、⼿厚い就職⽀援を学⽣に提供します。」という⽅針に基づ
き、⽀援を実施するような体制を整備していると判断した。

修学⽀援及び学⽣⽣活⽀援については、修学⽀援を適切に⾏っているかどうかの確認・検証結果のとりまとめ【記⼊欄B1158〜B1179】及び、学⽣⽣活
⽀援を適切に⾏っているかどうかの確認・検証結果のとりまとめ【記⼊欄B1235〜B1249】で確認した⽀援の実施内容及び運⽤状況から、『ビジョン』
の学⽣⽀援戦略である「本学は、仏教精神を基盤に学⽣⼀⼈ひとりが意欲を持って学業や課外活動に取り組むことができる環境を整備し、学習⽀援、学
⽣相談、ハラスメント相談、障害者⽀援、経済的⽀援等の⽀援を充実させ、相互の⼈格を尊重し合い切磋琢磨しながら学べる教育環境を確⽴します。」
という⽅針に基づき、⽀援を実施するような体制を整備している。
また、進路に関する⽀援・就職⽀援については、進路⽀援・就職⽀援を適切に⾏っているかどうかの確認・検証結果のとりまとめ【記⼊欄B1284〜
B1288】で確認した⽀援の実施内容及び運⽤状況から、『ビジョン』のキャリア・就職⽀援戦略である「本学は、学⽣の社会的・職業的⾃⽴を⽀援する
ため、教員組織のキャリア⽀援センターと、職員組織の就職課を設置しています。その両部⾨が密接に連携して、学⽣が希望進路を叶えられるよう、学
⽣の就業⼒強化に取り組みます。また、各学科の教員によって構成される就職委員会との密な情報交換により、⼿厚い就職⽀援を学⽣に提供します。」
という⽅針に基づき、⽀援を実施するような体制を整備している。

以上のことから、全学⾃⼰点検・評価においては、修学⽀援、学⽣⽣活⽀援、進路に関する⽀援・就職⽀援を含む学⽣⽀援の実施・運⽤体制を適切に整
備していると判断した。

４．「学⽣⽀援に関する⽅針」に基づき、学⽣⽀援の体制を整備している、と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

評価結果

評価結果

評価結果

（４）検証結果まとめ 

（１） 修学⽀援の体制を整備している、と判断できるか。

（２） 学⽣⽣活⽀援の体制を整備している、と判断できるか。

（３） 進路に関する⽀援の体制を整備している、と判断できるか。

 適切に整備していると判断できる。 ⇒ 判断の理由・根拠等を、下の記⼊欄１に具体的に⼊⼒。

 適切に整備していると判断できる。 ⇒ 判断の理由・根拠等を、下の記⼊欄１に具体的に⼊⼒。

 適切に整備していると判断できる。 ⇒ 判断の理由・根拠等を、下の記⼊欄１に具体的に⼊⼒。

 学⽣⽀援の体制を整備していると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。

[記⼊欄１]

[記⼊欄１]

[記⼊欄１]

＜ 学⽣⽀援に関する⽅針＝『ビジョン』の学⽣⽀援戦略 ＞

＜ 学⽣⽀援に関する⽅針＝『ビジョン』のキャリア・就職⽀援戦略 ＞
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Ⅸ．教育研究等環境について＿８①②③④⑤⑥
---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■

■ チェック項⽬２ ■

 全学的な観点から、学⽣の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための⽅針
（整備⽅針）を明⽰している、と判断できるか。

 全学的な観点から、整備⽅針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運動場等の教育研究活動に必要
な施設及び設備を整備している、と判断できるか。

１．学⽣の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための教育研究環境に関する⽅針（整備⽅針）を設
定・明⽰し、学内で共有しているか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 法⼈本部へ改善提案）

２．教育研究環境に関する⽅針（整備⽅針）に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運動場等の教育研究活動に必要な施設及
び設備を整備しているか。

確認・検証結果の取りまとめ

[記⼊欄]

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

法⼈本部での⾃⼰点検・評価においては、今回の⾃⼰点検・評価時には整備⽅針は策定していなかったが、令和５年度（2023年度）には以下の整備⽅針
を⽴案し、理事会の承認を得ており、今後、⼤学HPにて外部に公開、学内教職員に対しても周知を⾏い、情報の共有化を図るとしている【別シートⅨ表
１】。
整備⽅針︓
埼⽟⼯業⼤学は、「SAIKO将来計画中⻑期ビジョン2021-2027」に⽰す建学の精神と教育の理念に基づき、⼤学院および学部の各専攻および各学科が定
める教育研究上の⽬的を実現するため、教育研究環境の整備に関する⽅針を次の通り定める。
１．施設・設備の整備
（１）⼤学設置基準に適合する教育研究上必要でかつ⼗分な校地、校舎を配置し、施設および設備の維持管理を⾏うとともに、安全性、利便性、衛⽣⾯
を考慮した教育研究環境の整備に努める。
（２）将来計画中⻑期ビジョンに基づき、計画的に施設・設備の整備を進める。
２．情報環境の整備
（１）教育・研究・地域連携・社会貢献に必要でかつ⼗分なICT環境を整備する。
（２）情報セキュリティーを遵守する体制および規程を整備して情報の保全と管理を⾏うとともに、情報倫理を教職員および学⽣に周知する。
３．研究環境の整備
（１）研究活動を推進するため、学内外の競争的研究資⾦の獲得を⽀援する。
（２）プロジェクト予算を活⽤して、本学が戦略的な研究分野として位置づける研究テーマに対する研究資⾦の⽀援を⾏う。
４．研究倫理遵守体制の整備
（１）研究倫理およびコンプライアンスを遵守するよう規程を整備し、必要な⼿続きを教職員に周知する。
（２）研究費不正使⽤および研究活動における不正⾏為を防⽌するため、教職員および学⽣を対象とした研修を定期的に⾏う。

全学⾃⼰点検・評価においては、上の整備⽅針の内容と今後の公表・情報共有スケジュール等から、学⽣の学習や教員による教育研究活動に関して、環
境や条件を整備するための⽅針（整備⽅針）を策定しており、今後、明⽰することができる、と判断した。

教育研究環境＿法⼈チェックシートにおいて、整備⽅針を「⼤学ホームページ上で公開の予定。教員に対しては協議会で説明したのち、各部局⻑より教
授会で説明を⾏い、事務職員に対しては、まず部課⻑会議で説明を⾏ったのち、さらに部課⻑より各課の職員に説明することで情報の共有化を図る予定
である。」としているので、この通りの改善案とする。

整備⽅針を、⼤学ホームページ上で公開して外部に周知を図り、教員に対しては協議会で説明後に各部局⻑より教授会で説明し、事務職員に対しては部
課⻑会議で説明後に部課⻑より各課職員に説明して情報の共有化を図るよう改善することが望ましい。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

法⼈本部の⾃⼰点検・評価においては、整備⽅針はないが、整備⽬的・⽬標に基づき、教育研究活動に必要な施設や設備を整備・維持管理しているかど
うかを、具体的な事例に基づき確認をしている【教育研究活動＿法⼈チェックシート】。

全学⾃⼰点検・評価においては、法⼈本部の⾃⼰点検・評価において⽰された具体的な事例に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運動場等の教育
研究活動に必要な施設及び設備を整備しているかを確認した【別シートⅨ】。

 改善実施により、教育研究活動の環境・条件整備のための⽅針（整備⽅針）を明⽰できると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に判断の根拠及び改善
策が⽰されていること。

①

①

①

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）
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《教育研究等環境（施設、設備等）の整備、維持管理の事例》

《安全及び衛⽣を確保することを⽬的とした事例》

《教職員及び学⽣の健康障害の防⽌等を⽬的とした健康管理業務等の事例》

《バリアフリーへの対応や、学⽣の快適性・利便性に配慮したキャンパス環境の整備の事例》

ア．1つの建物に機能を集約して、活発な実験・実習・研究が⾏えるようにすることを⽬的に、機械⼯学科の実習棟５号館（昭和36年建築）、7号館（昭
和38年建築）、8号館（昭和39年建築）の耐震改築を⾏い、新実習棟として今までの実習棟の機能を集約した34号館を新築した。

イ．主な新築・改修⼯事の事例︓建物等の状態に合わせ、優先順位を考え、計画的に事業計画を構築して、予算編成及び予算執⾏を適切に⾏っている。
2023年度 エレベーターリニューアル⼯事、2022年度 34号館機械⼯学科総合実験実習棟新築、7.8号館跡地に学⽣駐⾞場新設、29・30号館空調設備更
新⼯事、 2021年度 2号館屋上外壁クラック補修⼯事、 2020年度 21号館屋根及び3F空調設備更新⼯事、等

ウ．主な事務改善等の事例 ︓事務改善事項等の計画として、現在より、更により品質が向上することに⼿を加え、業務時間も短縮でき、なおかつ理解度
が増す書類作成に対して、予算編成及び予算執⾏を適切に⾏っている。
2023年度 学⽣便覧・施設案内図の改訂、2022年度 建物竣⼯図の電⼦化 (1部を除く)、等

エ．適切な環境衛⽣の維持管理を⽬的とした事例︓
⽇常の教室等の換気、空調設備における温度調節、室内照明を全てLEDに変更、⾷堂内の害⾍駆除、設置基準に基づいた飲料⽔等の⽔質確保、建物内の
⽇常清掃におけるゴミ収集（毎⽇）、年⼀度⾏われる定期清掃（教室、廊下等の床ワックスをはじめ、天井のクモの巣や屋上の排⽔ドレン周辺の清掃な
ど、管財課担当者が業者に指⽰して実施）、厚⽣労働省指針値が定めた化学物質を含有しない建材の使⽤を推進して室内の空気環境測定を実施、等

オ．全ての学⽣・教職員がインターネット回線を利⽤し、快適に講義、研究、職務を進⾏出来ることを⽬的とした事例︓
2021年度に埼⽟⼯業⼤学-SINETさいたまDC間を10Gbpsでイーサーネット接続が可能となるように対応。また、コロナ禍においてハイフレックス授業等
でクラウドサービスへの遅延が発⽣していたため、上位機種の10Gbpsへ対応したFirewall装置へ更改。

カ．学⽣の学習環境に影響を及ぼす建物や設備の破損を早急に修繕することを⽬的とした事例︓
管財課では、毎年、夏期休業期間が終了する9⽉中旬頃から、学内施設の緊急度の⾼い修繕事項を計画次年度に向けて準備している。また、⼤学キャンパ
ス内を快適に過ごすことができるよう敷地内清掃や新型コロナウイルス感染対策の消毒、雑草除去、整えられた樹⽊の景観等、また建物内では、エント
ランス周辺の整備、廊下等の内壁の塗装、トイレ内の万全な環境衛⽣等に努めている。
令和元年度〜令和3年度にかけて、清掃では除去できないトイレのタイル床を景観や維持管理しやすい塗料を選定して塗装を実施。特にトイレ環境は、衛
⽣的なトイレの普及や⼿洗い習慣を促進する衛⽣環境を維持して、時代環境に合わせ、和式トイレは順次、節⽔型洋式トイレにリフォームして⾏くこと
を予定。今後の課題として、⾮接触で⼿洗いできる節⽔型⾃動⽔栓の普及を検討中。

キ．省エネの観点や電気代の削減を⽬的とした事例︓
2022年度に、⼤学キャンパス内の教室、実験室、演習室等を蛍光灯からLEDに交換、サッカー場、ラグビー場、野球場のグラウンド照明を⽔銀灯から
LEDに変更。今後の課題として、⾝近な⾃然エネルギーで温暖化対策の⼿段として優れた性能を持つ太陽光発電等、貴重な資源を有効に使⽤するための
⽅策を検討。

ク．耐震化率100％も⽬標とした整備計画の事例︓
本学が深⾕市と災害協定書を締結していることから、2021年度の耐震化率89％を2022年度には95％と改善。2025年度には耐震化率100％となることを⽬
標として整備していく計画。

ア．学内安全の観点より、衛⽣委員会委員による学内の危険個所の確認、防災⾯の避難経路・防⽕扉の周囲の確認、避難経路の確保、衛⽣⽤品の不備が
無いか等の学内パトロールを定期的に実施。避難経路の確保では、⾮常⼝付近に荷物が置いていないか、扉がきちんと開閉するかなどを確認し、荷物等
が置いてある場合には移動するよう注意喚起をするなど、学内の安全衛⽣に努めている。

イ．キャンパス内の危険個所の定期的確認、警告表⽰の掲⽰を実施。危険個所があるとの連絡がある場合、管財課で当該場所の確認と警告表⽰の掲⽰を
⾏い、早急に復帰できるよう対応を進めている。

ウ．環境衛⽣を良好に保つために、管財課及び衛⽣委員会では学内の定期的な衛⽣確認を実施。近年では、コロナ禍において、ソーシャルディスタンス
を保つための処置、また学内の⽯鹸を⾮接触タイプのものへ交換などの改善策を実施。各課で協⼒し、学内各所⼊⼝に体温計の設置、消毒⽤品の設置、
⾶沫予防のパネルを設置、常に学内清掃と消毒を実施。また、新型コロナウイルスの５類移⾏後においても、⼿指の消毒、換気の徹底を継続している。

エ．⼯作機械や実験装置等に対する安全装置など、学⽣や教職員の危険⼜は健康障害を防⽌するための処置を実施。溶接加⼯室や⼀部実験室では、酸素
⽋乏事故防⽌のため酸素検知警報器を設置、緊急時には警報と通報機能により学⽣や教職員の安全を確保。機械加⼯エリアについては、安全通路幅を２.
5ｍ確保しており、学⽣の移動や台⾞を使⽤した機器の移動などや重量⼯作機械の移動なども⾏える環境として整備している。

ア．教職員の健康障害の防⽌等を⽬的に、毎⽉、衛⽣委員会を開催している。衛⽣⾯で緊急の審議等がある場合には、臨時委員会（メール審議を含む）
を開催し、早急な対応を進めている。判断が困難な場合には、最終的に産業医の意⾒を求めるなど、的確な対応を進めている。また、衛⽣委員会での要
望事項が発⽣した場合は、審議し、学内理事会へ要望書を提出し、教職員の健康及び学内の環境改善に努めている。

イ．教職員については、毎年10⽉に健康診断及びストレスチェックを実施。健康診断実施時期に衛⽣委員会から健康意識を⾼めるパンフレット等を配布
し、⾃⾝の健康について考える啓発活動を⾏っている。また、健康診断結果が受診勧奨以上の教職員に対し、⼆次検診受診の勧奨をすすめている。健康
の悩みに関し、気軽に相談できるよう看護師による相談受付を⾏っている。特にストレスチェックに関しては、チェック後に結果は関係なく相談を受け
付け、産業医との⾯談を⾏っている。

ウ．令和5年4⽉、キャンパス内の全⾯禁煙を実施。この全⾯禁煙に向けて、１年前から学⽣課及び衛⽣委員会が禁煙啓発活動を⾏ってきた。いくつかの
事例として、全⾯禁煙計画の⽬的キャッチフレーズ告知、また外部講師を招いて、「禁煙セミナー」をオンライン及び対⾯のハイフレックス⽅式で開催
した。新⼊学⽣に対しては、⼊学時オリエンテーションで学内全⾯禁煙のお知らせとともに、喫煙しないよう啓発活動を⾏った。

エ．令和3年8⽉に新型コロナウイルス感染症の職域接種を⾏った。⼤学学⽣及び教職員、またその家族等、⼤学関連業者に近隣住⺠へも対象を広げ、感
染拡⼤の防⽌のみならず、地域社会に対しても貢献した。また季節性インフルエンザワクチン接種の学内接種を⾏ってきたが、近年はコロナ禍で3密を避
ける理由から、インフルエンザ予防接種を受ける場合は、補助⾦を⽀払うことで、インフルエンザ感染予防対策を⾏った。

ア．令和3年度と4年度の2年間にわたり、⽂部科学省私⽴学校施設整備補助⾦を申請し、はじめに機械⼯学科総合実験実習棟2階建てを改築し、その後、
⽼朽化した機械⼯学科実習⼯場等の建物を取り壊した。改築した機械⼯学科総合実験実習棟のエントランスは、全て段差をなくし、その他、⽞関から1階
事務室迄の間、床に点字ブロックをはじめ、⾃動ドア、⾝障者対応エレベーター、通路を広く取り安全確保できる空間を作った。また建物を取り壊した
跡地には、広⼤なスペースを利⽤してすべての通路に階段を設けず、緩やかなスロープを設備し、段差のない収容台数124台の⼤駐⾞場を設けた。その
うち⾝障者⽤駐⾞スペース2台分を移動しやすい建物寄りに設備した。

イ．令和3年度管財課の事業計画により、19、22、24、27号館の⼀部を和式トイレから洋式トイレに本体を交換した。具体的には、19号館2〜4F男⼦各1
ヵ所、22号館2〜3F男・⼥⼦各1ヵ所、22号館4F男⼦1ヵ所、24号館地下男・⼥⼦各2ヵ所、27号館3F男⼦1ヵ所の合計13ヵ所を実施.

ウ．令和3年度に29号館東から30号館北エントランスに向かう途中の通路に段差があり、つまずく事案があったため、段差を無くす⼯事をした。

エ．令和3年度から⾞椅⼦を乗せることができる⾃動運転バスで⼤学から岡部駅間の送迎を試⾏し、令和4年度から週2回本格的に⼤学と岡部駅間の送迎
バスとして始動した。
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《学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境の整備の事例》

図書館サービス、学術情報サービスを提供するための体制を整えているか。また、それらは適切に機能しているか。
チェック項⽬１の１．図書資料の整備と図書館利⽤環境の整備を、どのように⾏っているか。

ア．教職課程において、電⼦⿊板・プロジェクター・タブレット端末等のICT機器と、可動式学習机を備えた教室を整備し、学⽣の模擬授業を中⼼に利⽤
している。ホームベース型の可動式学習机は様々な⼈数で組み合わせが可能で、グループディスカッション等学⽣の⾃ら学ぶ姿勢をサポートする環境と
して整備した。

図書紀要委員会・学術情報課（以下、「図書館」）での⾃⼰点検・評価においては、チェック項⽬１「図書館サービス、学術情報サービスを提供するた
めの体制を整えているか。また、それらは適切に機能しているか」の点検・評価項⽬１．（１）４）「（前略）学術情報資料を適切に整備している、と
判断できるか」及び（５）「（前略）図書館利⽤環境を適切に整備している、と判断できるか」について、どちらもある程度適切に整備できていると判
断している。点検・評価項⽬２．〜４．では、図書館・学術情報サービスを提供するための専⾨的知識を有する職員を含む⼈員を適切に配置して、学⽣
の⾃主的な学習を促すための環境を整備しており、学⽣及び教員の図書館利⽤を効果的に促進している、と判断している。以上の⾃⼰点検・評価の結果
から、図書館による教育研究活動⽀援の⽬的はある程度達成することができていると判断している【別シートⅨ表３】。

全学⾃⼰点検・評価においては、図書館での⾃⼰点検・評価に基づき検証を⾏った。 ※以下、この記⼊欄中においては、例えば【別シートⅨ表３】を
根拠とする場合は【別Ⅸ3】と省略して記し、この他の場合においても同様とする。

図書館での⾃⼰点検・評価において、（１）図書、学術雑誌、電⼦情報等の学術情報資料の整備 （２）NIIが提供する学術コンテンツや他図書館との
ネットワークの整備 （３）学術情報へのアクセスに関する対応 （４）学⽣の学習に配慮した図書館利⽤環境（座席数、開館時間等）の整備、の４つ
について、それぞれの具体的な実施内容・状況を確認した結果から、図書利⽤環境をある程度適切に整備していると判断している【別Ⅸ3】。
全学⾃⼰点検・評価においては、図書館での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、図書資料の整備と図書館利⽤環境の整備状況を確認した。

（１）図書、学術雑誌、電⼦情報等の学術情報資料の整備
１）過去２年程度の期間に受け⼊れた図書は、2021年度に2,593冊（所属︓図書 296,835冊）、2022年度に2,854冊（所属︓図書 296,687冊）となってお
り、教員が中⼼となって選書したものを中⼼として、図書館職員がシラバスや貸出状況を参考に選書したもの、学⽣からリクエストがあったもの等で蔵
書を構成している。図書館職員が選書したものとしては、例えば、2023年度から、⼤学内において「TOEIC Listening & Reading IPテスト」団体⼀括受
験申込の受付が開始することから英語⼒を⾝に付けるための⽀援として購⼊した多読⽤の図書（120冊）等がある。なお、図書館での⾃⼰点検・評価に
おいて、「図書の選書について、教員と専任職員で選書しているが、教員からの選書が⼀部の教員に偏っている」としていることから、偏りのない選書
として適切な構成の蔵書とすることが望ましいと判断した。
学⽣や教職員の利⽤促進を⽬的として、学⽣が「図書館にあったらいいなの本」を推薦でき、教職員が「『学⽣に薦めたい本』・『図書館に置きたい
本』」を推薦できる機会を設けており、年度内に２回（前期１回、後期１回。それぞれ推薦限度は１⼈５冊）実施している。2021年４⽉〜2022年３⽉の
間に推薦された図書（698冊）の57％が同期間に２回以上貸出しされていることから、学⽣や教職員の利⽤を促進していると判断できる。

２）過去２年程度の期間に受け⼊れた学術雑誌は、2021年度に747種（電⼦ジャーナル利⽤可能1,921タイトル）、2022年度に740種（電⼦ジャーナル利
⽤可能1,895タイトル）となっており、洋雑誌の価格が⾼騰する中、購読タイトルや購読⽅法の⾒直し等により、提供タイトル数の維持を図っている。ま
た、図書館での⾃⼰点検・評価において、「雑誌については、令和4年度の契約⾒直しにより、教員が必要とする論⽂を⼊⼿しやすくなった」としてお
り、教員の利⽤を促進するような整備の⾒直しを実施していると判断できる。

３）過去２年程度の期間に受け⼊れた電⼦情報資料は、2021年度にDB等４種、2022年度にDB等５種となっている。例えば、2022年度においては、朝⽇
新聞クロスサーチ（新聞記事）、Bookplus（図書出版データ）、Magazineplus（雑誌論⽂データ）、KOD（オンライン辞書）、D1-Law.com現⾏法規検
索DBの５種が利⽤可能であった。図書館での⾃⼰点検・評価においては、「電⼦書籍の購⼊を進める」としていることから、今後の電⼦情報資料の整備
による利⽤促進が期待される。

評価結果

確認・検証結果の取りまとめ

１．図書館（学術情報課）や学術情報サービスを提供する体制について確認・検証

 改善実施により、整備⽅針に基づき、教育研究活動に必要な施設・設備を整備できると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改善策
が⽰されていること。

[記⼊欄]

②

②

②

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 法⼈本部へ改善提案）
[記⼊欄２] 改善案
整備⽅針については、整備⽅針を明⽰しているかどうかの確認・検証結果の取りまとめのとおり、すでに検討されており、理事会にて承認が済んでい
る。今後、外部・内部に周知する予定としている。

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）
[記⼊欄]

⼤学ホームページ上で公開して外部に周知を図り、教員に対しては協議会で説明後に各部局⻑より教授会で説明し、事務職員に対しては部課⻑会議で説
明後に部課⻑より各課職員に説明して情報の共有化を図るよう改善することが望ましい。

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）
[記⼊欄]

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬３ ■
全学的な観点から、図書館や、学術情報サービスを提供するための体制を整備しており、また、それらが

適切に機能している、と判断できるか。
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（２）NII（国⽴情報学研究所）が提供する学術コンテンツや他図書館とのネットワークの整備
１）過去２年程度の期間における、NIIが提供する学術コンテンツの整備状況や利⽤状況については、NACSIS-CATによる書誌データ等の登録、⽬録所在
情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）に参加し、他⼤学との⽂献複写・相互貸借サービスの実施、CiNii Research / CiNii Books サービス等を利⽤している
他、JAIRO Cloudを利⽤した機関リポジトリ「埼⽟⼯業⼤学学術研究成果コレクション」の運⽤（学内発⾏紀要、先端科学研究所アニュアルレポート、
博⼠論⽂等の公開。2022年度末登録件数623件）も実施しており、NIIが提供する学術コンテンツやサービスを利⽤できるような整備を適切に⾏っている
と判断できる。

２）過去２年程度の期間においては、以下のような連絡会、協議会、コンソーシアムに参加しており、他図書館とのネットワークを整備し、利⽤してい
る。
・私⼯⼤懇話会図書館連絡会（⾸都圏13私⽴理⼯系⼤学）加盟
・３⼤学図書館連絡会（ものつくり⼤学 / ⽴正⼤学（熊⾕図書館））加盟館
・埼⽟県⼤学・短期⼤学図書館協議会 加盟
・⼤学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）加盟
例えば、私⼯⼤懇話会図書館連絡会においては、年に数回、幹事校とその他の会場校で会議を⾏い情報交換や図書館⾒学を⾏う等を実施しており、ま
た、加盟図書館間では、相互利⽤サービスである⽂献複写の料⾦について特別な価格設定（モノクロ30円）を⾏っている。

（３）学術情報へのアクセスに関する対応
学術情報へのアクセスのために、図書館HPを整備しており、蔵書検索（OPAC）、データベース、電⼦ジャーナルへのリンク、機関リポジトリ「埼⽟⼯
業⼤学研究成果コレクション」等にアクセスできるようになっている【 ⼤学図書館HP https://www.sit.ac.jp/toshokan/ 】。
また、学⽣が⾃分⾃⾝で、的確で効率的なアクセスを実現するために、学⽣向けのガイダンスを実施している。具体的には、教員からの申込制で⾏う新
⼊⽣向けの図書館利⽤ガイダンスと、３年・４年・⼤学院⽣向けの⽂献検索ガイダンスを定期的に実施している。この他、⼼理学科より、２年⽣に向け
たガイダンスの申し込みがあり、教室に出張してガイダンスを実施する等の要望にも対応している。
過去２年程度の期間における、ガイダンスの実施は以下のとおりで、2021年度についてはコロナ禍の影響により実施回数が減少している。
・新⼊⽣向けガイダンス 2021年度０件、2022年度８件
・⽂献探索ガイダンス 2021年度２件、2022年度10件
・⼼理学科出張ガイダンス 2021年度１回、2022年度１回
図書館の⾃⼰点検・評価においては、「これまで新⼊⽣向けの図書館利⽤ガイダンスを実施していない学科については、具体的に必修などの授業で1年⽣
全員が受講できそうな授業の候補案も提案した。この結果、令和5年度は情報システム学科以外の4学科でガイダンスが実施されることになった」として
おり、学⽣側における、学術情報への的確で効率的なアクセスのためのスキルアップを積極的に推進していると判断でき、評価できる。

（４）学⽣の学習に配慮した図書館利⽤環境（座席数、開館時間等）の整備
図書館の閲覧席数は2022年度において251席を整備しており、収容定員の10％以上の座席を確保している。また、授業期間中の開館時間を9:00〜20:00と
して、５時限⽬が終了する18:30以降にも利⽤可能としており、学⽣の学習に配慮した利⽤環境を整備している。今後は、2021年６⽉に図書館⼊り⼝に
設置した出席管理システムのデータ等を分析・利⽤して、座席使⽤状況や５時限⽬以降の利⽤状況等を把握し、学⽣の学習により配慮した図書館利⽤環
境の整備に取り組むことが望ましい。
その他の配慮として、2021年５⽉に、蔵書検索⽤PC１台をカウンター横に移動して、⼊館時にすぐ蔵書検索を⾏う事ができる上、カウンター担当者への
利⽤⽅法問い合わせ等もスムーズに⾏えるように整備している。

以上の（１）〜（４）の内容について、図書館での⾃⼰点検・評価においては、図書館利⽤環境をある程度適切に整備しているが、設備に改善すべきと
ころがある、としており、以下の点を挙げている。
・閲覧室の⼀部のみでも電源付きのテーブルに更新する。
・コピー機を更新する。
・電⼦書籍を導⼊する。選定や利⽤促進について教員と連携する。
これらの改善すべき点について、全学⾃⼰点検・評価においては、それぞれの改善の⽬的・⽬標を明確にして取り組むことが望ましいと判断した。

図書館での⾃⼰点検・評価において、（１）学⽣及び教員の利⽤に配慮した⼈員（職員）の配置 （２）図書館サービス、学術情報サービスを提供する
ための専⾨的な知識を有するものの配置、の２つについて、それぞれの具体的な状況を確認した結果から、適切に専⾨的知識を有する図書館職員を配置
していると判断している【別Ⅸ3】。
全学⾃⼰点検・評価においては、図書館での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、図書館への⼈員配置状況を確認した。

（１）学⽣及び教員の利⽤に配慮した⼈員（職員）の配置
（２）図書館サービス、学術情報サービスを提供するための専⾨的な知識を有するものの配置
図書館においては、学術情報課職員２名（内専任職員１名が司書資格を保有）、業務委託職員５名（全員が司書資格を保有）の⼈員で運営している。司
書資格を保有する専任職員については、私⼯⼤懇話会図書館連絡会や私⽴⼤学図書館協会、その他図書館関係団体が主催する研修会、講演会に積極的に
参加し、専⾨的知識の資質向上に努めており、また、業務委託職員のリーダーには、他⼤学図書館経験者を配置して、専⾨的知識に基づく図書館・学術
情報サービスの提供を実施している。
図書館での⾃⼰点検・評価においては、「当初はスタッフの交代が頻繁にあったが、過去2年においてはスタッフの交代はなく定着している。専任職員と
業務委託リーダーを中⼼に情報共有や相互に協⼒し合い、よりよい図書館になるよう業務を⾏って」おり、適切に⼈員を配置しているとしていることか
ら、全学⾃⼰点検・評価においても、専⾨的な知識を有する職員を適切に配置して、図書館・学術情報サービスを提供していると判断した。

図書館での⾃⼰点検・評価において、（１）学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境や設備（ラーニング・コモンズ等）の図書館内での整備、につい
て、具体的な整備状況や利⽤促進状況を確認した結果から、学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境を整備していると判断している【別Ⅸ3】。
全学⾃⼰点検・評価においては、図書館での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境整備状況を確認した。

学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境整備として、図書館１階に利⽤者⽤パソコンを16台設置、館内に無線LAN環境を整備している。また、２階に
はラーニング・コモンズを整備している【図書館チェックシート記⼊欄B101】。
全学⾃⼰点検・評価においては、今後は、無線LAN環境やラーニング・コモンズの整備によって、どのように学⽣の⾃主的な学習を促進することができ
ているのかを把握し、学⽣の⾃主的な学習をより促進するような環境整備を⽬指すことが望ましいと判断した。

図書館での⾃⼰点検・評価において、施設や環境の整備により、学⽣及び教員の図書館利⽤が効果的に促進された事例が複数あると判断している【別Ⅸ3
】。
全学⾃⼰点検・評価においては、図書館での⾃⼰点検・評価の結果に基づき、学⽣及び教員の図書館利⽤が、施設や環境の整備により効果的に促進され
た事例を確認した。

チェック項⽬１の２．図書館サービス、学術情報サービスを提供するための専⾨的な知識を有するものの配置を、どのように⾏っているか。

チェック項⽬１の３．学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境整備を、どのように⾏っているか。

チェック項⽬１の４．図書資料の整備と図書館利⽤環境の整備、専⾨的知識を有する⼈員の配置、学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境整備によ
り、学⽣及び教員の図書館利⽤が、効果的に促進されているか。
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図書館での⾃⼰点検・評価においては、次の２つの事例を挙げている。また、これとは別に、今後、施設や環境の整備により効果的に促進するための改
善案も２件挙げている。

事例１︓シラバス図書のデータを⼊⼿し、網羅的に収集し、配架した。
事例２︓１階の視聴覚資料コーナーを、ほとんど利⽤されていないビデオテープを中⼼とした資料から、学⽣と教職員のお薦め図書コーナーとしたこと
で、３階⼊り⼝⼊ってすぐの書架から1階に移り、学⽣の⽬に触れやすくなった。
改善案１︓コンセントのついたテーブルへの⼊替
改善案２︓２階にある３部屋の書庫を整理し、静謐な環境での学習だけではなく、グループ学習など多様な学習ニーズに応えられる施設へ

全学⾃⼰点検・評価においては、事例１・２のどちらについても、図書館利⽤の効果的促進を具体的に確認できないことから、今後は、利⽤者のデータ
やアンケート調査等によるデータに基づき⾃⼰点検・評価することが望ましいと判断した。なお、改善案１・２については、
それぞれの改善の⽬的・⽬標を明確にして取り組むことが望ましいと判断した。

図書館での⾃⼰点検・評価において、「学校法⼈智⾹寺学園埼⽟⼯業⼤学図書館規程」第２条＝図書館による教育研究活動⽀援の⽬的（や⽬標）はある
程度達成できていると判断している【別Ⅸ3】。

以上の検証結果から、全学⾃⼰点検・評価においては、図書館や学術情報サービス提供体制を整備しており、適切に機能させていると判断した。

情報委員会・情報基盤センター（以下、「情報基盤」）での⾃⼰点検・評価においては、チェック項⽬１「教育研究活動に必要な施設及び設備を整備し
ているか」の点検・評価項⽬のすべての３項⽬について、及び、チェック項⽬２「教育研究活動を⽀援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の
促進を図っているか」の点検・評価項⽬のすべての項⽬について、ある程度適切に整備していると判断している。また、チェック項⽬３「教職員及び学
⽣における情報倫理の確⽴を図るため、どのような取り組みを⾏っているか」においては、具体的な取り組みの実施状況を確認している【別シートⅨ表
４】。

全学⾃⼰点検・評価においては、情報基盤での⾃⼰点検・評価に基づき検証を⾏った。 ※以下、この記⼊欄中においては、例えば【別シートⅨ表４】
を根拠とする場合は【別Ⅸ4】と省略して記し、この他の場合においても同様とする。

情報基盤での⾃⼰点検・評価においては、情報基盤が管轄するPC実習室のPC/WS（総台数695台）について、以下のとおり整備実績を⽰している。
１．2022年５⽉ 3048⼤学院演習室 ワークステーション 13台を更改。
２．2022年６⽉ 3036PC実習室 学⽣⽤PCの搭載メモリを増強。
３．2023年１⽉ 2224PC実習室&2225PC実習室 ワイヤレスマイク環境の改善⼯事を実施。
４．2023年３⽉ 2224PC実習室&2225PC実習室２⾯プロジェクタースクリーン⽤に映像制御装置を更改。
今後の整備については、「CADやCGなどの⾼負荷アプリを使⽤するには、供与ノートパソコンの性能では不⼗分なため、当該アプリは情報基盤センター
のPCを使⽤している。そのため，これらのアプリを使⽤する情報基盤センター管轄のPC実習室・CAD室を優先してデスクトップPCやワークステーショ
ン(WS)の更改を⽴案する」としており、計画的に整備改善を実施していると判断できる。また、教育研究活動の活性化の推進のために、ハイフレックス
授業⽤の貸出⽤ノートPCや、PC実習室・CAD室等に配備したマイク・カメラ設備等の活⽤を促している【別Ⅸ4】。

情報基盤での⾃⼰点検・評価においては、教育研究活動に必要なネットワーク環境・設備について、以下の通り整備実績を⽰しており、これらの整備に
より、ハイフレックス授業対応、遅延が少なくかつ信頼性の⾼いネットワークの構築、無線LANへのアクセスポイント増加によるストレスのないネット
ワーク利⽤環境を実現している。
１．2021年５⽉ SINET(WAN回線) 10Gbps化
２．2021年10⽉ Firewall装置リプレース
３．2022年３⽉ 34号館 機械⼯学科総合実験実習棟ネットワーク新設
４．2023年３⽉ 既存全学無線LANアクセスポイントリプレース1期⼯事
５．2023年３⽉ 24号館(⼤乗殿)ネットワーク・映像⾳声ケーブル整備⼯事
今後の整備については、既存全学無線LANアクセスポイントリプレース２期⼯事や認証基盤EOLに伴うリプレース⼯事を2023年度に予定しており、計画
的に整備改善を実施していると判断できる【別Ⅸ4】。

情報基盤での⾃⼰点検・評価においては、情報セキュリティの確保への配慮について、以下の通り実施状況を⽰しており、学⽣及び教職員が⾃ら情報セ
キュリティを確保した状態で、教育研究活動を活性化できるよう、講習会やセミナーを実施して啓蒙に努めている。
１．新⼊⽣オリエンテーションでネットワーク利⽤講習会を実施 する。
２．ネットワーク利⽤講習会内でIPA［情報処理推進機構］の映像で知る情報セキュリティを放映し、啓蒙活動を⾏う。
３．教職員を対象に情報セキュリティオンラインセミナーを実施する。2021年、2022年に実施。
また、今後の改善策として、以下の通り具体的な提案を⽰しており、計画的に改善を実施していると判断できる【別Ⅸ4】。
１．2023年度にCSIRTを⽴ち上げる。教職員や学⽣に対する情報セキュリティ教育・講習会開催について組織として取り組むことを⽬的とする。
２．経営者層向けのセキュリティセミナーを実施。
３．情報漏洩検知サービスを導⼊。情報漏洩を早急に検知して、対応することを⽬的とする。

チェック項⽬１の５．図書館による教育研究活動⽀援の⽬的（や⽬標）はどの程度達成できていると判断できるか。

《情報委員会・情報基盤センター》

チェック項⽬１の１．教育研究活動に必要なICT機器、備品等を⼗分に整備しているか。

チェック項⽬１の２．教育研究活動に必要なネットワーク環境・設備等を⼗分に整備しているか。

チェック項⽬１の３．教育研究等環境を安全で安定した状態に保ち、教育研究活動の活性化を促すような、「情報セキュリティの確保」について、⼗分
に配慮しているか。

評価結果

１．情報基盤センター、教務関連事務局等、先端科学研究所各センター、ものづくり研究センター、⾃動運転技術開発センター
（以下、「教育研究活動⽀援・整備部署グループA」）について確認・検証

確認・検証結果の取りまとめ

 図書館や学術情報サービス提供体制を整備しており、適切に機能させていると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されているこ
と。

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬４ ■
 全学的な観点から、教育研究活動を⽀援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図ってい
る、と判断できるか。

[記⼊欄]
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チェック項⽬２の１．オンライン授業を実施する教員への技術的な⽀援体制を適切に整備しているか。

チェック項⽬３ 教職員及び学⽣における情報倫理の確⽴を図るため、どのような取り組みを⾏っているか。

《教育関連事務局（教務課等）》

Ⅷ．チェック項⽬１の１．教育研究活動に必要なICT機器、備品等を⼗分に整備しているか。

Ⅷ．チェック項⽬１の２．個⼈情報の保護・管理や情報セキュリティの確保について、⼗分に配慮しているか。

Ⅷ．チェック項⽬１の３．学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境を整備しているか。

Ⅷ．チェック項⽬２の１．オンライン授業を実施する教員への技術的な⽀援体制を適切に整備しているか。

《先端科学研究所各センター、ものづくり研究センター、⾃動運転技術開発センター》

情報基盤での⾃⼰点検・評価においては、オンライン授業を実施する教員への技術的な⽀援について、以下の通り整備状況を⽰しており、これらにより
教育研究活動の促進を図っている。
１．2020年４⽉︓ オンライン授業⽤アプリZoomを導⼊。これに合わせてZoom利⽤講習会を対⾯及びオンラインで実施（講師は本学専任教員、対象は⾮
常勤講師を含む全教員）。
２．オンデマンド授業サポートの実施。学習⽀援センター⽤学⽣向けオンデマンド授業コンテンツの作成サポート（動画ファイルの作成・調整。学内共
有ドライブを⽤いた動画の開⽰）。動画作成数は、2020年度153本、2021年度10本、2022年度7本となり、合計170本を作成した。
なお、現状においては対⾯授業を中⼼とした授業形態となっているため、Zoom利⽤の頻度は少なくなっているものの、今後についても、Zoomライセン
ス契約及び利⽤・導⼊サポート体制を継続するとしており、⽀援体制の適切な整備に努めていると判断できる【別Ⅸ4】。

情報基盤での⾃⼰点検・評価においては、情報倫理の確⽴を図るための取り組みについて、以下の通り実施状況を⽰している。
１．教職員を対象とした標的型メール訓練ツールの活⽤︓
（１）2020年度の取り組み︓ 教職員約150名を対象（理事⻑、学⻑を含むすべての教職員）として、フィッシング対策訓練ツールを利⽤し開催期間内に
偽メールを送信、疑似攻撃を⾒抜けなかった対象者にeラーニングによる研修を実施。
（２）2021年度の取り組み︓ ⾮常勤講師を含めた全ての教職員約300名を対象（理事⻑、学⻑を含む）に、１）と同様に実施。
２．主に学⽣を対象として、デジタルサイネージを利⽤したパスワード使いまわしによる危険性への注意喚起。
３．情報基盤センターセキュリティ講習会の開催︓
（１）2021年度の取り組み︓教職員約150名を対象（理事⻑、学⻑を含むすべての教職員）に、外部講師による講演「⼤学教職員として想定される情報
セキュリティの注意すべき問題点(個⼈情報保護を含む)、メール、 SNS、違法ソフトウェアを使⽤することによって、起こりうるトラブルや対処法な
ど」を開催。
（２）2022年度の取り組み︓教職員約150名を対象（理事⻑、学⻑を含むすべての教職員）に、外部講師による講演「IPAの情報セキュリティ10⼤脅威
2022をメインに個⼈情報保護法等について」を開催。

以上の検証から、全学⾃⼰点検・評価においては、情報委員会・情報基盤センターが、教育研究活動に必要な施設及び設備を整備し、教育研究活動を⽀
援する環境や条件を適切に整備して、教育研究活動の促進・推進を図っていると判断した。

教務部⻑・教務課・学習⽀援センター（以下、「教務」）での⾃⼰点検・評価においては、Ⅷ．チェック項⽬１「教育研究活動に必要な施設及び設備を
整備しているか」の点検・評価項⽬の２項⽬について、及び、Ⅷ．チェック項⽬２「教育研究活動を⽀援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動
の促進を図っているか」の点検・評価項⽬のすべての項⽬について、適切にまたはある程度適切に整備・配慮していると判断している。また、Ⅷ．
チェック項⽬１「学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境を整備しているか」の点検・評価項⽬のすべての項⽬について、整備していると判断してい
る【別シートⅨ表５】。

全学⾃⼰点検・評価においては、教務での⾃⼰点検・評価に基づき検証を⾏った。 ※以下、この記⼊欄中においては、例えば【別シートⅨ表５】を根
拠とする場合は【別Ⅸ5】と省略して記し、この他の場合においても同様とする。

教務での⾃⼰点検・評価においては、教務課による整備の状況について、以下のとおり⽰している。
・ほぼすべての教室にプロジェクター、スクリーンまたは電⼦⿊板（電⼦情報ボード）を設置
・講師⽤ノートパソコンやWebカメラ、⾳声ミキサーなどのオンラインやはフレックス授業の実施に必要な機器をほぼすべての教室に常設
・新設したICTセミナールームに、電⼦⿊板や学習活動ソフトウェアが⼊ったタブレットなどを設置
また、教育研究活動の活性化の推進のために、ICT機器や備品等の活⽤を促してはいないため、今後の改善案として、どのようなニーズがあるのかを探る
ために学⽣にアンケートを実施する、教員及び学⽣⽤としてICT機器の仕様書を作成・設置して、教員及び学⽣がICT機器等を使⽤しやすい環境を整える
等の⼿段を検討している。

教務での⾃⼰点検・評価においては、個⼈情報の保護・管理や情報セキュリティの確保について以下のとおり対応しており、⼗分に配慮していると判断
している。
・教務課で管理する電⼦データについては、特定の職員が学内ネットワークのみからアクセスできるファイルサーバーに保管して、漏洩や外部からの攻
撃に対して対策を講じている（ファイアウォールあり）。
・教務課で管理する紙データに関しては、保管する資料ごとに保管期間を定め、保管期間を過ぎた資料は、学内でシュレッダーまたは業者委託で破棄し
ている。
・教務課で管理する個⼈情報が⼊った紙やデータ（USB等）を学外に持ち出すことを原則禁じている。

教務での⾃⼰点検・評価においては、学⽣の⾃主的な学習を促進するための環境整備として、以下の整備を⽰している。
１．専任教員ごとにオフィス・アワーを設け、学⽣が質問や相談に⾏ける機会を確保している。
２．学習⽀援センターを設置し、学⽣の復習や学び直しのための活⽤を促している。

教務での⾃⼰点検・評価においては、オンライン授業を実施する教員への技術的な⽀援について、以下のとおり⽰しており、授業期間開始前・授業期間
中の技術的な⽀援体制を整備していると判断している。
１．授業期間開始前に説明会を実施し、オンライン授業に関して技術的な⽀援をしている。
２．授業期間中も問い合わせ先を明確にし、随時技術的な⽀援を⾏っている。

以上の検証から、全学⾃⼰点検・評価においては、教育関連事務局（教務課等）が、教育研究活動に必要な施設及び設備を整備し、教育研究活動を⽀援
する環境や条件を適切に整備して、教育研究活動の促進・推進を図っていると判断した。

先端科学研究所各センター、ものづくり研究センター、⾃動運転技術開発センター（以下、「研究・開発系センター」）それぞれでの⾃⼰点検・評価に
おいては、「センターの業務・活動の⽬的・⽬標はどの程度達成できているか」の点検・評価項⽬について、すべての研究・開発系センターが、⼗分に
またはある程度⽬的・⽬標を達成できていると判断している。また、研究・開発系センターそれぞれが規程に定める業務の実施状況についても、ほとん
どのセンターにおいて、規定している業務の８割以上を実施していると判断している。さらに、研究・開発系センターへの⼈員配置については、すべて
の研究・開発系センターが、適切またはある程度適切な配置であると判断している【別表Ⅸ表６】。

全学⾃⼰点検・評価においては、研究・開発センターそれぞれでの⾃⼰点検・評価に基づき検証を⾏った。 ※以下、この記⼊欄中においては、例えば
【別シートⅨ表６】を根拠とする場合は【別Ⅸ6】と省略して記し、この他の場合においても同様とする。
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１．科学と仏教思想研究センター

２．国際交流研究センター

３．産学官交流センター

４．臨床⼼理センター

（１）教育研究活動状況
 １）研究会の定期的な開催・運営︓
  ５、７、９、11、２⽉の原則最終⾦曜⽇にオンラインで研究会を実施（過去2年）。学内外の有識者による講演と質疑応答・議論を実施。
 ２）講演会、シンポジウムの開催・運営︓
  過去2年は、コロナ感染状況を鑑み、公開セミナー（対⾯）の開催は⾒合わせ、研究会（オンライン）に変更した。
 ３）活動成果の公表・出版︓『科学と仏教思想』2022［宮澤正順先⽣頌寿記念論集］を刊⾏した（2023年3⽉）
 ４）端科学研究所『アニュアルレポート』における「科学と仏教思想」研究センター活動報告
 ５）先端科学研究所『アニュアルレポート』第20号（2022年3⽉）における「研究紹介」に宮井（センター⻑）が寄稿
 ６）研究⽀援員として、学外の真⾔宗僧侶・⾦井弘應⽒に研究会の運営等を⽀援してもらっている（資料︓同⽒活動報告書）

（２）教育研究活動の促進・推進を図っているか
 １）年に５回の研究会（オンライン）を開催し、科学と仏教思想について学内外の先端研究者を含めた学術交流の推進を図っている。

（１）教育研究活動状況
 １）提携校との間の研究者交流、学⽣交流︓
 ２）共同研究⽀援、各種国際会議及びシンポジウムの開催・運営︓
  2021年度よりダナン⼤学とのオンラインシンポジウムを実施。2021年度は各⼤学３件ずつの研究発表を⾏い，52アカウントのアクセスあり。
  2022年度は各⼤学2件ずつの研究発表を⾏ったほか，交流活動活性化に向けたフリーディスカッションを実施，57アカウントのアクセスあり。
 ３） 客員研究員、特別研究員の受⼊︓新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏により実施なし。
 ４）短期留学などの⽀援︓新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏により実施なし。
 ５）上記１）〜４）の実施を検討する上での情報収集
 ６）海外の⼤学からの問い合わせ（提携の検討）等に対応

（２）教育研究活動の促進・推進を図っているか
 １）ダナン⼤学とオンラインシンポジウムを実施し、海外の⼤学・研究機関との国際交流を推進。本学で⾏われた初の国際オンラインシンポジウムで
あり、その中で、今後の交流活性化に対するディスカッションを実施、今後の国際交流について前向きな結論を得ることができた。
 ２）ダナン⼤学とのオンラインシンポジウムにおいて、海外の⼤学・研究機関との共同研究を推進。シンポジウム参加の各⼤学が研究紹介を実施、各
⼤学で扱っている研究活動内容を相互に理解し、共同研究の可能性を検討した。特に第２回となった2022年度においては、第１回の交流内容を⽣かして
共同研究の推進につながる分野に対する研究紹介を実現した。

（１）教育研究活動状況（過去２年分程度）
 １）技術移転に関する業務︓「AE法の計測評価に関する技術指導」ほか22件を実施。
 ２）⼈材交流に関する業務︓先端科学研究所協⼒会の運営
 ３）技術開発⽀援に関する業務︓「シリコーンゴム表⾯修飾法の開発」ほか37件を実施
 ４）産学官交流に係わる催事への出展
 ５）視察および研修の受け⼊れ

（２）教育研究活動の促進・推進を図っているか
 １）令和３年先端科学研所協⼒会講演会を開催したことで、本学と深⾕商店街連合会が包括協定を結ぶに⾄った。その後、情報社会学科本吉准教授と
連合会の活動として、商品開発を⾏っている。今後は、産業界や地域⾃治体とのより密接な連携を通じて科学技術⾯での⽀援を強化し、学術交流の推進
を図るために、⼯場⾒学を実施（最下位）する予定。
 ２）DEEP VALLEY Agritech Award 2022(福島副学⻑、審査員参加)   、美⾥町と埼⽟⼯業⼤学との連携協⼒ 、アイサンテクノロジー株式会社との連携
協定により、産業界や地域⾃治体とのより密接な連携を通じた科学技術⾯での⽀援を強化し、共同研究の推進を図った。例えば、企業であるアイサンテ
クノロジーにおいては、この連携協定をもとに課題が⾒出され、共同研究・受託研究に進展している。

（１）教育研究活動状況
 １）⼀般外来者を対象とした⼼理相談︓
  2021年度の⾯接延べ回数は621回、新規インテーク件数は31件。2020年度の⾯接延べ回数は556回、新規インテーク件数は25件。
 ２）⼤学院⼈間社会研究科⼼理学専攻に在籍する⼤学院学⽣の⼼理臨床に関わる実習︓
  2021年度は、受付電話対応45件（内インテーク予約33件）インテーク⾯接陪席5件、ケース担当6件、スーパビジョン17回。
  2020年度の受付電話対応41件（内インテーク予約21件）インテーク⾯接陪席9件、ケース担当11件。
 ３）学部学⽣の臨床⼼理に関する教育︓学部授業（⼼理演習）を後期に実施。
 ４）臨床⼼理にかかわる現職者の研修及び研究・ケース担当のための研究員の受⼊れ︓
  2021年度はケース担当のための研究員（2022年度3⽉31⽇まで）を１名受⼊れ。
 ５）⼼理学における実践的研究︓⾏なっていない。
 ６）講演会、研究会、研修会等の開催︓
  2021年度の⼼理学セミナー４回（申し込み延べ⼈数110名）。
  2020年度の⼼理学セミナーは、コロナ対策のために中⽌。

（２）教育研究活動の促進・推進を図っているか
 １）臨床⼼理に関する教育研究の推進を図り、その成果を、埼⽟⼯業⼤学臨床⼼理センター年報に⽰して公表している。
 ２）年４回の⼼理学セミナーを実施して、教育研究活動の成果を社会に還元している。

B2695
B2696
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５．AI研究センター

６．ものづくり研究センター

７．⾃動運転技術開発センター

（１）教育研究活動状況
 １）AIの研究に関すること︓
  ・機械学習に関するテンソルネットワークのための、理論的研究とアルゴリズム開発--国⽴研究開発法⼈理化学研究所共同研究
   (科研︓研究課題/領域番号 20H04249 2020-04-01〜2024-03-31)
  ・脳計測信号処理のためのテンソル分解理論の構築と脳死判定並びにBCIへの応⽤
   (科研: 研究課題/領域番号 18K04178 2018-04-01 – 2023-03-31)
  ・学術雑誌への研究発表  ・脳波を⽤いた福祉技術の開発  ・⾃動運転技術の開発 ほか
 ２）産業界や地域⾃治体との⼈材交流に関すること︓
  ・国⽴研究開発法⼈理化学研究所との連携（科研︓研究課題/領域番号 20H04249 2020-04-01〜2024-03-31)
  ・埼⽟県AI・IoTコンソーシアム⼊会  ・AI研究センター講演会の実施
 ３）技術開発⽀援に関すること︓チェロ演奏家の須⽥千⾹良さんに対する、⾳楽に反応するロボットに関する⽀援

（２）教育研究活動の促進・推進を図っているか
 １）⼤学と最寄り駅間のスクールバスとして、⼤型⾃動運転バス（レインボーⅡ）を⼀部の運⾏に導⼊。先進的な研究・開発の成果である⼤型⾃動運
転バスを通学（通勤）時に利⽤することで、学⽣及び教職員に、AI 技術の応⽤を実際に体験させ、全学的なAI研究推進を図っている。
 ２）外部講演者を招き、学内でAI研究センター講演会を開催する等の⼈材交流を通じて、AI研究に関する学術交流及び共同研究の推進を図っている。
なお、産学官コーディネーターを通して、企業・団体等からAI技術に関しての問い合せがあることから、問い合わせ内容とAI研究センターでの研究内容
とのマッチング（共同研究等）を検討し、より⼀層の教育研究活動の促進・推進を図る予定としている。
 ３）産学官による共同プロジェクト「⼋ッ場スマートモビリティプロジェクト」に参画し、⾃動運転・運航による⽔陸両⽤バスの開発と、ソフトウェ
アおよびシステムの設計・開発を実施している。

（１）教育研究活動状況
 １）ものづくりの研究に関すること︓レドックスフロー電池関連（実験実証機を設置し2020年３⽉より稼働、実証実験を継続中）
 ２）産業界や地域⾃治体との⼈材交流に関すること︓レドックスフロー電池関連の技術交流（産業界︓10件、地域⾃治体︓１件）
 ３）技術開発⽀援に関すること︓レドックスフロー電池関連の技術開発の⽀援（３件︓電池部材の検討）
 ４）環境やエネルギーに関連する環境教育の啓蒙活動（⾼校⽣の⾒学︓２件）

（２）教育研究活動の促進・推進を図っているか
 １）産業界に対して、レドックスフロー電池に係わるものづくり研究のきっかけを、年間５件程度のペースで提供しており、産業界や地域社会が求め
るものづくり研究およびものづくり教育に係わる社会連携を推進している。
 ２）ものづくり研究や先端技術のシーズ提供による⼈材交流を推進している。年間5件程度の施設⾒学を通じて、広く⼈材交流を実施した。
 ３）⼤学シーズを活⽤した産業界との共同研究への発展およびその特許化を⽬的として、レドックスフロー電池の部材関連の技術開発に関する⽀援を
複数回実施した。

（１）教育研究活動状況
 １）⾃動運転技術の開発に関すること︓
  ⾃動運転バスの営業運⾏（国内最⻑）、世界初となる⽔陸両バスの⾃動運転化の成功、⾃動運転バスの市販化、実⽤化に向けた施⼯（愛知県）ほか
 ２）⾃動運転技術の教育に関すること︓
  企業、⾃治体、地⽅公共団体、コンソーシアムへのアウトリーチ活動を積極的に実施。
  ⾃動運転バスをスクールバスとして運⾏し、全学の学⽣・教職員が体験学習できる場を提供。
 ３）⾃動運転技術の普及に関すること︓社会受容性向上による普及を⽬指して、数々の公開実証実験に参加。以下に過去2年の代表的な活動を列挙。
  茂⽊・幕張・セントレア・モリコロでの公開実証実験、渋澤栄⼀論語の⾥循環バス、スクールバスでの公開実証実験、
  ⼋ッ場ダムにおける⽔陸両⽤⾞プロジェクトへの参加、愛知県における⼤型⾃動運転バスの構築 ほか
 ４）⾃動運転技術の広報に関すること︓
  メディア露出多数、インターネット等において検索上位を独占することにより、⼤学の知名度及び外部からの評価の向上に⼤きく寄与。

（２）教育研究活動の促進・推進を図っているか
 １）数々の企業や客員教授、情シス学科の教員と連携し、⾰新的な⾃動運転技術の開発に成功。本学のブランディング推進という全学的な視点から開
発の推進を図っている。
 ２）アウトリーチ活動実績多数。⾃動運転バスを全学⽣が体験可能。全学的な体験教育に寄与。本学のブランディング推進という全学的な視点から教
育の推進を図っている。
 ３）全国の公開実証実験、開発案件受託により社会受容性の醸成・普及を図っている。本学のブランディング推進という全学的な視点から普及の推進
を図っている。
 ４）メディア露出多数、検索上位独占により⼤学の知名度向上。⼤学の評価に⼤いに寄与。本学のブランディング推進という全学的な視点から広報の
推進を図っている。

以上の検証から、全学⾃⼰点検・評価においては、研究・開発系センターが、教育研究活動に必要な施設及び設備において、教育研究活動を⽀援する環
境や条件の中、教育研究活動の推進を図っていると判断した。

評価結果
 教育研究活動⽀援・整備を適切に⾏い、教育研究活動の促進・推進を図っていると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されている
こと。
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２．教育研究活動⽀援内容別に確認・検証 （学部・研究科、法⼈本部、先端科学研究所等における⾃⼰点検・評価結果に基づ
く）

確認・検証結果の取りまとめ
[記⼊欄]

学部・研究科、法⼈本部、先端科学研究所等における⾃⼰点検・評価結果に基づき、教育研究活動⽀援内容別に確認・検証を実施した。
（１）研究費の⽀給について

２）教育研究活動⽀援を受ける側・活⽤する側︓ 学部・研究科

（２）外部資⾦獲得のための⽀援について

《学部》

《研究科》

１）教育研究活動を⽀援・整備する側︓ 法⼈本部
主に【別シートⅨ＿２の１．研究費の⽀給について】の法⼈本部での⾃⼰点検・評価結果に基づき、以下のア．〜オ．の通り確認した。

ア．研究費の基本⽀給額は、次の通り。
a. ⼯学部、⼯学系（教育研究費700,000円、実験研究費200,000円、出張旅費75,000円、学部卒研⽣⼀⼈当たり90,000円）
b.⼈間社会学部、⽂系（教育研究費 300,000円、出張旅費  75,000円）
c.その他（基礎教育センター︓教育研究費（実験系）700,000円、教育研究費（⾮実験系）400,000円、出張旅費 75,000円）

イ．研究費の増額措置、追加⽀給措置の事例は、次の通り。
・増額措置事例１︓学部⼊学者÷学部⼊学定員の割合によって、増額・減額措置を⾏っている。
⼯学部（基礎教育センター含む）については、割合が1.2以上の場合は100,000円増額、1.1以上〜1.2未満の場合は50,000円増額、1.0以上〜1.1未満の場合
は30,000円増額、0.9以上〜1.0未満の場合は30,000円減額、0.8以上〜0.9未満の場合は50,000円減額、0.8未満の場合は100,000円減額の措置、⼈間社会
学部については、割合が1.2以上の場合は50,000円増額、1.1以上〜1.2未満の場合は30,000円増額、1.0以上〜1.1未満の場合は20,000円増額、0.9以上〜
1.0未満の場合は20,000円減額、0.8以上〜0.9未満の場合は30,000円減額、0.8未満の場合は50,000円減額の措置を⾏っている。
・増額措置事例２︓前年度の科研費申請状況によって、増額・減額措置を⾏っている。
前年度に科研費申請しなかった場合には教育研究経費を10%減額、前年度に科研費申請したが採択されなかった場合には教育研究経費の増額・減額な
し、前年度に科研費申請して採択された場合には教育研究経費を10%増額の措置を⾏っている。
・追加⽀給措置事例１︓前年度に学内教育顕彰を受賞した場合には100,000円を増額する。
・追加⽀給措置事例２︓准教授以下の教員が科研費に採択された場合に、初年度のみ200,000円を増額する。

ウ．その他の⽀給の事例は、次の通り。
・当該競争的資⾦を獲得した研究者の属する学科等に学科等管理間接経費として100 分の 50、全学共通管理経費として100 分の 50 を事務局に配分す
る。

エ．教員⼀⼈当たりの研究費の⽀給額については、他⼤学との⽐較においても多くなっている。

オ．研究費を繰り越すことができる制度により、教員が計画性をもった予算執⾏を⾏うことを可能としている。

以上の内容から、教員に対する研究費の⽀給を、教育研究上の必要性を踏まえて⾏っており、教育研究活動を促進していると判断できる。

《学部》
両学部各学科の⾃⼰点検・評価においては、「研究費の⽀給は、教育研究上の必要性を踏まえた上で、適切なものとなっているか」の点検・評価項⽬に
ついて、「適切なものとなっている」と全学科が判断している。それらの判断の根拠としては、基本⽀給額が設定されていること、研究室所属学⽣数に
応じた⽀給額としていること等を、全学科に共通して⽰している【別シートⅨ＿２の１．】。

《研究科》
両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、「研究費の⽀給は、教育研究上の必要性を踏まえた上で、適切なものとなっているか」の点検・評価項⽬
について、１専攻が「ある程度適切なものとなっている」残り４専攻が「適切なものとなっている」と判断している。それらの根拠としては、指導する
⼤学院⽣数に応じた⽀給額としていることを共通して⽰している   【別シートⅨ＿２の１．】。

⼯学研究科博⼠後期課程学⽣に対する研究費については、論⽂投稿等に費⽤がかかるため、教育研究上の必要性を踏まえた上で、⽀給額の設定を検討す
ることが望ましい【別シートⅨ＿２の１．】。

１）教育研究活動を⽀援・整備する側︓ 先端科学研究所
主に【別シートⅨ＿２の２．外部資⾦獲得のための⽀援について】の先端科学研究所での⾃⼰点検・評価結果に基づき、以下のア．〜エ．の通り確認し
た。

ア．科研費獲得⽀援
担当者及び関係者が、外部の科研費説明会にて情報を収集し、それらの情報及び募集案内等を周知するため、学内全教員に電⼦メールにて通知してい
る。その後、教員から申請書の提出があった場合には、教育研究⽀援課スタッフが個別確認を実施するほか、希望する場合には、副学⻑（研究担当）・
産学官コーディネーターによる申請書の添削指導を実施している。

イ．若⼿研究者を対象とした外部資⾦獲得⽀援
担当者及び関係者が、若⼿研究者を対象とした外部資⾦の公募に関する外部の説明会に参加し情報収集をするほか、必要に応じて、公募側担当者との⾯
談をセッティングする等の⽀援を実施している。

ウ．⺠間助成⾦情報の提供
担当者が募集案内を受け付けた後、学内全教員に電⼦メールにて通知しており、申請⼿続における⽀援を教育研究⽀援課スタッフが実施している。

エ．各種申請⼿続の⽀援
外部資⾦に関する申請や受け⼊れについての諸⼿続から採択後の決算報告に⾄るまで、⼀連の⼿続きにおいて教育研究⽀援課スタッフが⽀援している。

以上の内容から、外部資⾦獲得のための⽀援を実施して、教育研究活動を促進していると判断できる。

２）教育研究活動⽀援を受ける側・活⽤する側︓ 学部・研究科

両学部各学科の⾃⼰点検・評価においては、「外部資⾦獲得を⽀援するための制度は適切に整備されているか」の点検・評価項⽬について、１学科が
「適切でない」残り４学科が「ある程度適切なものとなっている」（１学科）または「適切なものとなっている」（３学科）と判断している。ある程度
適切または適切と判断している根拠としては、科研費等の申請に関する情報の連絡や⼿続き⽀援体制が整備されていることを４学科に共通して⽰してい
る。また、適切でないとした判断の根拠として「⽀援制度云々よりも研究に対するアクティビティー向上が必要である」ことを１学科が指摘している
【別シートⅨ＿２の２．】

両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、「外部資⾦獲得を⽀援するための制度は適切に整備されているか」の点検・評価項⽬について、３専攻が
「ある程度適切なものとなっている」残り２専攻が「適切なものとなっている」と判断している。それらの判断の根拠としては、科研費等の申請に関す
る情報の連絡や⼿続き⽀援体制が整備されていること、公的研究資⾦利⽤マニュアルが整備されていること等を⽰している【別シートⅨ＿２の２．】。
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３）⽀援・整備する側と受ける・活⽤する側との間で、外部資⾦獲得⽀援の適切性に対する評価の差がある場合、その差を縮めるための改善提案や要望
案の検討
先端科学研究所が整備している外部資⾦獲得のための⽀援体制により、ある程度教育研究活動を促進していると判断できるが、両学部各学科及び両研究
科各専攻の⾃⼰点検・評価において「採択率を上げるためには、応募書類作成に関するアドバイスなどの⽀援体制が強化されることは検討されても良
い」、「教育研究⽀援課のサポートがあり獲得実績はあるが絶対数は少ない」として⽀援の強化・改善に対する要望がある【別シートⅨ＿２の２．】こ
とから、先端科学研究所において、例えば、2018年度から2023年度の科研費の配分状況【資料研究１】を検証し、⽬標とする新規採択率を設定（例え
ば、新規採択率20％以上）した上で、申請書類作成に関するアドバイス等を含めた⽀援体制の強化を図るような改善策を検討することが望ましい。

【資料研究１︓科研費の配分状況 2018_2023年度.pdfより抜粋】

１）教育研究活動を⽀援・整備する側︓ 法⼈本部
主に【別シートⅨ＿２の３．研究室の整備について】の法⼈本部での⾃⼰点検・評価結果に基づき、以下のア．〜イ．の通り確認した。

ア．専任教員研究室の整備
教育研究活動の⽬的を達成するために、専任教員専⽤の研究室を整備している。その整備状況を2023年５⽉１⽇付で作成した教員現有⾯積表で確認した
結果、
⼯学部における専任教員及び学⽣居室・実験室を含む研究室の⾯積は、機械⼯学科専任教員14名については平均138.09㎡、⽣命環境化学科専任教員11名
については平均119.02㎡、情報システム学科専任教員18名については平均115.79㎡となっており、⼈間社会学部においては研究室のみの⾯積となり、情
報社会学科専任教員12名について同⼀⾯積28.10㎡、⼼理学科専任教員8名について同⼀⾯積28.10㎡となっており、教育研究活動の拠点となるような研
究室の整備に努めている。

イ．専任教員からの要望等への対応
新任教員着任⽇までにその研究室となる部屋の仕様に不備が無いか、衛⽣的であるか等をあらかじめ確認しており、不備のある場合には着任⽇までに事
前復旧できるようにしている。また、専任教員から教育研究上必要な整備の要望があった場合には、通常仕様の復旧事項なのかどうかを確認した上で、
適切に整備している。

以上の内容から、専任教員研究室を適切に整備して、教育研究活動を促進していると判断できる。

２）教育研究活動を受ける側・活⽤する側︓ 学部・研究科

両学部各学科の⾃⼰点検・評価においては、「研究室の整備は、教育研究上の必要性を踏まえた上で、適切なものとなっているか」の点検・評価項⽬に
ついて、１学科が「適切でない」残り４学科が「適切なものとなっている」と判断している。適切なものとなっていると判断している根拠としては、教
員⼀⼈当たりの研究室・実験室など研究で使⽤するスペースの総床⾯積を算出した上で、研究内容や規模に応じた、⼗分な広さの研究室が整備されてい
ること等をしめしている。また、適切でないとした判断の根拠として（学⽣実験室についても研究で使⽤するスペース扱いとするならば）「１号館の学
⽣実験室は⾬漏りがするなど、さんざんな状態であり、改善案以前の問題である」ことを指摘している【別シートⅨ＿２の３．】。

両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、「研究室の整備は、教育研究上の必要性を踏まえた上で、適切なものとなっているか」の点検・評価項⽬
について、２専攻が「ある程度適切なものとなっている」残り３専攻が「適切なものとなっている」と判断している。それらの判断の根拠としては、
《学部》と同様の内容を⽰しているが、専攻によっては、「⼤型共⽤設備等の保守維持費に関する予算措置が不明確であり、安定した教育研究に課題が
残る」、「ある程度の設備は整っているが、不⾜しているものもある。また、修理費等の維持費についてはあまり⽀援がない。私学助成の利⽤などで資
⾦の確保をしていきたい」としており、改善の余地があることを指摘している【別シートⅨ＿２の３．】。

３）⽀援・整備する側と受ける・活⽤する側との間で、研究室整備の適切性に対する評価の差がある場合、その差を縮めるための改善提案や要望案の検
討
法⼈本部が実施している専任教員研究室の整備により、ある程度教育研究活動を促進していると判断できるが、両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰
点検・評価において（学⽣実験室についても研究で使⽤するスペース扱いとするならば）「１号館の学⽣実験室は⾬漏りがするなど、さんざんな状態で
あり、改善案以前の問題である」、「⼤型共⽤設備等の保守維持費に関する予算措置が不明確であり、安定した教育研究に課題が残る」、「ある程度の
設備は整っているが、不⾜しているものもある。また、修理費等の維持費についてはあまり⽀援がない。私学助成の利⽤などで資⾦の確保をしていきた
い」として研究スペースの整備に対する要望がある【別シートⅨ＿２の３．】ことから、法⼈本部において、教員からの要望を精査した上で、教育研究
上必要な要望については適切に対応するよう検討することが望ましい。

１）教育研究活動を⽀援・整備する側︓ 法⼈本部

（３）研究室の整備について

《学部》

《研究科》

（４）研究時間の確保、研究専念期間の保障等について
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主に【別シートⅨ＿２の４．研究時間の確保、研究専念期間の保障等について】の法⼈本部での⾃⼰点検・評価結果に基づき、以下のア．〜キ．の通り
確認した。

ア．教育業務の⼀部免除制度の実施
⼈間社会学部においては、学校法⼈智⾹寺学園就業規則第23条7項及び第26条に基づき、教育研究活動の活性化を図ることを⽬的として、教育研究に専
念できる期間を設定し、集中的に研究活動に取り組むことによって⼀定の成果を上げるための「集中研修制度」を設定している。前・後期それぞれ最⻑
で約１ヶ⽉半の集中研修を可能とし、原則として、各期１名の教員が本制度を利⽤することができる。2021年度、2022年度それぞれに１名がこの制度を
利⽤している。

イ．裁量労働制の導⼊
2019年から学校教育法に規定する⼤学における研究業務に従事している教員と専⾨業務型裁量労働制の協定を締結している。これにより、教員⾃⾝が研
究活動時間を有意義に設定できることから、質を向上させ、より⾼い成果を得るための研究活動の⽀援となることを期待している。

ウ．⼤学内の会議を削減する取り組み
⼀部の会議等については、会議構成員である教員の移動時間や準備時間等を削減して、研究時間の確保等が容易となるように、対⾯とオンラインのハイ
フレックス型により開催している。

エ．研究設備や施設の最新化・最適化
研究に必要な研究装置・設備等を、先端科学研究所や機械⼯学科総合実験実習棟にまとめて整備することで、学外での研究活動時間を短縮し、学内にお
いても効率的な研究活動を実施できるようにしている。

２）教育研究活動を受ける側・活⽤する側︓ 学部・研究科

両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、「研究時間は適切に確保されているか（確保を⽀援するような環境や制度が⼗分に整備
されているか）」の点検・評価項⽬について、学部１学科が「確保（整備）されていない」、学部３学科と研究科２専攻が「ある程度確保（整備）され
ている」、学部１学科と研究科３専攻が「適切に確保（整備）されている」と判断している。ある程度または適切に確保（整備）されていると判断して
いる根拠としては、専⾨業務型裁量労働制の導⼊によって教員⾃⾝の裁量により研究時間を確保できること、研究施設の整備（機械⼯学科総合実験実習
棟）によって研究活動を効率化していること等を⽰している。また、確保（整備）されていないと判断している根拠としては「学科運営に必要である雑
務が教員の間で公平に分配されているものの、教員数の削減に伴う過多の雑務による研究時間の不⾜は避けられない」と指摘している。これに関しては
他の学部学科・研究科専攻においても同様に指摘しており、教育研究活動以外の業務によって研究時間を確保することが難しいことを共通して⽰してい
る【別シートⅨ＿２の４．】。

両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、「研究専念期間の保障等のための制度（サバティカル制度等）は適切に整備されている
か」の点検・評価項⽬について、学部２学科と研究科３専攻が「整備されていない」、学部３学科と研究科１専攻が「ある程度整備されている」、研究
科１専攻が「適切に整備されている」と判断している。ある程度または適切に整備されていると判断している根拠としては、主に⼈間社会学部集中研修
制度の導⼊・活⽤によって研究専念期間を保障していることを⽰しているが、すべての教育および他業務が免除となるわけではないことから、研究専念
期間を保障する制度としては不⼗分であり、本格的なサバティカル制度の整備が望ましいと指摘している。また、整備されていないと判断している根拠
として、教育研究活動以外の業務の過多、余裕のない教員配置、制度の周知がない、教員が制度を利⽤しやすくするために講義や業務等の学部学科内で
の代替する仕組みが整備されていない（教育体制の不備）等を指摘している【別シートⅨ＿２の４．】。

⼈間社会学部において導⼊・運⽤されている「集中研修制度」について、⼯学部においても導⼊するように検討することが望ましい。
３）⽀援・整備する側と受ける・活⽤する側との間で、研究時間確保⽀援及び研究専念期間の保障の適切性に対する評価の差がある場合、その差を縮め
るための改善提案や要望案の検討
法⼈本部が管理する制度（専⾨業務型裁量労働制、⼈間社会学部集中研修制度、⾃⼰啓発研修制度）の提供・運⽤により、ある程度、研究時間の確保や
研究専念期間の保障を促進していると判断できるが、両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価において、教育研究活動以外の業務が過多であ
ることや学科・専攻における教員⼈員の不⾜によって、そもそも研究時間の確保、短期・⻑期に研究に専念することが難しいこと、⻑期の研究専念期間
を保障する本格的なサバティカル制度の必要性等が共通して指摘されている【別シートⅨ＿２の４．】ことから、法⼈本部において、以下の点について
検討することが望ましい。
・裁量労働制の導⼊について、教員⾃⾝の裁量により研究時間が確保するためのサポート⽀援策（実効性・有効性のあるもの）等の検討
・集中研修制度の⼯学部への導⼊、（広く認知されていない）⾃⼰啓発研修制度の周知等、制度の展開と活⽤のための周知の検討
・単にサバティカル制度等（⾃⼰啓発等休業制度等）を導⼊するだけではなく、その制度を利⽤・活⽤できるような環境や仕組み（余裕のある教員配
置、教育研究活動以外の業務の軽減、柔軟な業務代替への対応等）の整備の検討

１）教育研究活動を⽀援・整備する側︓ 情報基盤センター、教務課
情報委員会・情報基盤センターでの⾃⼰点検・評価の検証の取りまとめから引⽤︓
チェック項⽬２の１．オンライン授業を実施する教員への技術的な⽀援体制を適切に整備しているか。
情報基盤での⾃⼰点検・評価においては、オンライン授業を実施する教員への技術的な⽀援について、以下の通り整備状況を⽰しており、これらにより
教育研究活動の促進を図っている。
１．2020年４⽉︓ オンライン授業⽤アプリZoomを導⼊。これに合わせてZoom利⽤講習会を対⾯及びオンラインで実施（講師は本学専任教員、対象は⾮
常勤講師を含む全教員）。
２．オンデマンド授業サポートの実施。学習⽀援センター⽤学⽣向けオンデマンド授業コンテンツの作成サポート（動画ファイルの作成・調整。学内共
有ドライブを⽤いた動画の開⽰）。動画作成数は、2020年度153本、2021年度10本、2022年度7本となり、合計170本を作成した。
なお、現状においては対⾯授業を中⼼とした授業形態となっているため、Zoom利⽤の頻度は少なくなっているものの、今後についても、Zoomライセン
ス契約及び利⽤・導⼊サポート体制を継続するとしており、⽀援体制の適切な整備に努めていると判断できる【別Ⅸ4】。

教務部⻑・教務課・学習⽀援センターでの⾃⼰点検・評価の検証の取りまとめから引⽤︓
Ⅷ．チェック項⽬２の１．オンライン授業を実施する教員への技術的な⽀援体制を適切に整備しているか。
教務での⾃⼰点検・評価においては、オンライン授業を実施する教員への技術的な⽀援について、以下のとおり⽰しており、授業期間開始前・授業期間
中の技術的な⽀援体制を整備していると判断している。
１．授業期間開始前に説明会を実施し、オンライン授業に関して技術的な⽀援をしている。
２．授業期間中も問い合わせ先を明確にし、随時技術的な⽀援を⾏っている。

２）教育研究活動を受ける側・活⽤する側︓ 学部・研究科

両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、「オンライン授業実施のための技術的な⽀援体制は適切に整備されているか」の点検・
評価項⽬について、学部２学科と研究科１専攻が「ある程度適切に整備されている」、学部３学科と研究科４専攻が「適切に整備されている」と判断し
ている。これらの判断の根拠としては、オンライン授業実施のための設備・環境（Zoom、主要教室へのノートPCやカメラの設置等）が整備されていた
こと等を共通して⽰している【別シートⅨ＿２の５．】。

情報基盤センターにおいては、今後の改善策として、⼗分なネットワーク帯域の確保を検討することが望ましい。

１）研究活性化戦略に沿った、教育研究活動の促進

《研究時間の確保》

《研究時間の確保》

《研究専念期間の保障》

（５）オンライン授業実施のための⽀援体制について

《学部・研究科》

（６）その他＿先端科学研究所が実施する⽀援・整備等
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先端科学研究所での⾃⼰点検・評価においては、「クリーンエネルギーPJなどの全学共同PJの⽴ち上げ、科研費の獲得⽀援、ベトナムとの国際交流など
中⻑期ビジョンの研究活性化戦略の⽬標達成するための取り組みに沿って⾏って」おり、『将来計画 中⻑期ビジョン 2021-2027』（以下、「ビジョ
ン」）中の研究活性化戦略に沿って、教育研究活動の促進を図っていると判断している【別シートⅨ＿２．６】。

全学⾃⼰点検・評価においては、ビジョンに明記している研究活性化戦略の⽬標を達成するための取組みと具体的な⽀援・整備内容とを⽐較検証し、先
端科学研究所及び所属センターにおいて、適切に教育研究活動を促進していると判断した。

取組み①全学共同プロジェクトを⽴ち上げ推進します︓
先端科学研究所が主催となり、クリーンエネルギーキックオフシンポジウムを2023年７⽉に開催【⼤学HP https://www.sit.ac.jp/news/230616_01/ 】。
クリーンエネルギー技術開発センター構想のキックオフイベントとして、⼯学部３学科による講演他を実施。

取組み②科学研究費補助⾦等の競争的資⾦の獲得件数向上を⽬指します︓
先端科学研究所事務局である教育研究⽀援課が、科研費獲得⽀援、若⼿研究者を対象とした外部資⾦獲得⽀援、⺠間助成⾦情報の提供、各種申請⼿続の
⽀援等を実施（具体的には記⼊欄B2778を参照）。

取組み③先端科学研究所を拠点とする産学官交流や国際交流を推進します︓
先端科学研究所産学官交流センターにおいて、技術移転に関する業務、⼈材交流に関する業務、技術開発⽀援に関する業務、産学官交流に係わる催事へ
の出展、視察および研修の受け⼊れ等により、産学官交流を推進（具体的には記⼊欄B2696を参照）。同研究所国際交流センターにおいて、提携校との
間の研究者交流及び学⽣交流、共同研究⽀援、各種国際会議及びシンポジウムの開催や運営、客員研究員及び特別研究員の受⼊、短期留学などの⽀援、
海外の⼤学からの問い合わせ（提携の検討）等への対応等により、国際交流を推進（具体的には記⼊欄B2695を参照）。

取組み④国際シンポジウム・学会等の主催・後援を奨励するとともに、学内共同研究等を通じて学際的かつ独創的な研究を推進します︓
先端科学研究所 AI研究センター講演会「ＡＩ⾰命の本質と社会へのインパクト」開催 20231205
先端科学研究所 協⼒会 第２回講演会「植物セミナー」開催 20230901
先端科学研究所 クリーンエネルギーキックオフシンポジウム開催 20230724
先端科学研究所協⼒会 講演会「Society 5.0を⾒据えた教育・⼈材育成についての最新動向」開催 20230615
先端科学研究所臨床⼼理センターが開催する⼼理学セミナー https://www.sit.ac.jp/rinshoushinri/seminar/
先端科学研究所 協⼒会・AI研究センター 合同講演会「ヒューマンエラーと注意」「富岳スーパーコンに基づく脳シミュレーション」開催 20230214
先端科学研究所 AI研究センター 第1回講演会「ディープラーニングによる画像処理と医⽤画像診断⽀援システムの展望」開催 20220527
先端科学研究所 国際交流センター ダナン⼤学との国際シンポジウム開催 第２回20230324、第１回20220304
先端科学研究所協⼒会 講演会「最新の宇宙開発トピック 〜ロケットエンジンを中⼼に〜」開催 20210310
先端科学研究所 若⼿研究フォーラム開催 毎年８⽉頃
ほか

２）教育研究活動⽀援体制の整備と実施

研究⽀援員の配置により、共同研究及び受託研究を推進するために必要な研究補助、技術⾯での⽀援を確保し、研究⽀援体制の強化を図ることを⽬的と
している。採⽤実績は、2022年度12名、2023年度12名【別シートⅨ＿２の６．】。

先端科学研究所内に、産学連携窓⼝として産学官交流センターを設置し、専任の産学官連携コーディネーターを配置して⽀援体制を整備している。
産学官連携コーディネーターは、企業や官公庁のニーズ収集の窓⼝となり、本学研究者の研究シーズとのマッチングを図り、共同研究及び受託研究を推
進すると共に外部研究費獲得に努めている。また、公募の外部研究費の課題も社会ニーズの現れと位置づけ、公募情報の公開と共に外部研究費獲得をサ
ポートしている。
具体的な⽀援としては、
展⽰会出展による本学シーズ情報の発信及び来訪者からのニーズ情報収集（例︓彩の国ビジネスアリーナ2023）
講演会による本学シーズ情報の発信及び聴講者からのニーズ情報収集（例︓第１回産学連携技術シーズ発表会オンライン）、
視察研修による本学シーズ情報の発信及び研修対象者のフィードバックによるニーズ情報収集、
協定調印による相互の検討によるシーズの掘り起こし（例︓美⾥町と埼⽟⼯業⼤学との連携協⼒に関する包括協定調印式）、等を実施している【別シー
トⅨ＿２の６．】。
共同研究の実績としては、2021年度に14件、2022年度に23件。

以上の内容から、全学⾃⼰点検・評価において、教育研究活動⽀援体制を整備して、適切に実施していると判断した。

１）教育研究活動⽀援体制・制度の整備について
主に【別シートⅨ＿２の７．その他（教員組織での⾃⼰点検・評価結果  教育研究活動⽀援を受ける側・活⽤する側）】の学部・研究科での⾃⼰点
検・評価結果に基づき、以下の通り確認した。

両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、学部２学科と研究科３専攻が「ある適切に整備されている」、学部３学科と研究科２専
攻が「適切に整備されている」と判断している。これらの判断の根拠としては、⼗分な⼈数のTA配置によって各教員の教育活動が⽀援されていること、
TA制度が有効に機能していること等を共通して⽰している。⼀⽅で、RA制度については⼗分に整備されておらず周知もされていないことを指摘してい
る。

両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、学部２学科と研究科２専攻が「整備されていない」、学部３学科と研究科１専攻が「あ
る程度適切に整備されている」、研究科２専攻が「適切に整備されている」と判断している。ある程度適切または適切に整備されていると判断している
根拠としては、年齢や研究活動の実績に関わらず研究室を開設していること、教育研究⽀援課からの⽀援があること、若⼿研究フォーラム等を本学で開
催していること等を⽰している。ただし、教育研究活動以外の業務を若⼿教員が過度に受け持たないようにする配慮が必要であることやPD等の若⼿研究
者に対しては研究環境や研究費⽀援の整備が望ましいことを指摘している。また、整備されていないと判断している根拠としては、そもそも若⼿研究者
が不在である学科・専攻のあること、若⼿研究者を特に対象とした⽀援の制度が整備されていないことを指摘している。

両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、学部２学科と研究科２専攻が「整備されていない」、学部２学科と研究科１専攻が「あ
る程度適切に整備されている」、学部１学科と研究科２専攻が「適切に整備されている」と判断している。ある程度適切または適切に整備されていると
判断している根拠としては、埼⽟⼯業⼤学教育研究顕彰要項に基づく顕彰制度や授業（評価）アンケート結果に基づくベストレクチャー賞制度（学部の
み）を⽰している。また、整備されていないと判断している根拠としては、顕彰制度について「学会賞などの⼤学の顔となる賞と奨励賞等が同等である
など、学術的な重みが反映されていない」こと、学科・研究科単位での検証・奨励制度が整備されていないことを指摘している。

TA、RA等による、各教員の教育研究活動を⽀援する体制: 先端科学研究所及び法⼈本部において、RA制度等の周知と採⽤の活性化を検討することが望
ましい。
若⼿研究者の⽀援体制: 先端科学研究所及び法⼈本部において、若⼿研究者の定義やこの者に対する⽀援の内容等を整備して周知することが望ましい。
顕彰・奨励制度: 法⼈本部において、埼⽟⼯業⼤学教育研究顕彰要項に基づく顕彰制度について、その選考基準や⽅法等について検討することが望まし
い。
２）研究科学⽣の学習や、研究科における教育研究活動を⽀援する環境や条件の整備について ※⼤学院のみ

《先端科学研究所研究⽀援員による研究補助》

《学内及び学外共同研究⽀援》

（７）その他＿教員組織におけるその他の教育研究活動について

《TA、RA等による、各教員の教育研究活動を⽀援する体制は適切に整備されているか》

《若⼿研究者の⽀援体制は適切に整備されているか》

《顕彰・奨励制度は適切に整備されているか》
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主に【別シートⅨ＿２の７．その他（教員組織での⾃⼰点検・評価結果  教育研究活動⽀援を受ける側・活⽤する側）＿研究科学⽣の学習や、研究科
における教育研究活動を⽀援する環境や条件を適切に整備していると判断できる事例】の研究科での⾃⼰点検・評価結果に基づき、以下の通り確認し
た。

事例１︓研究科学⽣の配属数に応じた研究室予算の配分を⾏い、学⽣の研究活動環境を適切に整備
事例２︓研究科学⽣の学会出席等に必要な旅費について予算措置を実施
事例３︓研究科学⽣の研究活動⽀援として、⼤学院論⽂特別奨励制度を設け論⽂執筆学⽣への奨励⾦の授与
事例４︓研究科学⽣をTA・RAとして雇⽤し、教育研究活動の促進と学⽣の経済⽀援を実施
事例５︓研究科学⽣の⽇本学術振興会特別研究員制度への応募⽀援を実施
事例６︓若⼿研究フォーラムにて研究科学⽣の発表機会を設け、研究促進のための研究活動環境を整備

事例１︓30号館に⼤学院⽣研究室が設けられ、研究活動や⾃習に活⽤可
事例２︓30号館にコンピュータ・ネットワーク演習室（3042）が設けられ、ノートPC、プリンタなどが利⽤可
事例３︓30号館にコンピュータ・ミュージック演習室、ディジタル映像演習室が設けられ、⾳楽制作⽤PC、CG制作⽤ワークステーションなどが利⽤可
事例４︓臨床⼼理センター内に図書資料室を整備し、全国の臨床⼼理⼠及び公認⼼理師養成を⾏なっている⼤学院の年報や紀要をいつでも閲覧可
事例５︓臨床⼼理センター内に臨床系学⽣のために各種の⼼理テストを閲覧・実施できるよう⼼理検査保管室を整備

以上の内容から、全学⾃⼰点検・評価においては、研究科学⽣の学習や、研究科における教育研究活動を⽀援する環境や条件を適切に整備していると判
断した。

主に【別シートⅨ＿２の８．教員組織における⾃⼰点検・評価の結果から、教育研究活動⽀援環境・制度が適切に整備されていると判断でき、教育研究
活動の促進につながっている、と判断できるか。】の学部・研究科での⾃⼰点検・評価結果に基づき、以下の通り確認した。

両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価においては、学部２学科と研究科１専攻が「促進につながっていると判断できない」、学部２学科と
研究科２専攻が「ある程度促進につながっていると判断できる」、学部１学科と研究科２専攻が「促進につながっていると判断できる」と判断してい
る。ある程度つながっているまたは適切につながっていると判断している根拠としては、「教員⼀⼈⼀⼈の独⽴性が担保されていることが最も重要な部
分であり、研究設備に関しても、その研究規模に応じてスペースを確保することでインフラもある程度は確保できている」、「教育研究活動を⽀援する
研究活動費や⼈事体制が整備されて」いる、クラス担任制度等については教職協働でおこなっている等を⽰している。ただし、「外部との教育研究は教
育研究⽀援課のサポートがあるものの、⼈員が不⾜（後継者問題を含む）している状況」、「設備はそこそこあるが、⼤型機器の購⼊や⾼額なメンテナ
ンスへの援助は必要」であることを指摘している。また、促進につながっていないと判断している根拠としては、「教育研究費や研究室といった資⾦・
設備⾯については環境整備がなされているが、教育および教育研究外業務の負担が⼤きく、研究時間の確保が⾮常に難しい状況にある。⻑期の研究専念
期間の設定が望まれる」ことを指摘している。

研究時間の確保について︓法⼈本部及び教学部において、教員の教育研究活動外業務の⾒直しを検討することが望ましい。
⻑期の研究専念期間の設定について︓法⼈本部において、埼⽟⼯業⼤学⾃⼰啓発等休業規程を周知して、その制度を利⽤・活⽤できるような環境や仕組
み（余裕のある教員配置、教育研究活動以外の業務の軽減、柔軟な業務代替への対応等）の整備を検討することが望ましい。

⼯学研究科博⼠後期課程学⽣に対する研究費については、論⽂投稿等に費⽤がかかるため、教育研究上の必要性を踏まえた上で、⽀給額の設定を検討す
ることが望ましい【別シートⅨ＿２の１．】。

法⼈本部において、教育研究上の必要性を踏まえた上で、⼯学研究科博⼠後期課程学⽣に関する研究費の⽀給額の⾒直しを⾏い、適切な⽀給額を設定す
ることを⽬標とする。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに検討することが望ましい（財政の中⻑期計画等に沿ったスケジュール設定としてもよい）。

先端科学研究所が整備している外部資⾦獲得のための⽀援体制により、ある程度教育研究活動を促進していると判断できるが、両学部各学科及び両研究
科各専攻の⾃⼰点検・評価において「採択率を上げるためには、応募書類作成に関するアドバイスなどの⽀援体制が強化されることは検討されても良
い」、「教育研究⽀援課のサポートがあり獲得実績はあるが絶対数は少ない」として⽀援の強化・改善に対する要望がある【別シートⅨ＿２の２．】こ
とから、先端科学研究所において、例えば、2018年度から2023年度の科研費の配分状況【資料研究１】を検証し、⽬標とする新規採択率を設定（例え
ば、新規採択率20％以上）した上で、申請書類作成に関するアドバイス等を含めた⽀援体制の強化を図るような改善策を検討することが望ましい。

《⼯学研究科》

《⼈間社会研究科》

（８） 教員組織からみた、教育研究活動⽀援の環境・制度の適切な整備について

《教員組織にとって、教育研究活動を⽀援する環境や制度が適切に整備されており、それが教育研究活動の促進につながっている、と判断できるか》

以上の確認・検証から、全学⾃⼰点検・評価においては、教育研究活動を⽀援する環境や条件をある程度適切に整備しており、教育研究活動の促進を
図っていると判断した。

評価結果

（１）研究費の⽀給について

改善箇所の指摘１ （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 法⼈本部へ改善提案）

改善箇所の指摘２ （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 各学部・学科、各研究科・専攻へ改善提案）

（２）外部資⾦獲得のための⽀援について

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ どちらか⼀⽅または両⽅へ改善提案または要望案）

 改善実施により、⽀援・整備を適切なものとし、教育研究活動の促進を図ることができると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠及び改
善策が⽰されていること。

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄] 改善提案または要望案

①

②

①

②

①
②

【資料研究１︓科研費の配分状況 2018_2023年度.pdfより抜粋】

なし

なし

なし

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

３）⽀援・整備する側と受ける・活⽤する側との間で、外部資⾦獲得⽀援の適切性に対する評価の差がある場合には、その差を縮めるための改善提案や要望案を検討して、下の記⼊欄
に⼊⼒。
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具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

３）⽀援・整備する側と受ける・活⽤する側との間で、研究室整備の適切性に対する評価の差がある場合には、その差を縮めるための改善提案や要望案を検討して、下の記⼊欄に⼊
⼒。

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄] 改善提案または要望案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄] 改善提案または要望案

先端科学研究所において、科研費の新規採択率の⽬標値を設定して、それを達成するための⽀援体制強化を検討する。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに検討することが望ましい。

法⼈本部が実施している専任教員研究室の整備により、ある程度教育研究活動を促進していると判断できるが、両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰
点検・評価において（学⽣実験室についても研究で使⽤するスペース扱いとするならば）「１号館の学⽣実験室は⾬漏りがするなど、さんざんな状態で
あり、改善案以前の問題である」、「⼤型共⽤設備等の保守維持費に関する予算措置が不明確であり、安定した教育研究に課題が残る」、「ある程度の
設備は整っているが、不⾜しているものもある。また、修理費等の維持費についてはあまり⽀援がない。私学助成の利⽤などで資⾦の確保をしていきた
い」として研究スペースの整備に対する要望がある【別シートⅨ＿２の３．】ことから、法⼈本部において、教員からの要望を精査した上で、教育研究
上必要な要望については適切に対応するよう検討することが望ましい。

法⼈本部において、研究スペースの整備に対する要望を把握して、整備計画を設定することを⽬標とする。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに検討することが望ましい（整備の中⻑期計画等に沿ったスケジュール設定としてもよい）。

⼈間社会学部において導⼊・運⽤されている「集中研修制度」について、⼯学部においても導⼊するように検討することが望ましい。

⼯学部に「集中研修制度」を導⼊して、研究専念期間の保障を厚くすることを⽬指す。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに検討することが望ましい（段階的な検討、優先順位を決めた上での検討）。

法⼈本部が管理する制度（専⾨業務型裁量労働制、⼈間社会学部集中研修制度、⾃⼰啓発研修制度）の提供・運⽤により、ある程度、研究時間の確保や
研究専念期間の保障を促進していると判断できるが、両学部各学科及び両研究科各専攻の⾃⼰点検・評価において、教育研究活動以外の業務が過多であ
ることや学科・専攻における教員⼈員の不⾜によって、そもそも研究時間の確保、短期・⻑期に研究に専念することが難しいこと、⻑期の研究専念期間
を保障する本格的なサバティカル制度の必要性等が共通して指摘されている【別シートⅨ＿２の４．】ことから、法⼈本部において、以下の点について
検討することが望ましい。
・裁量労働制の導⼊について、教員⾃⾝の裁量により研究時間が確保するためのサポート⽀援策（実効性・有効性のあるもの）等の検討
・集中研修制度の⼯学部への導⼊、（広く認知されていない）⾃⼰啓発研修制度の周知等、制度の展開と活⽤のための周知の検討
・単にサバティカル制度等（⾃⼰啓発等休業制度等）を導⼊するだけではなく、その制度を利⽤・活⽤できるような環境や仕組み（余裕のある教員配
置、教育研究活動以外の業務の軽減、柔軟な業務代替への対応等）の整備の検討

（３）研究室の整備について

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ どちらか⼀⽅または両⽅へ改善提案または要望案）

（４）研究時間の確保、研究専念期間の保障等について

改善箇所の指摘１ （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 法⼈本部へ改善提案）

改善箇所の指摘２ （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 各学部・学科、各研究科・専攻へ改善提案）

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ どちらか⼀⽅または両⽅へ改善提案または要望案）

①

②

①
②

①
②

なし

なし

なし

なし

３）⽀援・整備する側と受ける・活⽤する側との間で、研究時間確保⽀援及び研究専念期間の保障の適切性に対する評価の差がある場合に
は、その差を縮めるための改善提案や要望案を検討して、下の記⼊欄に⼊⼒。
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具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

改善箇所の指摘１ （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞先端科学研究所）  ※ 研究活性化戦略に沿った促進とするための改善案

改善箇所の指摘２
 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞学内理事会・協議会等に提案）  ※ 研究活性化戦略を実現可能なものとするための提案

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞先端科学研究所）

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

法⼈本部においては、今後の改善策として、以下の点について検討することが望ましい。
・裁量労働制の導⼊について、教員⾃⾝の裁量により研究時間が確保するためのサポート⽀援策（実効性・有効性のあるもの）等の検討
・集中研修制度の⼯学部への導⼊、（広く認知されていない）⾃⼰啓発研修制度の周知等、制度の展開と活⽤のための周知の検討
・単にサバティカル制度等（⾃⼰啓発等休業制度等）を導⼊するだけではなく、その制度を利⽤・活⽤できるような環境や仕組み（余裕のある教員配
置、教育研究活動以外の業務の軽減、柔軟な業務代替への対応等）の整備の検討

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに検討することが望ましい（段階的な検討、優先順位を決めた上での検討）。

情報基盤センターにおいては、今後の改善策として、⼗分なネットワーク帯域の確保を検討することが望ましい。

⼗分なネットワーク帯域の確保を検討して、⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに検討することが望ましい（将来的にネットワーク設備等の更新を予定している場合には、その時期に合わせて検討し
てもよい）。

TA、RA等による、各教員の教育研究活動を⽀援する体制: 先端科学研究所及び法⼈本部において、RA制度等の周知と採⽤の活性化を検討することが望
ましい。
若⼿研究者の⽀援体制: 先端科学研究所及び法⼈本部において、若⼿研究者の定義やこの者に対する⽀援の内容等を整備して周知することが望ましい。
顕彰・奨励制度: 法⼈本部において、埼⽟⼯業⼤学教育研究顕彰要項に基づく顕彰制度について、その選考基準や⽅法等について検討することが望まし
い。

RA制度等の周知と採⽤の活性化を⽬標とする。
若⼿研究者をターゲットとした教育研究⽀援体制を整備して周知することを⽬標とする。
顕彰制度による表彰をより意味のあるものとすることを⽬標とする。

（５）オンライン授業実施のための⽀援体制について

改善箇所の指摘１ （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 情報基盤センターまたは教務課へ改善提案）

改善箇所の指摘２ （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞ 各学部・学科、各研究科・専攻へ改善提案）

（６）その他＿先端科学研究所が実施する⽀援・整備等
１）研究活性化戦略に沿った、教育研究活動の促進

２）教育研究活動⽀援体制の整備と実施

（７）その他＿教員組織におけるその他の教育研究活動について
１）教育研究活動⽀援体制・制度の整備について

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞該当する体制・制度の管轄部署、理事会・協議会等に提案） 

①

②

①
②

①

②

①

②

①
②

①
②

①

②

③

①
②
③

なし

なし

なし

なし

なし

なし
なし

なし
なし

なし

なし

なし
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具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞該当する管轄部署、理事会・協議会等に提案） 

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

具体的な改善⽬標（⽬安となる達成度、到達点、数値⽬標を⽰す）

具体的な改善スケジュール（⽬安となる期限、段階的なスケジュール設定、優先順位等を⽰す）

[記⼊欄]

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄２] 改善案

[記⼊欄]

[記⼊欄]

[記⼊欄]

①
②
③

①

②

①
②

①
②

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

研究時間の確保について︓法⼈本部及び教学部において、教員の教育研究活動外業務の⾒直しを検討することが望ましい。
⻑期の研究専念期間の設定について︓法⼈本部において、埼⽟⼯業⼤学⾃⼰啓発等休業規程を周知して、その制度を利⽤・活⽤できるような環境や仕組
み（余裕のある教員配置、教育研究活動以外の業務の軽減、柔軟な業務代替への対応等）の整備を検討することが望ましい。

法⼈本部及び教学部において、教員の教育研究活動外業務の種類・内容等を具体的に調査し、⾒直しが必要な業務を抽出することを⽬標とする。
法⼈本部において、埼⽟⼯業⼤学⾃⼰啓発等休業規程を周知する。また、利⽤促進のための環境や仕組みを段階的に整備することを⽬標とする。

次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。
次回の⾃⼰点検・評価実施時までに改善することが望ましい。

先端科学研究所での⾃⼰点検・評価においては、「研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか」の点検・評価項⽬について、
すべて適切に対応していると判断している【別シートⅨ表７】。

全学⾃⼰点検・評価においては、先端科学研究所での⾃⼰点検・評価結果に基づき、以下の点について検証を⾏い、研究倫理を遵守するための必要な措
置を講じて、適切に対応していると判断した。

（１）研究倫理や研究活動の不正防⽌に関する規程等を適切に整備しているか。
（２）研究倫理に関する学内審査機関を適切に整備しているか。
埼⽟⼯業⼤学の研究不正対応に関する規程及び研究活動上の不正⾏為等への取扱規程を整備しており、前者の第７条に基づき、研究倫理に関する学内審
査機関である研究倫理委員会を設定して運⽤している。

（３）教員及び学⽣に対して、研究倫理確⽴のための機会等を提供しているか。
教員及び学⽣が研究倫理を確⽴するために、以下の機会等を提供している。
・APRINeラーニングの提供
・研究倫理・コンプライアンス研修会の実施
・独⾃教育教材「埼⽟⼯業⼤学研究倫理・責任ある研究活動について」の配付
・学内サイネージを活⽤し、研究不正の注意喚起を頻繁に実施

２）研究科学⽣の学習や、研究科における教育研究活動を⽀援する環境や条件の整備について ※⼤学院のみ

（８） 教員組織からみた、教育研究活動⽀援の環境・制度の適切な整備について

改善箇所の指摘 （全学⾃⼰点検・評価委員会＝＞該当する管轄部署、理事会・協議会等に提案） 

１．研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

なし

なし

なし

---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬５ ■
 全学的な観点から、研究倫理を遵守するための必要な措置を講じて、適切に対応している、と判断できる
か。

 研究倫理を遵守するための必要な措置を講じて、適切に対応していると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。
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Ⅹ．社会連携・社会貢献について＿９①②③
---------------------------------------------------------------------------

■ チェック項⽬１ ■

■ チェック項⽬２ ■

 全学的な観点から、⼤学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に関する⽅針
を明⽰している、と判断できるか。

 社会連携・社会貢献に関する⽅針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組みを実施しているか。ま
た、教育研究成果を適切に社会に還元しているか。

１．本学においては、『将来計画 中⻑期ビジョン 2021-2027』（以下、『ビジョン』）中にしめされた、地域連携戦略（『ビジョ
ン』p.12）を社会連携・社会貢献に関する⽅針として明⽰して共有しているが、この⽅針の内容は適切なものとなっているか。

確認・検証結果の取りまとめ

評価結果

２．社会連携・社会貢献に関する⽅針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組みを実施しているか。また、教育研究成果を
適切に社会に還元している、と判断できるか。

確認・検証結果の取りまとめ

[記⼊欄]

[記⼊欄]

⼤学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に関する⽅針として、『将来計画 中⻑期ビジョン 2021-2027』地域連携戦略を以
下の通り明⽰している。

⼤学が企業や地⽅公共団体などと して、 を⾏っていき していくことが、⼤学の果たす
の⼀つとして重要になってきています。本学は「地元に愛され、頼りにされる⼤学」をめざし、埼⽟県及び深⾕市を中⼼とした地域の⾏事に積極的に参
加するとともに、公開講座、教員免許更新講習、 等、 を進めていま
す。

【⽬標を達成するための取組み】
①現在、地域⽣涯学習の拠点になることを⽬指し、次のような「学び場づくり」を実施しています。

・埼⽟県・深⾕市との連携、地域交流 「⼦ども⼤学ふかや」（埼⽟県教育委員会）/「ふかや市⺠⼤学」（深⾕市⽣涯学習）/彩の国いきがい⼤学（埼⽟
県）/ （埼⽟県）/ （埼⽟県）
・⾼⼤連携協定校における模擬授業  ・教員免許更新講習      
②地域と⼤学との各種連携事業を実施しています。
・深⾕市との包括協定に基づく連携事業に取り組むとともに、地元の中学校・⾼校からの委員委嘱、講師派遣の依頼が多数あり、すべて承諾し協⼒して
います。
・臨床⼼理センターは、 し、地元で悩みを抱える⼈たちにとって⼼強い施
設になっています。
・本学学⽣と深⾕市商⼯会が協働して実施する「OKABE光の回廊プロジェクト」は、岡部駅に隣接する希望が岡公園をイルミネーションで彩り、地域社
会を明るくしています。 
③産・学・官による組織的で有効な取組みに参加し、 を⽬指します。
・2016年にものづくり研究センターを新築し、 、2019年4⽉から センターを学⻑直轄組織とし
て設⽴し、私⽴⼤学初の⾃動運転⾞を全国各地で⾛⾏させていますが、これらの実績がマスコミにも多数取り上げられるようになっております。なお、
本学における⾃動運転では、

を⾏っています。2021年度以降も⾃動化レベルをより⾼度化した運転システムの開発に取り組んでまいります。

また、全学⾃⼰点検・評価においては、上の《地域連携戦略》内の⻘字箇所を確認して、『将来計画 中⻑期ビジョン 2021-2027』地域連携戦略の内容
が、⼤学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に関する⽅針として適切なものとなっていると判断した。

全学⾃⼰点検・評価においては、主に【別シートⅩ表２】の先端科学研究所での⾃⼰点検・評価結果及び【別シートⅩ表３】の学⽣部⻑・学⽣課での⾃
⼰点検・評価に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組み等（抜粋）、教育研究成果の社会還元に関する取り組み（抜粋）の実施について以下のと
おり確認した。

《地域連携戦略》
連携 地域のニーズを踏まえた教育研究 地域の発展に貢献 社会的貢献

リカレント教育（開放授業講座） 本学が持っている知的資産を活⽤した地域貢献事業

・市⺠のための公開講座、及び⼼理セミナー

次世代産業カレッジ リカレント教育︓開放授業講座

地元コミュニティからの要望が⾼いカウンセリングと臨床⼼理セミナーを実施

地域産業の活性化
⾃然エネルギーの新しい蓄電技術の開発 ⾃動運転技術開発

2019年から埼⽟県や⽇本財団からの助成⾦を得たプロジェクトを継続的に実施しており、全国的にも珍しい地元⾃治体と連
携した公道⾛⾏実験

 社会連携・社会貢献に関する⽅針を明⽰していると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。
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《先端科学研究所における、学外機関や地域社会等との連携による取り組み状況、社会貢献に関する取り組み状況、教育研究成果の社会還元状況》
１．社会連携・貢献、地域連携・貢献

２．教育研究成果の社会への還元

《学⽣⽀援担当部署における、社会連携・貢献や地域連携・貢献に関する取り組み状況》
１．社会連携・貢献、地域連携・貢献

《教育研究活動を⽀援する各センターにおける、社会連携・貢献や地域連携・貢献に関する取り組み状況、教育研究成果の社会還元状況》
１．科学と仏教思想研究センター

２．国際交流研究センター

３．産学官交流センター

４．臨床⼼理センター

（１）産学官との共同研究
共同研究① 研究内容︓「新あいち補助⾦事業」による⾃動運転バス構築、 渡部⼤志、アイサンテクノロジー(株)
共同研究② 研究内容︓浄⽔場における傾斜板沈降装置のスロッシング被害対策(⻑周期振動による⽔⾯の共振)、 皆川佳祐、 (株)エース・ウォーター
共同研究③    研究内容︓畜産における深⾕地産地消の循環型農業(SDGs)に関する検討、 本郷照久、 (有)ホームメンテナンス
これらを含む共同研究を2021年度及び2022年度に合計37件を実施【別シート「共同研究・受託研究・技術指導」】。

（２）産学協同事業と地域社会への⽀援
１）企業内技術者の教育、３）受託研究︓ 受託研究・技術指導(本学から技術提供)=企業内技術者の教育と定義して、2021年度及び2022年度に合計22
件を実施、このほか企業研修１件実施。＜特徴的事例、その他＞22件の内の10件がAE(Acoustic Emission)に関する研究で、問合せも継続的に続いてい
る。精密加⼯の分野でより拡⼤することが期待されている。
２）技術相談︓   ５件実施。＜特徴的事例、その他＞依頼事項がハッキリと定まらないケースでは、事務局担当者が聞き取りを⾏い、該当する専⾨分野
の教員に相談対応を依頼。昨年末より、記録を開始。記録をもとにPDCAサイクルを回し、現状の問題点等を洗い出し、改善に繋げる予定としている。
４）依頼分析、依頼試験等  ︓３件実施。＜特徴的事例、その他＞XPS(X線光電⼦分光)やEPMA電⼦(プローブマイクロアナライザー)等、カテゴリーとし
て⾮汎⽤装置での試験に関する問い合わせがあった。⾃動運転バスを⽤いた実証試験の依頼も受託研究の中にあり、これも依頼試験に相当すると考え
る。
５）学術研究会、学術講演会の開催︓2021先端研協⼒会講演会（３回）、AI研究センター講演会（２回）、科学と仏教思想研究センター研究会（５
回）、若⼿研究フォーラム（１回）、2022先端研協⼒会講演会（３回）、AI研究センター講演会（２回）、科学と仏教思想研究センター研究会（５
回）、若⼿研究フォーラム（１回）、⼀般社団法⼈表⾯技術協会第146回講演⼤会（参加者︓355名 講演件数119件）、等を開催。
６）知的所有権と科学技術情報検索に関する⽀援 ︓現在、企業に対する知財関連の直接的⽀援は無い。ただし、共同研究に基づき、企業と本学とで特許
共同出願を⾏う場合には関係する教員を通して間接的に⽀援している（4件）。科学技術情報検索については、現在、共同研究・受託研究・技術相談の中
で、本学の研究と捉えられる範囲内で検索を⾏い、企業に還元している。＜特徴的事例、その他＞職務発明に対する特許出願補助(職務発明規程)を作成
し、運⽤を開始した。特許出願及び維持費⽤を学園で補助する事で、産学共同及び教員の特許出願の活性化を期待する。今後、現在の件数を基準として
⽐較し、PDCAサイクルを回し改善点を探す予定としている。

１）AI研究センターによる⾼等学校のAI学習サポート︓埼⽟県がAI⼈材育成を⽬的に展開している「埼⽟県AI.IoTプラットフォーム」を利⽤して、AI活⽤
に関する課題研究活動を⾏っており、その⼀つとして埼⽟県⽴⽇⾼⾼校のAI学習をAI研究センターがサポートしている。
２）イベントキャラクター制作︓福島県只⾒町のJR只⾒駅で開催された「只⾒線全線開通50周年記念」の新キャラクターを⼈間社会学部情報社会学科経
営システム専攻３年の学⽣が考案、採⽤されている。今後も只⾒町と協⼒しオリジナルグッツのネット販売など事業を展開していく予定。本件は地⽅公
共団体や地域の企業と協働することによって、地域が抱える課題を解決して⾏くことを⽬的とした地域創⽣の取り組み。
３）公開講座・⼼理学セミナー︓専⾨的、総合的な教育･研究の成果を地域社会等に還元し、また学びの場を提供することを⽬的として幅広い世代を対象
とした公開講座を毎年開催している。
４）⼦ども⼤学ふかや・こころざし深⾕科学塾︓（⼦ども⼤学ふかや）⼦どもの学ぶ⼒や⽣きる⼒の向上を⽬指し、また、⼦どもの知的好奇⼼を刺激す
る学びの機会を提供することを⽬的に開校。（こころざし深⾕科学塾）普段味わえないような科学の世界を体験させることにより、⼦供たちの科学への
探究⼼と未来への夢を育み、伸びようとする⼦をさらに伸ばすことを⽬的とした事業で、深⾕市教育委員会からの依頼により開催している。

・「ふかや桜まつり」運営ボランティアへの参加  ・「深⾕ねぎまつり」運営ボランティアへの参加
・「深⾕市産業祭」運営ボランティアへの参加   ・「ふかやシティハーフマラソン」運営ボランティアへの参加と出店

また、主に【別シートⅩ表４】の教育研究活動を⽀援する各センターでの⾃⼰点検・評価結果から、各センターにおける、社会連携・貢献、地域連携・
貢献、地域・国際交流、社会への還元に関する取り組み（抜粋）の実施について以下のとおり確認した。

１）研究会の定期的な開催・運営︓
  ５、７、９、11、２⽉の原則最終⾦曜⽇にオンラインで研究会を実施（過去2年）。学内外の有識者による講演と質疑応答・議論を実施。
２）講演会、シンポジウムの開催・運営︓
  過去2年は、コロナ感染状況を鑑み、公開セミナー（対⾯）の開催は⾒合わせ、研究会（オンライン）に変更した。
３）活動成果の公表・出版︓『科学と仏教思想』2022［宮澤正順先⽣頌寿記念論集］を刊⾏した。

１）共同研究⽀援、各種国際会議及びシンポジウムの開催・運営︓
  2021年度よりダナン⼤学とのオンラインシンポジウムを実施。2021年度は各⼤学３件ずつの研究発表を⾏い、52アカウントのアクセスあり。
  2022年度は各⼤学2件ずつの研究発表を⾏ったほか、交流活動活性化に向けたフリーディスカッションを実施、57アカウントのアクセスあり。
２）客員研究員、特別研究員の受⼊︓新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏により実施なし。
３）短期留学などの⽀援︓新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏により実施なし。

１）技術移転に関する業務︓「AE法の計測評価に関する技術指導」ほか22件を実施。
２）⼈材交流に関する業務︓先端科学研究所協⼒会の運営。
３）技術開発⽀援に関する業務︓「シリコーンゴム表⾯修飾法の開発」ほか37件を実施。
４）産学官交流に係わる催事への出展。
５）視察および研修の受け⼊れ。

１）⼀般外来者を対象とした⼼理相談︓
  2021年度の⾯接延べ回数は621回、新規インテーク件数は31件。2020年度の⾯接延べ回数は556回、新規インテーク件数は25件。
２）⼤学院⼈間社会研究科⼼理学専攻に在籍する⼤学院学⽣の⼼理臨床に関わる実習︓
  2021年度は、受付電話対応45件（内インテーク予約33件）インテーク⾯接陪席５件、ケース担当６件、スーパビジョン17回。
  2020年度の受付電話対応41件（内インテーク予約21件）インテーク⾯接陪席９件、ケース担当11件。
３）学部学⽣の臨床⼼理に関する教育︓学部授業（⼼理演習）を後期に実施。
４）臨床⼼理にかかわる現職者の研修及び研究・ケース担当のための研究員の受⼊れ︓
  2021年度はケース担当のための研究員（2022年度３⽉31⽇まで）を１名受⼊れ。
５）⼼理学における実践的研究︓⾏なっていない。
６）講演会、研究会、研修会等の開催︓
  2021年度の⼼理学セミナー４回（申し込み延べ⼈数110名）。
  2020年度の⼼理学セミナーは、コロナ対策のために中⽌。
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５．AI研究センター

６．ものづくり研究センター

７．⾃動運転技術開発センター

１）AIの研究に関すること︓
  ・機械学習に関するテンソルネットワークのための、理論的研究とアルゴリズム開発--国⽴研究開発法⼈理化学研究所共同研究（科研）
  ・脳計測信号処理のためのテンソル分解理論の構築と脳死判定並びにBCIへの応⽤（科研）
  ・学術雑誌への研究発表  ・脳波を⽤いた福祉技術の開発  ・⾃動運転技術の開発 ほか
２）産業界や地域⾃治体との⼈材交流に関すること︓
  ・国⽴研究開発法⼈理化学研究所との連携（科研）
  ・埼⽟県AI・IoTコンソーシアム⼊会  ・AI研究センター講演会の実施
３）技術開発⽀援に関すること︓チェロ演奏家の須⽥千⾹良さんに対する、⾳楽に反応するロボットに関する⽀援

１）ものづくりの研究に関すること︓レドックスフロー電池関連（実験実証機を設置し2020年３⽉より稼働、実証実験を継続中）。
２）産業界や地域⾃治体との⼈材交流に関すること︓レドックスフロー電池関連の技術交流（産業界︓10件、地域⾃治体︓１件）。
３）技術開発⽀援に関すること︓レドックスフロー電池関連の技術開発の⽀援（３件︓電池部材の検討）。
４）環境やエネルギーに関連する環境教育の啓蒙活動（⾼校⽣の⾒学︓２件）。

１）⾃動運転技術の開発に関すること︓
  ⾃動運転バスの営業運⾏（国内最⻑）、世界初となる⽔陸両バスの⾃動運転化の成功、⾃動運転バスの市販化、実⽤化に向けた施⼯（愛知県）ほか
２）⾃動運転技術の教育に関すること︓
  企業、⾃治体、地⽅公共団体、コンソーシアムへのアウトリーチ活動を積極的に実施。
  ⾃動運転バスをスクールバスとして運⾏し、全学の学⽣・教職員が体験学習できる場を提供。
３）⾃動運転技術の普及に関すること︓社会受容性向上による普及を⽬指して、数々の公開実証実験に参加。以下に過去2年の代表的な活動を列挙。
  茂⽊・幕張・セントレア・モリコロでの公開実証実験、渋澤栄⼀論語の⾥循環バス、スクールバスでの公開実証実験、
  ⼋ッ場ダムにおける⽔陸両⽤⾞プロジェクトへの参加、愛知県における⼤型⾃動運転バスの構築 ほか
４）⾃動運転技術の広報に関すること︓
  メディア露出多数、インターネット等において検索上位を独占することにより、⼤学の知名度及び外部からの評価の向上に⼤きく寄与。

以上の確認・検証から、全学⾃⼰点検・評価においては、社会連携・社会貢献に関する⽅針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組みを実施して
おり、教育研究成果を適切に社会に還元していると判断した。

評価結果
 ⽅針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組みを実施していると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。

 ⽅針に基づき、教育研究成果を適切に社会に還元していると判断できる。 ※ 上の記⼊欄に、判断の根拠が⽰されていること。
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 主な根拠資料リスト 

 

１．自己点検・評価チェックシート 

2023 年度自己点検・評価の実施において、各部署が作成したチェックシート 

・教育課程レベル：チェックシート：自己点検・評価委員会＿基準４・１＿学部（教育課程） ※各学科が作成 

・教育課程レベル：チェックシート：自己点検・評価委員会＿基準５＿学部（学生の受け入れ） ※各学科が作成  

・教育課程レベル：チェックシート：自己点検・評価委員会＿基準６＿学部（教員組織編制） ※各学科が作成  

・教育課程レベル：チェックシート：自己点検・評価委員会＿基準７＿学部（学生支援） ※各学科が作成 

・教育課程レベル：チェックシート：自己点検・評価委員会＿基準７＿研究科 ※各専攻が作成 

・教育課程レベル：チェックシート：自己点検・評価委員会＿基準８＿学部・研究科（教育研究活動支援・制度） 

※各学科が作成  

・教育課程レベル：チェックシート：入試委員会・事務局用 ※各学部が作成 

・教育課程レベル：チェックシート：教養教育体制＿基礎教育センター 

・教育課程レベル：チェックシート：FD 委員会・事務局用 ※各学部が作成 

・機関レベル：チェックシート：全学 FD 委員会 

・教育課程レベル：チェックシート：学生支援１・教育研究環境 教務部長・教務課・学支セ 

・教育課程レベル：チェックシート：学生支援２・社会連携貢献 学生部長・学生課・留学支セ・保健室 

・教育課程レベル：チェックシート：学生支援３ 相談室長・相談員 

・教育課程レベル：チェックシート：学生支援４ キャリア支援センター・就職課 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境７＿法人本部 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境１＿情報委員会・情報基盤センター 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境２＿図書紀要委員会・学術情報課 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境３・社会連携貢献＿教育研究支援課・先端研 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境４・社会連携貢献＿科学と仏教思想研究センター 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境４・社会連携貢献＿国際交流研究センター 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境４・社会連携貢献＿産学官交流センター 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境４・社会連携貢献＿臨床心理センター 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境５・社会連携貢献＿AI 研究センター 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境５・社会連携貢献＿ものづくり研究センター 

・教育課程レベル：チェックシート：教育研究環境６・社会連携貢献＿自動運転技術開発センター 

２．埼玉工業大学 将来計画中長期ビジョン 2021-2027 

３．埼玉工業大学 2019 年度全学自己点検・評価報告書 

４．埼玉工業大学 令和４年度 教職課程自己点検評価報告書 

５．公益財団法人大学基準協会 令和元年度 埼玉工業大学に対する大学評価（認証評価）結果 

６．別シート 

 評価項目のチェック項目や確認事項ごとに、主に１．チェックシートの内容をとりまとめて、学科・学部間や関係部

署間での比較検証ができるように学事統括室で作成したデータシート 

 ・学部：別シートⅠ  ※Ⅰ．学位授与方針（DP）と学習成果について 
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 ・学部：別シートⅡ  ※Ⅱ．教育課程の編成・実施方針（CP）について 

 ・学部：別シートⅢ、Ⅲ_2  ※Ⅲ．教育課程の編成・実施方針（CP）に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目

を開設し、教育課程を体系的に編成しているか。学生の学習を活性化し、効果的に

教育を行うための様々な措置を講じているか。成績評価、単位認定及び学位授与を

適切に行っているか。 

 ・学部：別シートⅣ、Ⅳ_2  ※Ⅳ．学部の教育研究上の目的について 

 ・学部：別シートⅤ  ※Ⅴ．教育研究組織について 

・学部：別シートⅥ  ※Ⅵ．学生の受け入れについて 

・学部：別シート「大学基礎データ」表２（2019－2023）で確認する定員管理の推移 

・学部：別シートⅦ  ※Ⅶ．教員組織の編成について 

 ・学部：別シートⅧ  ※Ⅷ．学生支援について 

 ・学部：別シート「設置基準上必要専任教員数算出メモ」2021-23  

・学部：別シートⅨ、Ⅸ_2  ※Ⅸ．教育研究等環境について 

 ・学部：別シートⅩ  ※Ⅹ．社会連携・社会貢献について 

・学部：別シート「共同研究・受託研究・技術指導」 

７．学事統括室作成資料（資料学士、資料研究） 

 全学自己点検・評価を実施する際に必要となるようなデータ集や参考資料等をまとめた根拠資料 

 ・資料学士１：ポリシー理念まとめ 2022 

 ・資料学士２：カリキュラムツリーまとめ 2022 

 ・資料学士３：工学研究科 学部との連携図 研究分野／人間社会研究科 研究分野（学生便覧 2022 より抜粋） 

 ・資料学士４：情社 2023 科目履修ガイド（1年生） 

 ・資料学士５：再履修科目の読替表まとめ 2023 

 ・資料学士６：科目区分割合 2022 

 ・資料学士７：2023 年度クラス分けルール 0315 

 ・資料学士８：(工・人)2023 シラバス入力ガイドライン及び文字数制限 

 ・資料学士９：R3 前後・R4 前授業（評価）アンケート結果からシラバス項目抜粋 

 ・資料学士 10：授業形態に配慮した班分け・クラス分け＿各学科の例 

 ・資料学士 11：授業理解支援セミナー（全科目） 

 ・資料学士 12：シラバスより「課題・レポート・リアクションペーパー」を含むもの抽出 

 ・資料学士 13：アクティブラーニング、ICT 活用、双方向授業シラバス確認 

 ・資料学士 14：理念・目的連関確認表 

 ・資料学士 15：学科・専攻の名称変更、改編等の変遷確認表 2010-2023 

 ・資料学士 16：学問動向や社会的要請への配慮の考察 

 ・資料学士 17：専任教員年齢構成比率の 2021-2023 

 ・資料研究１：科研費の配分状況 2018_2023 年度 

８．その他のカリキュラム関連資料（学生便覧等） 
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